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は じ め に 

 

 現代は参加民主主義の時代であるといわれており、「参加」の問題は世界的に大きな潮流となって

いる。 

 この流れは、西ヨーロッパ諸国においては西ドイツを中心とした労働者の経営参加として、アメ

リカにおいては１９６０年代の都市再開発事業にかかわる少数民族問題等が絡んだ住民参加として、

それぞれクローズアップされている。また、伝統を重んじる議会制民主主義の母国イギリスにおい

てすら、１９６９年のスケフィントン委員会報告で都市計画への住民参加が提唱されている。さら

にグローバルにみれば、いわゆる第三世界諸国の台頭が、米ソ二極体制から多極化へと移行してい

る現象も、参加の流れの中でとらえることができる。 

 このように、参加は世界的なものであるが、我が国においては、経済の高度成長政策の結果に起

因するひずみ是正等を求める住民運動が昭和３０年代後半以降全国的に噴出し、一方それに呼応す

るかのように住民参加論、市民参加論、シビルミニマム論、地方政府論、地方行財政論などがいっせ

いに提起されて、またいわゆる革新自治体による対話行政、参加行政の推進とがあいまって参加の

問題が登場してきたといえる。 

 しかしながら昭和４８年の石油ショックが我が国の政治・経済に投じた波紋は大きく、最近では

機能分担論等も登場し、また、実践面でも試行錯誤してきた住民参加の手法が停滞ぎみで、住民参

加自体がひとつの転換期を迎えている。 

 このような状況のなかで、私たちの研究チームは県レベルにおける住民参加のすすめ方について

研究し、この報告書をまとめた。 

 この報告書では、まず第1章でこれまでに著わされた多くの論者の主張を概観し、私たちの視点へ

の足がかりとするとともに、第２章で本県における住民参加の現状と問題点について触れ、第３章

で住民参加についての私たちの考え方を述べ、さらに第４章で若干の提言を行っているが、「住民参

加に関する職員アンケート調査」の結果（詳細）等は付属資料とした。 
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第 １ 章 住民参加の理論 
 

 住民参加については、これまで多くの角度から論じられてきた。それらは、一般的には「行政サイド

での規定」と「住民サイドでの規定」があり、「行政学的には、行政内的要請として一定の制度として具

体化をみたものに規定の視角があるのに対して、社会学的には、住民運動をふくめ住民自治の脈絡にお

いて参加の規定がこころみられている。」(1)といわれているが、他方政治学や経済学の分野からも論じ

られ、最近では法律学の分野においても論議されるようになってきている。(2) 

 このような学問的規定の視点は別としても、私たちは住民参加の考え方を模索するために、こうした

多くの角度からの主張・アプローチを再認識する必要がある。そこで、本章ではこれまで著わされてき

た多くの主張のなかから、住民参加論の基本的論点と考えられるいくつかの事項について概観し、私た

ちの視点の位置づけの足がかりとしたい。 

 

 １ 住民参加台頭の背景 
 住民参加台頭の背景については多くの点が指摘されているが、ここでは、具体的・現実的問題と抽象

的問題を区別する意味で、現実的状況と理念的状況の二つに大別して考えることにする。 

１ 現実的状況 
 

   ア 急激な都市化 

     多くの論者によって基点とされているのは高度経済成長に伴う急激な都市化であり、これを

中心に多くの派生的現象が論じられている。 

     都市化現象について柴田徳衛氏は、「人類の長い歴史を通じて、１９世紀初頭から都市人口

は相対的に増加を示しはじめた。第二次大戦以後、その傾向はさらに顕著となって、いまや

『爆発する都市』（Ｅｘpｌｏｄｉｎｇ Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ）といった表現さえ使われてい

る。」「日本ももちろんその例外をなすものではない。否、世界諸地域中でも、とくに第二次

大戦以後、きわめて注目すべき急激な都市化現象を生じている。」(3)と評している。また、「現

代の都市の特徴は、それが工業化過程の産物だ」(4)といわれている。似田貝香門助教授は、日

本における資本主義発展との対応で都市問題の歴史的発生をみて「明治３０～４０年の産業資

本確立期においては都市工業の急激な発展にともなって、過剰人口が蓄積され、本格的な『都

市下層社会』が形成された。」当時の都市問題は、犯罪、売春、疾病、貧困などであり、「とく

に都市の最貧困問題が最大の問題となっていた。」「第１次世界大戦後の独占段階においては

日本の６大都市への人口集中ならびに大平洋ベルト地帯に零細都市が形成される。この段階に
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おいては」前記の問題に加えて、「都市への人口集中・都市地域拡張により、都市行政問題（当

時『都市経営』とよんでいた）が生じ、衛生問題、都市財政、都市計画問題が生じてきた。」「戦

後の都市問題は、日本資本主義の再編過程期である昭和２０～２５年までは、前述の問題に

加え、非行、家族問題、離婚などの社会病理が大きな問題に加わった。昭和３０年以降の高度

経済成長政策以降においては、都市問題の質は大きく変化した。すなわち、一地域、一階層の

問題ではなく、都市住民全体・都市全体にかかわる土地、住宅、道路、交通、下水道、公害、

災害、公園、教育などの生活環境問題や、社会福祉、社会保障などの問題が都市問題」(5)

となってきたと述べている。 

     ところで、都市化は世界的な現象であるとはいえ、我が国の場合にはやや特殊な事情にあっ

た。伊藤善市教授は、我が国の工業化の特徴について、第一にその速度がはやく、しかも持続

的であり、とくに国民所得、工業生産、輸出、教育、人口集中については西欧をはるかに上回

る速度で成長した。第二にその出発点の経済水準において、実質所得、農業生産性が低く、資

本蓄積も低位であったが、経済発展にとって重要な役割を果たす制度的資本としての国民的統

合や産業モラル、さらに革新を遂行するエリートやそれを受け入れる中間層の知識、活力、判

断力は、西欧に比べて劣ってはいなかった。第三に工業化が一種独特の混合方式をもち、しか

もその能率が高かった。工業化を主導したエリートは、下級武士出身の官僚と財閥と民間企業

者との連合体であり、三者の関係は対抗的、競合的という面もあったが、それよりはむしろ相

互依存的補完的であったと指摘している。(6) 

     このような工業化の特殊性に対応して、都市化にともなう社会資本と産業資本のアンバラン

スな現象が、資本主義的経済政策のマイナス面として問題化され、住民運動噴出の契機となっ

た。 

   イ 住民運動の展開と変化 

     松原治郎助教授は、「６０年代の地域開発をとおしての、・・・・地方自治体

の体質変化は、・・・・地域住民にとっては、住民福祉の反対物への転化と映じた。それ

はまさに地方自治の本質が問われる危機といってよい。住民運動という新しい波が、

地方自治体に向けて展開されるようになったのは、とうぜんの帰結である。」そして

「社会変動のなかでの地域生活上の構造的ストレーンの深まりは、新たな信念の広が

りと結びつき、それが日常生活上での個別具体的な出来事に出遭うときそれが『きっかけ

要因』となって、住民運動が発生する。」(7)として、次のように類型化している。(8) 

     すなわち、①工場・企業公害や高層建築物建設などに対する反対運動、自然や文化を守る運動

などの「地域生活防衛運動」は、②工場誘致反対、発電所建設反対、高速道路建設反対、公共料

金改定反対といった「市民生活防衛運動」と、③地域緑化運動、ノーカー運動のような地域連帯

による生活向上へと向う「地域生活向上運動」へと発展している。 

     一方、④社会福祉施設の充実、学校教育の充実など、物的な生活環境施設の建設要求などを中

心とした「地域生活基盤整備運動」や、⑤これに類似するが性格の異なるものとして、広い見
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地からは生活基盤として必要なものであるが、局所的には「めいわく施設」の形で受けとられ、

住民の反対の動きとなっている「地域エゴによる地域生活基盤整備阻止の運動」があり、また、

⑥市町村合併反対、学区変更・学校統合反対、町名変更反対などや、政治浄化運動、リコール運

動など政治・行政へ直接要求や抵抗をする「地域政治革新運動」がある。そして、⑦これらの運

動を総合させ、地域社会の民主的運営をめざしていこうとする「コミュニティ形成運動」があ

る。 

     こうした住民運動の特徴として、佐藤竺教授は、第一に、運動の目的、組織のありかた、メ

ンバーの構成などにおいて多様性を示していること。第二に、なんらかの意味で部分的利益の

実現を目ざし、自己主張が顕著であること。第三に、それがどんなに小さい部分利益に発する

ものであっても、その存在の正当化のために普遍化につとめること。第四に、住民連動の側が

現実的利益の理念化につとめるのに反して、逆に自治体などが現実的でありすぎることが、と

きに住民運動と行政との衝突をひき起こすということ。第五に、住民運動の側の理論武装や戦

術が非常に向上してきていること、を指摘している。(9) 

     このように、住民運動は住民の日常生活から出発し、究極的には価値指向的運動にいたるま

で様々の展開をみせているが(10)、最近では秋元律郎教授が指摘するように、「抵抗型」の運動

から「参加型」の運動へと進展しつつあるといわれている。(11) 

 

   ウ 住民意識の変化 

     「今日、一般的にみて、我が国の住民意識は大きく変化しつつあり、昭和３０年代前半まで

の状況と著しく様相を異にしてきているように思われ」(12)、それは「地域社会としてとらえ

ると、都市化または伝統社会の急激な解体過程」(13)の中にあらわれているといわれている。 

     佐藤竺教授は、住民意識の変化が次の四点にみられると指摘している。(14) すなわち、第

一に、都市化、脱農化の進展に伴う農村における集落的秩序の弛緩により、従来の地域有力者

層による意識統一はできなくなり、地域社会のために自己を無条件で犠牲にするということが

なくなってきた。第二に、住民のあいだに権利意識が強まり、また自分やその身内を大事にす

るマイホーム主義が広まってきた。第三に、かつての自給自足の時代とちがって現金で必要な

物資やサービスを手に入れるようになり、しかもその手に入るものが誰か特定の人によってつ

くられたということが眼に映じないために、社会の協力関係を認識できなくなり、ドライな自

己主張の風潮をうみ出した。第四に、都市社会においては、生まれ育った背景や環境のちがい

の大きいさまざまな人々が集まってきており、しかも絶えず激しい流動を繰り返しているので、

住民の利害意識、価値感が多様化してきて、全体に共通する統一的価値観はアプリオリに存在

するはずがなくなっている実状である。 

     さらに同教授は、地域における新住民と旧住民の意識対立の表面化を指摘し(15)、こうした

住民意識の変化が、「都市行政における市民参加の必要性を生んだ」(16)としている。 

   エ 地方行政機能の拡大・変化 
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     急激な都市化とそれに伴う地域社会構造の急激な変化は、非市場的領域の拡大とともに、多

様な行政需要を生み出した。このため地方団体の行財政機能は著しく拡大したが、このことは

行政組織にも大きな影響を与えてきた。すなわち、拡大しつづける行政需要に対応するために、

職員の数は飛躍的に増大するとともに、行政内部においても著しく分業化・専門化が進行し、

行政機構は複雑化した。それとともに、「地方自治は、『行政の系列化』という事態のなかで変

質」(17)し、その「進行のなかで、地方自治体の存在をより深刻な形に陥らせたのが・・・、

すなわち『たて割り行政の弊害』であった。」(18) 

     さらに１９６０年代に、「開発政策がおし進められた過程で、国が地方自治体に多額の危険

負担をさせ」、「多額の公共投資における地元負担」(19)を課することになったが、地方自治

体もこれに便乗し、企業に対する過保護・生産優先の施策を展開し、産業基盤整備に力をそそ

いだため、生活基盤の整備はたち遅れ、都市問題の激発を招いた。(20) 

     こうした地方自治体の姿勢も、高寄昇三氏が指摘するように、①成長優先の開発政策、②住民

無視の計画行政、③生活冷遇の行財政サービス(21)として批判された。また、多くの行政需要は、

住民の生活に密着した地域的解決を要求するものであったため、地方自治体が中心となって独

自に解決することが要請されるようになった。これは、かつては中央政府の決定を執行する「地

方行政機関」として位置づけられていた地方公共団体を地域政治の場へ登場させることになり、

井出嘉憲教授の指摘する「地方行政の政治化」あるいは「地方政府論」の主張(22)が高まって

きた。 

   オ 地方議会の機能の相対的変化 

     戦後地方自治制度が改革され、地方議会は「自治体の意思を自主的に決定する機関になった。」

(23)「しかし、実際には、自治体の処理している事務には機関委任事務が多いので、議会の議

決対象となる事項はいちじるしく限定され」、「議会で審議される議案は、原則として首長が

提案し、議員提案は例外的なもの」(24)となっている。また、議員は地元代表の性格がつよく、

地元有力者層の支持によって選出される形態であったから、個々の住民の意向は地元有力者層

によって濾過され、それを自治体当局に表明するのが議員の役割であった。(25) 

     こうした議会の体質に対して、高度経済成長がもたらした都市化現象は大きな影響を与えた。

第一に、急激な都市化によって住民の利害や関心は多様化・複雑化し、従来の地元有力者→議員

というチャンネルとは別に、自治体に対して直接要求する傾向を強めることになった。(26)第

二に、都市人口が飛躍的に増加し、しかも流動がはげしい状況にあって、人口に比例してあま

りにも少数の代表に代弁させることは物理的に不可能となり、さらに多数決原理の形式的運用

などから、住民の多元的階層を十分に反映しえなくなってきた。(27)第三に、議員は地域代表

として、住所を有する住民の選挙によって選出されるが、大都市およびその周辺都市では職住

分離の傾向が強く、通勤者の声は反映されにくくなった。(28)第四に、行政需要の著しい多様

化・拡大化は、自治体に対して独自の政策を決定し、推進することを要求し、それだけ施策の

決定機関である議会の役割を増大させた。しかし、変動する事態に対応し、政策立案能力の
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弱い議会が独自の施策を提示することは容易ではなくなった。(29) 

     また一方では、間接民主制の制度が住民の期待どおりに機能しない理由について、第一に、

地 理的な疎隔という「距離」。第二に、選挙が一定の期間をおいて行われるという「時間」。

第三に、選挙で争われる論点や政策が多種多様で、個々の争点に対する反応は異なっているに

もかかわらず、すべての争点が一人の候補者にだきあわせとなってしまい、「争点」が不明確と

なる、との辻清明教授の指摘がなされている。(30) 

     こうした状況にあって、日常生活を出発点とする住民運動はいきおい行政に直接要求するよ

うになった。 

 

２ 理念的状況 
   ア 参加民主主義の主張 

     篠原一教授は、「参加の噴出（Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ）」は世

界的な政治革命であり、「近年議会制民主主義ないし代表民主主義に対して参加民主主義（Ｐａ

ｒｔｉｃｉｐａｔｏｒｙ ｄｅｍｏｃｒａｃｙ）という言葉が使用されるようになった。」(31)

と述べている。 

     議会制民主主義はイギリスにおいて発展したものであり、多数決原理のうえに立ったもので

ある。その基本は、住民の同質性、協調性、少数意見の尊重であるが、現代社会の住民意識・

価値の多様化により、多数決原理は変質し、議会制民主主義に大きな影響を与えてきた。(32) 

     また、「民主主義政治には二つの極がある。一つは権力であり、他は参加である。そして現実

の民主主義体制および民主主義理論は、この権力と参加を二極とする直線上のいずれかの地点

において均衡点を見出すことによって成り立って」おり、「参加志向型の政治として出発した

近代民主主義国家は、時の経過とともにますます権力志向型の方に傾斜しつつある」ため「市

民は政治を動かす力を失い、政治の決定から疎外されるようになった。」「このような現実の圧

力に抗して、ふつうの市民の権利の主張として台頭してきたのが、この参加民主主義であり、

これは代表民主主義の空洞化に対する人間の復元作用と考えてもよいであろう。」と篠原一教授

は結論している。(33) 

   イ 政治参加の多元化 

     現代は大衆民主主義の時代であるといわれているが、「今日のマス・デモクラシーの下でのも

っとも一般的な政治参加の方法は、いうまでもなく投票」(34)であり、これを主体とする代表

制が広く採用されている。また、「地方自治のレベルでは、参加の方法はさらに多元的であり、

多くの国でイニシアティブ、レファレンダム、リコールなどが制度化されている。」(34) 

    (注)イニシアティブ…住民発案、レファレンダム…住民投票、リコール…住民罷免 

     しかし、こうした政治参加の方法は、世界的に広がっている都市化によって大きなインパク

トを受けた。すなわち「デモクラシー思想の古典的伝統の中には、理想的ポリテイをはかる・ 

・・二つの基準」「第一は、市民がポリテイの決定を十分にコントロールするためには、市民は、
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これらの決定形成に直接的に参加しなければならず、また決定形成に直接的に参加するために

は、市民の数はきわめて小でなければならないという市民有効性(ｃｉｔｉｚｅｎ ｅｆ－ｆｅ

ｃｔｉｖｅｎｅｓｓ）の基準」と「第二は、ポリテイが市民に対して十分に反応する能力をも

つべきであるとすれば、ポリテイは、完全に自治的であるか主権的でなければならないという

システム能力（ｓｙｓｔｅｍ ｃａｐａｃｉｔｙ）の基準」があるが、「とくに地方的レベル

における規模の拡大は、イニシアティブ、レフアレンダム、リコールなどの代表制デモクラシ

ーを補強すべき直接参加の諸装置の現実的効力の低下を導くという点で、市民有効性をそいで

きた。」(35) （注）ポリテイ…政治形態 

     一方、「フォーマルな参加方法に加えて、インフォーマルな方法としては、政党やその他の社

会集団への加入を通じての参加」(36)や市民運動・住民運動を通じての市民参加がある。「これ

らは、いわゆる市民自由権に基礎をおくものであり、その意味で、政治参加方法の多元化は、

デモクラシー発展の関数であるといえよう。」(37) 

   ウ 「市民」の形成 

     松下圭一教授が、「今日の市民運動は台頭しはじめたばかりの試行錯誤の段階にあり、多様な

問題を指摘しうる。しかし、市民運動は、工業の成熟が、資本主義・社会主義体制を問わず、

緊急としてきた公害・都市問題、さらには自然破壊、資源涸渇との対決を、その課題としてい

るだけではないことを見うしなってはならない。市民運動の背景が、資本主義の体制選択を模

索しながらも、全地球的規模をもって文明史的意味で成熟してきた<工業化>、<都市化>、<市民

化>にあるかぎり、市民運動は、批判と参画という両極を内包しつつ、新しい都市型生活様式の

創造、したがってまた市民による民主主義ないし政治の新しい可能性の追求こそを課題として

いるとみたい。とくに、市民運動の台頭は、共和意識をもつた市民的人間型の、日本史におけ

る最初の歴史的形成を意味していることを注目したい。」(38)としているように、近代的市民概

念の形成が住民参加の拡大を思想的に要請してきたことが指摘されている。(39) 

     そして、さらに、こうした「市民」を中心にした論理思考方法が、行政のあり方から政治学・

憲法学・行政法学などのあり方まで論理転換をせまっており、住民参加の実践においても重要

な視点となっている。(40) 

   エ 行政観の変化 

     「市民」的論理の主張や住民運動の拡大は、その過程の中で、住民、行政側双方における行政

観の転換をせまっている。佐藤竺教授は、我が国の行政の意義づけは、明治中期以来天皇制官

僚の支配と結びついた行政法学の手によってなされ、法治行政原理、すなわち行政の固有法で

ある権力の発動としての公法に規定されて、行政とは国家目的を実現する作用であり、地方自

治体は、この国家目的を具体的に執行するための国家の下部機構にすぎないとされた。したが

って、市民の個々の利害やあるいは自治体にとっての利害は、つねに部分利益にすぎず、全体

の利益を代表する「国益」に従属させられることになり、対立する部分利益は全体利益に道

を譲らねばならなかった。しかし、産業優先政策が展開され、住民の地域生活に大きな影響を 
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与え、権利意識に目ざめた住民と衝突するようになって、住民の行政観は大きく転換を遂げは

じめ、住民の生活を守り、向上することを求めて行政に対応していったとき、国益中心主義や

法令中心主義の行政がいかに不合理であるかを自覚するに至った、と指摘している。(41)「こう

して、行政は、市民にとって、従来の支配されるための道具から、逆に主権者としての自らに

奉仕する手段に転ずる。」(42) 

     さらに、こうした行政観は、松下圭一教授の提唱する「分節民主主義」すなわち、「国→都道

府県→市町村→住民という垂直の集権型」から「今日あたらしく市民→市町村→都道府県→国と

いう分権型に転化すること」が必要となってくるということにもつながるものである。(43) 

 

  ２ 住民参加の意義と機能 
 

１ 住民参加の意義 
    現在のところ、住民参加についての「定義」といわれるようなものはなく、むしろ定義づける

ことは住民参加の考え方をかえって限定してしまうおそれがあるとさえいわれているが、住民参

加の目的あるいは意義として主張されているものをまとめてみると次のようになろう。 

 

   ア 住民参加は「間接民主制の空洞化への挑戦」(44)すなわち「直接民主制への回帰志向」(45)

なのであり、「現代の民主主義を内から再構築し、民主主義の理念と現実との乖離を最小限にと

どめるものである。」(46)。 

   イ 住民参加は「住民自治・地方自治を確立」(47)させるものであり、「地方自治制度とその主権

者あるいは、担い手たるべき住民の意識との間に最初から大きな溝があった。われわれは、最

近の住民運動にこの溝を埋める役割を期待する。」(48) 

   ウ 住民参加は「組織の決定によってもっとも影響を受ける関係者が、自ら組織の決定に参加し、

責任をもつ自律的な秩序である。」(49)すなわち「市民主権の尊重」(50)であり、そのめざすと

ころは「住民が投票の瞬間にだけ地方自治体の主人公になるのではなく、常時住民の意向が行

政のうえに吸いあげられ、真の意味での住民のための住民の手による行政が行われるように

しよう、というところにある。」(51) 

   エ 住民参加は「行政過程の民主化・合理化の主たるルートとして大きな意義」(52)があり、「 

都市計画などの行政計画とその執行が行政の専門領域として独占されていることから生じる一

つの欠点として、計画内容に、官庁の政策判断の片よりが結果される危険があり、住民参加を通

じてなされる住民の検証と建設的な批判提言が、この計画の独占から生じる弊害を抑制する機

能をはたす」(53)のである。 

   オ 「現代の社会では、いまだ富と機会の配分が平等に行われていないという現状認識があり、

この認識が均衡のとれた配分に対して積極的に取り組む姿勢を助成し、これ住民参加を求める社
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会的基盤になっている。」(54) 

   カ 住民参加は「都市における非人間的生活の人間化（ｈｕｍａｎｉｚａｔｉｏｎ）のためにい

まや必須の課題となりつつある。」(55) 

   キ 住民参加は「政策の形成・決定過程への実体的な参画行為」(56)であり、また「計画の形成

に加わること」(57)でもある。これは、「政治・行政過程における住民の発言力拡大の要求」

(58)であり、①行政あるいは行政官のセクシヨナリズムヘの挑戦、②行政の中立性概念への挑戦、

③官僚制の秘密主義批判、④行政組織の中の人間の在り方を問い、そして、⑤公共性の転換を求

めているのである。(59) 

     この点は参加論の本質(60)、あるいは中心をなすものであり、たとえば、「地方団体の意思決

定と実施の諸々の過程に、なんらかの方式で、市民ないし住民が、その意思を反映させる活動

をいいます。」(61)とか、「住民をなんらかの形で決定過程に参画させること」(62)であると

いうように、多くの論者によって主張されているところである。さらに、住民参加は「政府＝

行政機関の決定によって影響を受ける人々の決定作成への接近・影響・関与の増大」(63)であ

り、「参加は、決定作成へのアクセス（ａｃｃｅｓｓ）としてとらえることができる。」(64)

とする主張もなされている。 

   ク 「住民は、その福利に直接関係する問題について注意を向ける権利があり、住民参加は、そ

れを行政手続として保障するものである。」(65) 

 

２ 住民参加の機能 
    住民参加の機能あるいは効果として主張されているものをまとめてみると、次のようになろう。 

    第一に、行政と住民、住民と住民の間に合意が形成される。すなわち「住民が地方自治体に対

して、随従的な協力を求められるのではなく、自治体当局と住民が、地域生活の発展のために相

互の知恵を出し合って、共同決定（Ｃｏ－ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）をおこなうパートナー

の関係を形成する」(66)。そこでは「住民参加は行政官庁と関係住民相互の間の説得的機能（Ｐ

ｅｒｓｕａｓｉｖｅ ｆｕｎｃｔｉｏｎ）をはたす。」(67)そして、行政需要の優先順位と行政と

住民の役割分担が明確にされ、その相互信頼関係の中で「行政の遂行促進」(68)がはかられる。 

    第二に、「住民参加手続は、行政計画などの行政決定を実施することによって権利利益に影響

を受けることになる関係住民の意向を行政庁に伝達するチャンネルとしての意義を担っている

のであろう。」(69)すなわち住民参加は、「専門技術的または政策的資料・情報が関係住民から

提供される情報収集の場として機能する」(69)のである。さらに、「行政への問題提起という役割」

(70)があり、「行政決定過程を利害関係をもつ権利者に公開することによって、争点を整理し、公

正妥当な事実認定が行われる。」(71)のである。 

    第三に、「市民参加は行政施策をめぐる市民相互間、市民と市理事者、市長と市議会、市理事者

と市職組といったあいだの利害や意見の対立を調整」(72)することが可能になる。 

    第四に、「参加する住民の側はもちろん、関係するすべてのもの、理事者、議員、職員にとって」
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の「相互教育効果」を「さらに飛躍的に高めることが期待される」(73) 

    住民参加の意義と機能が、上述した点にあるとするならば、今後住民参加の構想を考えるにあ

たっては、その機能が実質的に働きうるように考慮されるべきであろう。特に、行政過程におけ

る手続の確立と、情報の公開を中心としたフィードバックシステムの確立が課題となっていると

いえよう。 

 

  ３ 住民参加と議会制の関係 
 

 これは、住民参加論の本質にもかかわることであり、無視ないし検討なしに住民参加を展開すること

は、近代民主主義の基礎をゆるがすことにもなりかねない。そこで、議会制民主主義の中での住民参加

の位置づけを確認することが重要となってくる。 

 このことについて、多くの論者は、住民参加は議会制民主主義にとってかわるものではなく、議会制

を尊重し、かつ、その機能の充実をはかりつつ、それを補完するものとして位置づけている。 

 たとえば、手島孝教授は「代議制と住民参加の間は、けっして後者が前者に取って代わる関係ではな

く、あくまで相補関係、むしろ － 時間とエネルギーの経済の観点から － 前者の退行を後者が補

完する関係として基本的に把握されるのが、近代憲法規範の全体構造からは正しい。」(74)といい、佐久

間彊氏は「問題のいわゆる住民参加は、議会の本質的な任務である。しかも、現行地方自治制度は住民

自治の徹底を図るために、議会制民主主義を原則としながら、これを補完するものとして、直接民主主

義の原理による住民参加のいくつかの方式を定めているのである。私は、この制度の建て方が、憲法の

精神からみても現実政治の運用上からみても適切であると考えるのであって、その本末を転倒しないよ

うにして、まず、議会の本来の機能を十分発揮させるように努力工夫しながら、補完的に直接民主主義

に基づく諸方式を拡充する方向をとるべきであると考えるのである。」(75)という。さらに、阿部斉教授

も「現代の政治において、もし行政国家化の傾向が避けえないものとすれば、われわれのなしうること

は、一方で議会制デモクラシーの価値を擁護しつつ、他方で行政部門のなかに討論の場を拡大していく

ことであろう。」(76)と主張している。 

 一方、こうしたとらえ方に対して、井出嘉憲教授の「間接参加の効果が確保されることによって、直

接参加の実効性も高められる可能性が増大する」(77)という指摘や，本田弘助教授の「議会や議会制民

主主義の機能低下が事実として認められるにしても、そのことがただちに、市民参加や市民運動へと市

民の欲求構造を形成させたのではない。代議制を前提とする都市社会にあっては、市民参加は、議会機

能の補完的役割を果たすものでもなければ、市民の自治意識を自治体当局へ反映させるたんなる補助的

機能をになう要素でもない。〃参加の政治〃としての位置づけが市民参加に与えられなければならない。」

「代表民主制の真の生命が、直接民主制に内在しているからこそ、市民の要求が、間接民主制において

も直接的になしうるという正当性をもつ」(78)という主張にみられるように、行政の政治化、行政の社

会化の中で両者は民主主義の政治・行政として共存あるいは内在するものであるとする見方もある。 

 前の見方も後の見方も要するに、住民参加は議会制に反するものではなく、相互に機能しあうことが

－11－ 
- 



可能であるということであろう。 

 今後の課題としては、行政における住民参加と議会制が適正な関係を保つということと、議会におい

ても、「住民参加論によって指摘され提起された不信論に対しては、謙虚に大きく深い警鐘として耳を傾

けるべきであり」(79)、「参加の機能は地方議会に向ってもその創造的活力を注入」(８０)しうるよう「委

員会公開、公聴会制度の活用」(81)などによって、議会の民主的機能を充実させることが必要となって

いるといえよう。(82) 

 

 ４ 都道府県レベルにおける住民参加 
 

 都道府県レベルにおける住民参加について一般的論議は少ないが、たとえば、佐藤竺教授が、「住民参

加をここでは自治行政との関係において論ずるが、これはまた住民参加のすべてであるといってよいよ

うに思える。というのは、国政段階における住民参加というのは現実にはまずほとんど不可能に近いか

らである。」「ということは、現行の都道府県の区域全体での住民参加も、規模の点からみて同様に困

難であることを示唆する。都道府県の場合、出先機関の単位での住民参加を考えるとすれば格別、全域

にわたる参加は形骸化せざるをえないものと思われる。」(83)と述べるように、住民参加の規模の限界か

らみて消極的に解されている。また、地域政治への参加を容易ならしめる条件として、時間がかからな

い、コストが安い、心理的距離感がない、身近な関心事である、直接具体的である、親近的接近が可能

である、共感をもてる、などがあげられる。したがって、一般的には住民参加は市町村レベルで展開され

てはじめてその実効性が確保されるものであり、より広域的、抽象的レベルである都道府県においては、

市町村レベルにおける住民参加の基礎の上にたつものであって、独自に展開することは困難であるとい

われている。 

 これに対して、西尾勝教授は、「都民参加の都政システム(東京都都民生活局)」の中で、「＜都民参

加の都政＞は『広域自治体における参加』の問題であることを再認識し、この基本認識に立って＜都民

参加＞の重層構造を設計しなければならない。」従来の理念と方策において「決定的に欠けていたのは、

基礎的自治体たる市区町村の自治権を前提に、広域自治体としての機能を純化すること」であり、「＜都

民参加＞を拡充するには、まず市区町村民の市区町村政参加を拡充しなければならない。」(84)とし、そ

して「都段階の参加は、都民が都政に無媒介に参加する＜都民参加＞の系路と、都民が市区町村を媒介

にして都政に参加する＜市区町村参加＞の系路と、この両系路から構成されるべきである。」(85)とし、

さらに、都の国政参加として、「国または公社公団・公益企業体等が計画・施行主体となる建設事業の領

域」において「都が国段階の計画過程に参加する必要がある。」(86)と指摘して、「広域自治体である

が故のいくつかの条件」(87)を考慮して＜都民参加＞の方式を考えるべきであるとする。 

 こうした西尾勝教授の指摘は、道府県レベルにおける参加においても、東京都における特別区制の特

殊条件を除いては、事情は同じであると考えられる。本県においても新神奈川計画策定にあたって、個

人県民、法人県民、市町村の参加手法を導入しているが、視点は共通するものがあると評しうる。 

 今後に残された課題は、①直接に県民（法人・団体を含む）が参加しうるシステム、②市町村参加が
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可能となるシステム、さらには、③市町村レベルでの参加を拡充するための方策、④国政等への参加のシ

ステム、の確立などである。その場合、広域自治体としての県の役割・機能を市町村(政令指定都市との

かかわりも重要となる）との関係の中で確認すること、市町村レベルで住民参加があまり展開されてい

ない場合、県ではどのように対応するのか、そして、地方自治の回復をめざす住民参加としては、県レベ

ルの住民参加は国政に対して一つの主張の先導となりうるのではないか、ということが重要な視点とな

ろう。 

 

 ５ 住民参加と行政組織 
 

 「市民の要求は極めて多様化しており、その領域は広範多岐にわたっている。しかも、その要求の

中には、権限や行政機構・組織などが障害となって、早急に解決できないものが少なくない。そこで、

こうした市民要求をシステイマティックに処理し、」「市民にフイードバックさせていくような庁内体制

を整備していくことが必要であろう。」(88)そして、それに対応した企画立案の段階においては「問題の

性質いかんで都市自治体当局または他の行政機関を横断するものであるから、いわゆるタテ割り行政の

ヨコ割り化が必要となる。」(89)こうした住民参加に対応する庁内体制のあり方について渡辺保男教授は、

「庁内では住民の信託をえて公選された行政首長の明確な政策とその庁内への浸透、そのもとにおける

諸施策の調整、職員の意思統一が必要となってくる。」そのためには「政策が行政首長および、その周辺

の一握りのエリート職員の発案にとどまり、一般職員がそれに懐疑的であったり、無関心で」あっては

ならず、「庁内における首長と職員との間に、相互の信頼とコミュニケーション」が行きわたり、「常に

職員の創意をくみあげ、首長の方針がフィードバックされ浸透してゆく努力がなされることが肝要であ

る。」そして「斉合性を欠いた施策の独走を回避し、個々の施策と全体との関連性を確保するために調

整の役割が重要」となり、そのために会議、調整担当個人の設置、調整専門部局の設立、関係部門の統

合等の方式が時と場合とにより試みられる。広聴・広報機能が常に調整機能と結びつけられて考えられ、

リーダーシップの機能はこれを支えなければならない。もしタテ割り行政がそのまま存続し、企画調整、

広聴・広報関係部門と自己の専門部門との有機的結びつきがないと、庁内はまとまりがつかない。」と指

摘している。(90) 

 篠原一教授も、市民参加は「官僚的セクショナリズムを克服しない限り成果をあげることはできない。

このために強力な統制力をもったプロジェクトチームが庁内につくられねばならず、この企画調整的機

能をもった新しい部局に対して窓口もまた一本化されなければならない。」(91)と指摘している。 

 また職員の意識改革について、渡辺保男教授は「組織のお膳だてがかりにできても、つまるところ組

織を動かすのは人である。であるから、職員の意識の転換、実力の涵養が大事」(92)であると力説して

いる。 

 こうした組織と権限の問題について、F・E・ロークは、「行政権限が広く分散された構造形態には、政

策展開にあたって多様な見解を促し、行政機関相互間での活発な討論を促進するという利点がある。」そ

して「そのことによって、官僚制部内の討論過程が活気づけられるということだけにとどまら」ず、
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「権限の分散によって権限と知識との結合が促される」といった点を重視している。(93) 

 組織・機構の改革や職員の意識改革、職員参加の推進などとともに、行政権限の分散もまた重要な課

題となっている。 

 

 ６ 住民参加の制度化 
 

 住民参加の制度化については多くの論者により、重要な指摘がされている。 

 たとえば佐藤竺教授が、「早くも住民参加の制度化の必要さえ論じられるようになった。だ

が、いまのところ制度化は不必要だし、むしろ有害であるとさえ考える。」「いまのところは、制度

化を考えるよりは、むしろ自由に大担な方式が各地に展開されることによって内容を豊富にするよう努

めるべきである。」「それは画一化によって創造性の芽を摘んでしまうことのないようにすべきだという

理由である」(94)とか、篠原一教授が、「政治参加にも制度化されたものと運動的なものがあり、この制

度と運動とは、運動が制度化し、制度が運動化するように、つねにダイナミックスな関係にある。」「直

接参加も、それがひとたび制度化されれば容易に形式のジレンマに陥るであろう。」(95)とか、また高寄

昇三氏も、「住民運動はもともとドロドロした多核的・重層的な運動の連続体であって、行政組織として

の制度化にはなじむものではない。また、市民参加といっても、システィマテイックに展開されるもの

ではなく、手続化の成文法に収まるほど単純なパターンを示さない。むしろ自治体が官治主導型行政か

ら市民主導型行政へ、という変質の過程で、自然発生的に形づくられていくものだといえる。」(96)とい

われ、住民参加の制度化傾向には一種の危惧感があるように感じられる。 

 それは画一化による形式化への危険が理由であると思われるが、こうした状況をさけるためには住民

参加に必要な条件を段階的に満たしつつ、制度化をはかるようなこと、すなわち奥田道大教授が述べる

ように住民参加の機能の拡大と制度化は(1)行政情報の量的、質的拡大(2)決定過程への住民のコミットメ

ント(3)管理運営権限委譲という段階をもって、地域社会(住民)の自治能力の蓄積との対抗(緊張)関

係において相対的に策されるという視点が必要である。(97)一時にすべての住民参加形式の制度化をは

かるのではなく、時系列的に除々にシステム化を進めることが必要になってくる。住民参加のシステム

化は、基礎条件の確立の過程を経て段階的に進めることが今後の課題となろう。 

 

 ７ 住民参加の限界 
 

 これについては、佐藤竺教授は、「住民参加が今日の自治行政においてきわめて必要性の高い、しかも

有効な方式であることはいうまでもないが、しかしそれは常にどのような隘路でも打開できるほどに万

能ではない。そこにはおのずから限界があることを知るべきである。」(98)と指摘している。 

 多くの論者の限界的指摘をまとめてみると抽象的には「市民参加という〃虚像〃の操作によって、再

び無力化する危険をはらんでいる。」(99)とか「参加の運動が、瞬発力を発揮しながら、けっきょく一時

の線香花火のごとく、解消してしまう可能性がある。」(100)といわれ、さらに「責任なき参加の域を
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でない場合、自治体としては完全な住民参加を期待することはできない。」「権限なき市民参加は一種

の祭典である。」(101)といわれている。 

 より具体的には、佐藤竺教授は、第一に、参加の規模の限界、第二に、住民参加の機構による限界、

第三に、参加の形式化の危険による限界を挙げている。(102)また、井出嘉憲教授は、第一に、参加者の

範囲＝規模の問題、第二に、参加のコスト（資金、時間、人間エネルギー）とサービス効率の問題、第

三に、積極的参加者と消極的参加者との間の参加較差の問題、第四に人格的要素や人間的動機の浸透に

よるシステムの緊張や不安定性の問題、を挙げている。(103)要するに、住民参加の規模が拡大しすぎ

ると形式化すること、住民参加が特定施策の中で展開される場合において、利害調整がきかないと

きは公選の長の責任において決断せざるを得ないこと、住民参加に要する費用がサービス効率に比べ著

しく不均衝な場合には問題が残ること、などがその主要な論点である。 

 このような住民参加の限界について、さらに重要なこととしては、行政領域による限界があることで

ある。住民参加にも、それになじまない領域があることは認めざるをえない。これについて、小高剛教

授は、①規則制定過程、②計画作成過程、③将来向って広範に一般利用者などに影響を与える経済規制

領域における許認可過程、において明らかに求められているとし(104)、佐藤竺教授は住民参加の必要領域

として、①基本構想、長期計画策定の分野、②都市改造、都市計画事業、③住民に関係の深い特定プロジ

ェクト、④特定の事務事業執行過程、⑤情報管理の領域などをあげている。(105)(106) 

 こうした限界はまた、住民参加批判の根拠ともなっているが、今後はこうした限界を認識しつつ、こ

れをいかに克服、充実させるかが課題となろう。 
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（自治研究５２巻３号 ４７頁）参照 
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(13) 中村靖雄・清水英治「公共事業と地域住民」(月刊用地 １９７５ １１ １４頁) 

(14) 佐藤竺 前掲（１２） ６頁～７頁 

(15) 佐藤竺 前掲（９） １２３頁～１３６頁 

(16) 佐藤竺「行政システムと市民参加」(「現代都市政策 II」164頁) 

(17) 松原治郎 前掲 (7) ６頁 

(18) 松原治郎 前掲 (7) ７頁 

(19) 松原治郎 前掲 (7) １０頁 

(20) こうした状況については、佐藤竺「地域開発と公害の激化」(佐藤竺編著「地域開発・公害への対応」３頁)を参照 

(21) 高寄昇三「自治体からみた住民運動」(「地域と自治体(3)」１４１頁) 

(22) 井出嘉憲「地方自治の政治学」３頁～４７頁、また、同様の指摘は、高木鉦作「地方議会と住民参加」(「住民参加と行

政」５７頁)においてもなされている。 

(23) 高木鉦作「地方議会と住民参加」(「住民参加と行政」59頁) 

(24) 高木鉦作 前掲（２３）５９頁 

(25) 高木鉦作 前掲（２３）６０頁 

(26) 高木鉦作 前掲（２３）６１頁 

(27) 佐藤竺 前掲（１６）１６６頁 

(28) 佐藤竺 同前 

(29) 高木鉦作 前掲（２３）６１頁 なお、新藤宗幸「地方自治と地方議会の改革」(都市問題１９７７ ５月号 １５頁） 

   参照 

(30) 辻清明「日本の地方自治」１４１頁～１４７頁 

(31) 篠原一「市民参加」１頁 

(32) 議会制民主主義の発達については、内山秀夫・岡野加穂留・堀江湛・内田満「デモクラシーの構造」、阿部斉「デモクラ

シーの論理」、多数決原理については、福田歓一「近代民主主義とその展望」137頁～を参照 

(33) 篠原一 前掲（３１） １頁～３頁 

(34) 内田満「政治参加の方法」(「現代政治学の基礎知識」１８７頁) 

(35) 内田満「政治参加の構造的変貌と政治過程」(日本政治学会年報「政治参加の理論と現実」２６頁～２７頁) 

(36)(37) 内田満 前掲（３４）１８７頁 

(38) 松下圭一「市民自治の憲法理論」２頁～３頁 

(39) 「市民の形成」が現在なぜ要求されているのかについて史的に究明したものとしては、内山秀夫他「デモクラシーの構造」１

２頁～参照、また「新しい市民」としての存在規定については、同書254頁～を参照 

(40)  松下圭一「市民自治の憲法理論」は特に憲法学、行政法学の再検討の問題を提起しており注目される。なお松下圭一

「新政治考」を参照 

(41)(42) 佐藤竺 前掲（１６）１６５頁 

(43) 松下圭一 前掲（３８）５９頁 

(44) 辻清明 前掲（３０）１４０頁 

(45) 本田弘「市民参加」８２頁 

(46) 篠原一 前掲（３１）１３５頁 

(47) 大原光憲「都市自治の革新」１９８頁 

(48) 佐久間彊「住民参加論について」(自治研究 第５２巻 ３号 ５０頁) 

(49) 加藤寛・丸尾直美「民主主義の経済学」１１９頁 

(50) 高寄昇三「地方主権の論理」２１４頁 
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(51)  佐久間彊 前掲（４８）４８頁 

(52)  手島孝「行政国家の法理」１２２頁 

(53)  小高剛「住民参加手続の法理」１５０頁の注（１４） 

(54)  小高剛 同前 

(55)  篠原一 前掲（３１）１３５頁、なお、このことは管理社会における人間性とも関連するが、これについては、辻清明

「日本の地方自治」１４７頁～参照 

(56)  本田弘 前掲（４５）８９頁 

(57)  「スケフイントン報告」(横浜市企画調整局都市科学研究室訳 １０頁) 

(58)  松村岐夫「自治体行政と住民参加」(都市問題研究 １９６９ １２月号 ４頁) 

(59)  ①②③④について、松村岐夫 同前４頁～１０頁、⑤について、佐藤竺「住民参加をどうとらえるべきか」(土木学会

誌 １９７７ ６月号 １２頁) 

(60)  佐藤竺教授は、行政側からみて「住民をなんらかの形で決定過程に参画させること、およびそのために住民に対して徹

底的な情報の公開を図ることの２点」、住民からみて「参加の度合に応じて責任が発生すること、および必要な利害調整を

図ることの２点」に住民参加の本質的要素があり、これに欠けるところがあれば「それは住民参加のなかに含めるべきでは

ない。」とする。「住民参加と自治行政」(「住民参加の実践」３頁) 

(61)  辻清明 前掲（３０）１３９頁 

(62)  佐藤竺 前掲（６０） 

(63)  井出嘉憲「行政と参加」(辻清明編「行政学講座(３)行政の過程」３４４頁) 

(64)  井出嘉憲 同前 ３１０頁 

(65)  小 高 剛 前  掲（５３） 

(66)  辻清明 前掲（３０）１５４頁 

(67)  小高剛 前掲（５３）１９０頁 

(68)  小高剛 前掲（５３）１９４頁 

(69)  小高剛 前掲（５３）１８８頁 

(70)  佐藤竺 前掲（６０）１２頁 

(71)  小高剛 前掲（５３）１９３頁 

(72)  佐藤竺 前掲（１６）１７９頁、なお、西谷剛「計画行政と住民参加」（公法研究３９号 １３２頁）、および司「住民

参加と開発行政」(「住民参加と行政」１７９頁）は調整機能を重視している。 

(73)  佐藤竺 前掲（６０）１０頁～１１頁 

(74)  手島孝 前掲（５２）１２１頁 

(75)  佐久間彊 前掲（４８）５１頁 

(76)  阿部斉「デモクラシーと市民参加」(「現代都市政策 II」２２０頁）同教授は、多くの利害対立の現代において、民主

的討論の場として議会以上のものはないとして、議会を重視し、これの機能充実を説いている。 

(77)  井出嘉憲 前掲（２２）１６１頁 

(78)  本田弘 前掲（４５）８０頁 

(79)  佐久間彊 前掲（４８）５１頁 

(80)  辻清明 前掲（３０）１６３頁 

(81)  高寄昇三「地方自治の再発見」２４１頁 

(82)  香山健一「行政システムのフィードバック構造」（自治研修 ５１年３月号 ２頁）は議会を通じてのフィードバックの

必要性をも力説している。また、水口憲人「住民運動・革新自治体と住民参加」(「地域と自治体（３）」１３９頁)は、

代議機関の住民の自主統治ルートの確立を主張する。各党の意見については、「都市問題１９６７ ９月号」に掲載されて

いる。住民参加と議会制の関係については、なお佐藤竺「行政への由民参加と議会制民主主義」(大阪府地方自治研究会「新

地方自治論集(2)」)を参照 

(83) 佐藤竺 前掲（６０）４頁 
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(84) 東京都都民生活局「都民参加の都政システム」３７頁 

(85) 東京都都民生活局 前掲６４頁 

(86) 東京都都民生活局 前掲７０頁 

(87) 東京都都民生活局 前掲６３頁 

(88) 小林直樹他「川崎における新しい市民参加のあり方」３頁 

(89) 本田弘 前掲（４５）９３頁 

(90) 渡辺保男「まちづくりと庁内体制」(「住民参加の実践」３２３頁) 

(91) 篠原一 前掲（３１）１４６頁 

(92) 渡辺保男 前掲（９０）３２３頁 

(93) F・E・ローク著、今村都南雄訳「官僚制の権力と政策過程」１８１頁 

(94) 佐藤竺 前掲（６０）２頁、３頁、１０頁 

(95) 篠原一 前掲（３１）６頁 

(96) 高寄昇三 前掲（８１）２２２頁 

(97) 奥田道大「コミュニティ形成をめぐる行政と住民」（松原治郎編著「住民参加と自治の革新」２０１頁～２０４頁）、

なお、篠原一前掲（３１）１１５頁～を参照 

(98) 佐藤竺 前掲（６０）１６頁 

(99) 本田弘 前掲（４５）９４頁 

(100) 辻清明 前掲（３０）１５５頁 

(101) 高寄昇三 前掲（５０）２２１頁、２２２頁 

(102) 井出嘉憲 前掲（６３）３５６頁～３５７頁 

(104) 小高剛 前掲（５３）１９５頁 

(105) 佐藤竺 前掲（６０）１２頁～１５頁 

(106)  なお特殊個別的な領域で論述したものとしては、本田弘「地方公営企業への住民参加」(都市問題５２年９月号)、北野

弘久「税制・税務行政と住民参加」(都市問題 ５１年７月号)などがあり、住民参加の例として一番多い都市計画行政に

ついては、石田頼房「都市計画法における住民参加」(都市問題 ５２年１０月号)、田村明「都市を計画する」、西谷剛

「計画行政と住民参加」(公法研究３９号)などがある。 

    さらにアメリカの都市改造事業等に係る住民参加については、西尾勝「権力と参加」、大森弥「新しい政治参加」(斉藤

編「総合研究「アメリカ」③民主政と権力」）に述べられている。また、西ドイツの都市計画については、成田頼明「西

ドイツ都市建設促進法の概要と問題点」(ジュリストNo.５０８)、同「西ドイツ連邦建設法とその改正問題(上)(下)」(ジュリス

トNｏ.５７４・５７５)、同(西ドイツ連邦建設法改正法案のその後の推移｣(ジュリストNo.６２０)、に述べられている。 
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第 2 章 本県における住民参加の現状 
 

 

 前章では住民参加の理論について概観・整理したが、本章では本県における住民参加の現状と問題

点について、第１図のような考え方のもとに社会的側面・制度的側面・事業的側面・主体的側面及び

職員アンケート調査からみた側面の５項目に分けて、その状況をみてみる。 

 なお、「住民」参加については「市民」参加或いは「県民」参加といういい方もあり、またいわゆる

「市民」概念から「市民」と「住民」とを区別している論者もいるが、この報告書では「住民」参加

に統一した。 

 

  第１図 「広域自治体としての県レベルにおける住民参加のすすめ方」研究の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 社会的側面 
 

 前章「1 住民参加台頭の背景」において、住民運動・住民参加が台頭した背景として、高度経済

成長政策をおし進めた結果人口の都市集中化とそれに伴ういろいろなひずみの発生、住民意識の多

様化、行政需要の拡大などを挙げたが、ここではいくつかの指標により本県における状況をみること

にする。 

１ 人口の都市集中化 
 高度成長の一番大きな影響は何といっても人口の都市集中化であるが、本県においても京浜工業地
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第１表 本県の人口推移 帯を中心に激しい人口の流入

が進むとともに、東京のベッ

ドタウン化現象が人口増加に

拍車をかけた。 

 この状況については第１表

のとおりであるが、もはや戦

後ではないといわれた昭和30

年に約290万人であった本県

の人口は、高度成長期を経た

昭和50年には約640万人と、 

約2.2倍に達した。しかもその増加人口の６～７割は若年労働力を主体とした社会増によるものであ

った。 

 人口の増加に伴って当然に過密化も進み、昭和30年に１K㎡当り1,236人であった人口密度は、昭和

50年には2,676人と2.2倍に増加した。 

 また一世帯当りの人員も、昭和30年の4.67人から昭和50年には3.36人と減少し、世帯当り人員の

減少すなわち核家族化現象が進行した。 

 これらはいずれも全国都道府県中1～3位に位置づけられるもので、人口の都市集中の典型的な現象

が本県に表われているといえる。 

 なお、昭和52年度住民基本台帳人口によると、全国644市のうち上位100市には横浜、川崎、横須賀、

相模原、藤沢、平塚の6市が入っており、さらに人口10万人以上の180市まで枠を拡げると、小田原、

鎌倉、茅ヶ崎、大和、厚木、秦野の各市が加わることになる。したがって、県内18市のうち12市ま

でが全国都市ベスト?１８０に入っていることになる。 

２ 農業の衰退と就業者産業別構成の変化 

 高度成長は急激な工業化をもたらしたといわれているが、本県においても農業の衰退化が進んだ。 

 まず耕地面積の推移であるが、第2表のとおり昭和30年を100とすると、昭和50年は56.3に減少

したがこの減少分は工場或いは住宅用地となったといえる。 

 また農業を中心とする第一次産業従業者も

昭和30年 の 16.8％ か ら 昭 和 50年 に は

3.1％と大幅に減少した。一方、第二次産

業就業者の割合は増加している。なお、近年

第三次産業就業者の割合が増加傾向にあるが、

これは石油ショック以後の景気後退による産

業構造の変化と、住民の生活の質的変化に伴う

余暇・レジャー産業や流通産業などのサー

ビス部門の増加によるものと考えられる。 

年 人 口 指数 
前 5年間 

 

の増加率 

増加分に占

める社会増 

の 割 合      

一世帯

当り人

員 

1K ㎡当

り人口

密度 

 

30 

人 

2,919,497 

 

100 

％ 

17.3 

％ 

53.7 

人 

4.67 

人 

1,236 

35 3,443,176 118 17.9 72.4 4.21 1,458 

40 4,430,743 152 28.7 66.4 3.85 1,866 

45 5,472,247 187 23.5 57.8 3.57 2,295 

50 6,397,748 219 16.9 28.4 3.36 2,676 

 「県勢要覧」による 

第 2表 耕地面積と就業者産業別構成の推移 

 

 

年 

耕 地 面 積 就 業 者 産 業 別 構 成           

面積 ha 指数 
第一次

産 業 

第二次

産 業 

第三次

産 業 

30 約 52,427 100 16.8％ 31.5％ 51.7％ 

35 52,079 99.3 11.1 42.5 46.4 

40 43,858 86.6 6.8 45.9 47.3 

45 36,883 70.3 4.5 46.8 48.7 

50 29,515 56.3 3.1 42.9 54.0 

 「県勢要覧」及び「国勢調査」による 
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３ 公害・環境問題 
 高度成長はそのひずみとして公害・環境問題をもたらしたといわれているが、県及び県内市町村公 

害主管課で取扱った公害苦情の件数は第2図の

とおりである。 

 これによれば、昭和42年から47年まで毎年苦

情は増加している。 

 なお、48年以降は減少傾向にあるが、これは

法令による規制の効果とともに石油シヨック以

後の景気停滞によるものと考えられている。 

４ 生活構造の変化 
 高度成長は我々の消費生活を質的にも豊かに

し、高学歴化と意識の多様化をもたらしたといわ

れているが、ここでは消費支出の構成と進学率に

ついてみてみる。 

 消費支出は第3表のとおり、食料費の占める 

割合が昭和30年の46.6％から50年には30.7％へと減少し、その反対に雑費の割合は31.7％から 

47.4％へと増加している。これはエ

ンゲル係数の考え方によれば、生活

が質的に向上したことを示している

が、さらに雑費の内容を細かく分析

できれば、意識変化の状況について

も明らかになるのではないかと考え

られる。 

 次に進学率であるが、第4表のとお

り昭和30年に59.6％であった高校

進学率が50年には94.2％とほゞ全

員が進学するまでになっている。大

学進学率についても、22.7％から

40.8％へと2倍近くなるなど、高学

歴化が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

第 2図 公害苦情件数の推移 

第 3表 消費支出の構成 

第 4表 進学率の推移 

年 食料費 住居費 光熱費 被服費 雑 費 

30 46.6％ 5.8％ 5.0％ 10.9％ 31.7％ 

35 41.1 9.0 4.9 12.1 32.9 

40 34.9 9.4 4.2 11.3 40.2 

45 31.2 11.1 3.1 10.6 44.0 

50 30.7 8.6 3.6 9.7 47.4 

 「家計調査」による 

年 

中学卒業者の高校 

進   学   率 

高校卒業者の大学・ 

短 大 進 学 率 

30     59.6  ％     22.7 ％ 

35   64.8   23.1 

40   80.7   34.3 

45   91.0   30.7 

50   94.2   40.8 

 「県勢要覧」による 

｢県環境白書による｣ 
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５ 行政機能の拡大 
 高度成長のひずみは新たな

行政需要の発生をもたらし、

行政機能が拡大したといわれ

ているが、本県の状況につい

て職員数及び予算額の推移は、

それぞれ第5表及び第６表の

とおりである。職員数は昭和

30年の 11,624人から昭和 50

年には 35,245人へと 3倍に

なっており、予算額は255億円

から 6,424億円へと 25倍に

膨脹している。 

 次に、新しい行政需要に対

応するために設けられた機構

の主なものは第3図のとおり

であるが、広報・広聴はもと

より――広報は戦後米軍の指

導により早くから行われてい

たが――公害､消費生活などが新

たな行政領域として登場した。 

  第3図  新たな行政領域とそれに対応する県機構の整備状況 

年度 職員数 指数 

内         訳 

知事部

局 
企業庁 教育庁 

県 立 

学 校 

警 察

本 部 
その他 

30 11,624人 100 人 人 人 人 人 人 

35 18,548 159       

40 23,756 204 10,003 1,203 557 3,788 8,053 152 

45 29,785 256 12,106 1,275 883 4,727 10,618 176 

50 35,245 303 13,258 1,400 957 6,640 12,802 188 

 

第 5表  県職員数の推移 

第 6表  予算額の推移 

「県勢要覧」による 

単位 干円 

「県勢要覧」による 

 予算額合計 指数 
内         訳 

一般会計 特別会計 企業会計 

30 25,525,025 100 18,805,617 4,149,519 2,569,889 

35 52,775,506 206 36,695,360 7,388,885 8,691,261 

40 126,686,712 496 89,829,183 15,950,187 20,907,342 

45 308,429,775 1,208 222,998,233 55,205,210 30,226,332 

50 642,420,283 2,516 484,907,671 92,279,232 65,233,380 

 

「県勢要覧」を参考にして作成した 
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６．住民運動団体 
 

 住民運動団体についての動態的資料は入手できなかったが、地方自治総合研究所が昭和49年8月に

発表した「全国住民団体名簿」によると、全国で6,427団体がは握されており、うち本県に所在する

ものは385団体となっている。この名簿によれば、本県は東京都の1,876団体に次いで全国で2番目と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、住民参加台頭の背景となる本県の社会的環境の状況について若干触れてみた。 

第２節 制度的側面 
 我が国の地方自治制度は代表制民主主義を基本としており、住民の直接的な参加制度はその補完と

して位置づけられている。 

 現行法上の制度的なものとしては、憲法及び地方自治法に規定する特別法の住民投票、地方自治法

に規定する町村総会、直接請求、住民監査請求及び住民訴訟のほか、公聴会或いは審議会などにすぎ

ないが、これらの主なものについてその概要と現状等をみてみる。 

なお、職員アンケート調査によれば「住民参加の制度として審議会、公聴会、直接請求などの機能

は生かされていると思うか」という質問に対して、「十分生かされている」及び「ある程度生かされて

いる」と答えたものが62.8％で、「あまり生かされていない」及び「ほとんど生かされていない」と

答えたもの25.4％、その他(無回答を含む)11.8％で、回答者の6割は現行制度が機能していると評

価している。 

１．直接請求 
 (1) 概 要 

    我が国の直接請求制度は、昭和21年に当時の米軍による指導をうけ採用され、翌22年の地方自

治法制定の際に法制化されたものであるが、アメリカのいわゆるイニシアティブ、レファレン

ダム、リコールの考え方を導入したものであるといわれている。 

    直接請求には、条例の制定改廃の請求、事務監査の請求、議会解散の請求及び主要公務員の解

職請求がある。 

 (2) 現 状 

    地方自治法施行以来51年3月末までの間における直接請求の件数は、自治省の調べによると第 

分類 開発・

環境公

害など 

自然・

文化財

保護 

消費者 

食品・医薬

品医療被害

患者団体 

心身障

害者団

体 

教育、

地域福

祉 

基地、

反戦、

平和 

その他 計 

神 奈 川 98 56 120 12 18 49 18 14 385 

全  国 1,375 770 3,402 173 144 253 95 215 6,427 

 自治総研「全国住民団体名簿」による 

第 7表 全国住民団体数 
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8表のとおりであるが、これによると都道府県103件、市町村2,116件の合計2,219件となっている。

そのうち本県関係では県4件、市町村43件の合計47件である。 

 次に請求の内容であるが、都道府県の約80％に相当する82件と市町村の31％を占める659件を

合せた741件が条例の制定改廃にかかわるものであり、特に本県の場合は4件とも条例の制定改廃にか

かわるものである。(第9表参照) 

 このように条例の制定改廃

の請求が多いのは、請求に必

要な有権者の署名が50分の1

で（監査請求も同じ)、他の請

求が3分の1であることと比

べ容易であることも考えられ

るが、一方、年度別件数資料

によると全国的に昭和35年頃

から増加しているため、背景

に住民運動の台頭とともに 

住民の自治意識が高まり、住民自らの手による政策立案への要求の盛り上がりがあったと考えられてい

る。 

 特に昭和45年以降の状況をみると、全国的に広がった老人医療無料化、乳幼児医療無料化や私立学

校の授業料助成などに関するものが多く、最近では大阪や富山で救急医療の確立を求める請求等が出

されている。 

 また条例制定改廃の請求をうけての議会の審議状況であるが、可決されたものは修正可決を含め70

件で、請求件数741件に対し9.4％にすぎずその達成率は低い。しかし否決されたとはいっても、他

の方法によりかなりの目的を達成している事実もあり、本県においても「私立高等学校及び私立幼稚

園授業料補助に関する条例」の制定請求は否決されたものの、私学助成の措置が実質的に行われてい

る。 

 (3) 問題点 

   ア 有権者の署名数の要件について 

     議会の解散及び主要公務員の解職にかかる有権者の署名数は3分の1以上とされているが、

 県 市   町   村 

 

合 
 

計 

改  
  

廃 

条
例
制
定 

監
査
請
求 

議
会
解
散 

議
員
解
職 

長 

解 

職 

員 

解 

職 

主
要
公
務 

小 
 

計 

改  
  

廃 

条
例
制
定 

監
査
請
求 

議
会
解
散 

議
員
解
職 

長 

解
職 

員 

解 

職 
主
要
公
務 

小 
 

計 

神奈川県 4      4 15 8 7 2 10 1 43 47 

全  国 82 9 5 1 4 2 103 659 401 372 188 485 11 2,116 2,219 

 

第 8表  地自法施行時から 51.3.31までの直接請求件数 

自治省調べ 

年月日 内           容 結  果 

23.6. 
神奈川県電気ガス税賦課徴収条例廃止の

件 
否    決 

38.3.27 
神奈川県義務教育諸学校の教科用教材の

無償に関する条例の制定 

証明書交付の

みで終った 

43.2.26 
私立学校等の生徒、児童、園児の教育費

の父母負担軽減に関する県条例について 
否    決 

50.2.24 
私立高等学校及び私立幼稚園授業料補助

に関する県条例について 
〃 

 

第 9表  本県における直接請求４件の内容 
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都道府県及び大都市のレベルでは実際問題としてこの要件を満たすことは困難である。したが

って、この要件を例えば人口規模に応じて段階的に緩和するなど、運用が容易に行われるよう

検討する必要がある。この点については多くの論者の主張するところであり、また第16次地

方制度調査会でも指摘しているところである。 

   イ レファレンダムについて 

     現行の条例制定改廃制度は、間接民主制の欠陥を補完するという考え方に立っているので、直

接請求によって提起きれた問題の最終的な判断は本来の権限者たる議会に委ねるという立場か

ら―この考え方は他の直接請求の場合にも貫かれているが―住民のイニシァティブであり

ながら、決定については住民投票に付されないことになっている。しかしアメリカのレファレ

ンダム制度にならって住民投票を導入することを検討してもよいのではないか。 

   ウ 条例制定改廃の請求の対象制限について 

     現行規定では「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」は請

求の対象から除外されている。これは制定当時定められていなかったものが、翌年の法改正で

加えられたものである。その理由として、当時全国各地において―本県でも―電気ガス税の

廃止をはじめとする地方税の賦課徴収条例の改廃請求が行われたため、それに対する措置とし

て「地方税等の賦課徴収に関する条例の制定又は改廃に関する住民の直接請求は、制度そのも

のをして必ずしも適当でないものがあるのみならず、近時におけるその運営の実情をみるに、

地方公共団体の財政的基礎を危くし、その存在を脅かすものであると認められる(長野士郎著 

遂条地方自治法)」とし、改正されたものである。 

     しかし、戦後の混乱期であった当時と異なり、タックスペイヤーとして受益と負担との

関係について十分な判断力をもった自治意識の高い市民が育ちつつある今日、この問題は再検

討に価するのではないか。あたかもアメリカのカリフォルニア州では、固定資産税の減税に関

するイニシァティブによる州憲法改正案が、減税になっては学校・警察・消防などの公共サー

ビスが確保できなくなると州政府や地方自治体が反対したにもかかわらず、住民投票で成立し

てしまったと伝えている。公共サービスがどのように低下するか、それに対して住民がどう反

応するか、今後の動きに関心が集るところである。 

 ２． 住民監査請求と住民訴訟 
 (1) 概 要 

    この制度は、いわゆるアメリカの納税者訴訟制度の考え方を導入したものであるが、普通地方公

共団体の住民による普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為又

は職務懈怠についての予防・是正のための監査請求及び当該監査請求を終えたものの住民訴訟の

制度であり、地方自治法上直接請求としての事務監査請求と並ぶ住民による行政監視制度である。 

    なお、直接請求と住民監査請求との相違点は第10表のとおりであるが、住民訴訟については監査

請求前置主義がとられているので、監査請求を行わないかぎり訴訟を提起することはできない。 

     表10表  直接請求と住民監査請求の相違点 
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 直 接 請 求 住 民 監 査 請 求 

目 的 

監査の公表によって責任の所在

及び行政の適否を明らかにする

（住民参加の一手段としての意

義） 

住民として損失を被ることを防止するため

に、住民全体の利益を確保する見地から職

員の違法、不当な行為の予防是正を図る。 

終局的には裁判所に委ねる（一種の司法的

統制） 

要 件 
有権者の１／50以上の署名が必

要 

住民一人でも請求できる 

選挙権は関係ない 

請 求 の 

内 容 

行政全般 違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る

事実の予防是正 

 

 (2) 現 状 

    本県においては、直接請求としての監査請求が皆無であったのに比べ、住民監査請求については、

制度発足以来20年の間に第11表のとおり10件の措置請求があった。 

    昭和42年度以降についても数件程度の措置請求が行われたものと推定されるが、資料を入手する

ことが出来なかったため詳細は明らかでない。 

    なお、住民訴訟については第１１表及び昭和42年度以降のもので３件程度提起されているようで

あるが、やはり詳細は明らかでない。 

    次に、県内市町村関係で最近新聞等で報道されたものとしては、横浜市の職員団体ヤミ専従の件

や川崎市の汚職職員に退職金を支給した件などがあり、後者は住民訴訟に進展し現在東京高裁へ控

訴中である。さらに、全国的に住民訴訟へ発展したケースとしては、有名な津地鎮祭違法判決や田

子の浦ヘドロ公害訴訟などがある。 

    第11表  昭和21年から41年度までの間における措置請求のあったものの一覧表 

受 理 月 日 措 置 請 求 事 項 措  置  状  況 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

24. 4. 1 

25. 2. 8 

 

25. 2. 7 

30. 9.23 

32. 2.26 

 

35. 5.30 

 

 

41.10.26 

41.12.16 

42. 1.23 

42. 2. 8 

労働部問題非違行為不正事件監査請求書 

県知事並県職員違法不当行為禁止措置請求書 

 

県職員違法行為禁止措置請求書 

神奈川県知事違法行為禁止措置請求書 

神奈川県企業庁水道局長不当行為禁止措置請

求書 

神奈川県出納長黒崎謙一及び神奈川県教育長

鈴木重信の違法すくなくとも不当な行為の禁

止措置請求書 

神奈川県知事、教育長に関する措置請求書 

神奈川県知事に関する都市請求書 

神奈川県職員措置請求書 

神奈川県の職員措置請求書 

健全なる会計経理状態ではなかった。 

 地方自治法第243条の２第１項後 

 段の規定により監査の対象となら 

 ないので返戻する 

本条項に該当しないので返戻する。 

地方自治法第243条の２第１項の規

定に係る事実がない。 

請求に係る事実が認められない。 

 

 

本請求に理由がない。 

本請求に理由がない。 

本請求に理由がない。 

合議が整わなかった。 

 

 (3) 問題点 

「監査 20年のあゆみ」による 
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   ア 監査委員について 

     直接請求の場合でもいえることであるが、監査委員に公正中立な人材が選ばれることが条件で

ある。 

   イ 監査委員の合議について 

     現行地方自治法の規定では、監査委員の定員が２人以上の場合においては、その合議によるも

のとされ多数決制を否定しているが、全員の協議が整わない事例を、監査の権威性からできる

だけ回避する必要がある。そのためには多数決制又は可否同数のときは代表監査委員が決定で

きるようにするなど、制度の改善について検討すべきである。なお、この点については「監査

20年のあゆみ」でも指摘するところである。 

 ３． 公 聴 会 
 (1) 概 要 

    公聴会とは「公の機関がその権限に属する一定の事項を決定する場合に広く利害関係者、学識経

験者等の意見を聞いて参考にするために設けられる制度で、利害関係者の利益を保護し決定を公

正にするための、或いは広く民意を政治・行政に反映させるための制度である。(行政百科大辞典)」

といわれているが、現行法上は議会の常任委員会が行うものと行政機関が行うものとに大別され

る。 

    議会の常任委員会に関するものとしては、地方自治法第109条第4項は「予算その他重要な議案、

陳情等について公聴会を聞き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴

くことができる」と規定している。 

    また、行政機関が行うものについては、それぞれの法律により規定されているが、いわゆる聴聞

的なものも多く、住民参加の観点からは都市計画法等ごくわずかしかない。ちなみに都市計画法

第16条は「都道府県知事又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要が

あると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する」と規定している。 

    このほか、原子力発電所の建設にかかる公聴会のように法律上の根拠はなくとも運用で開催して

いるものもある。 

 (2) 現 状 

    第一に、議会における公聴会の開催状況であるが、本県においてはこれまでに次のとおり３回開

催されている。しかしここ20年間ほどは開催されていない。 

   ① 昭和26年2月12日 農林常任委員会 

     「神奈川県松くい虫等その他森林病害虫の駆除予防に関する法律第１０条の規定による分担金

に関する条例案」について 

   ② 昭和29年3月25日 土木常任委員会 

     「神奈川県県営上水道条例案」中分担金の規定について 

   ③ 昭和31年11月22日 農政常任委員会 
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     「県営土地改良事業分担金徴収条例案」について 

    この制度は、議会が公正な判断をするための手段として直接住民の声をきくということで重要な

意味を持っているが、全国的にも地方自治体レベルではあまり活用されていない。 

    第二に、行政機関による公聴会であるが、都市計画法の関係で本県における最近の動きとしては、

横須賀市から東京湾の沿岸各都市を経て千葉県富津市に至るいわゆる東京湾岸道路の建設に反対

する住民運動団体から、都市計画決定の取消しを請求する行政訴訟が横浜地裁に提起されている

が、その理由のひとつとして「公聴会を開催しなかったことが手続上違法である」ということが

挙げられている。 

 (3) 問題点 

   ア 議会の公聴会について 

     委員会において公聴会開催を決定してから実際の開催に至るまでの事務的な手続が非常に煩

雑であり、さらに公示から開催までにある程度の日数を必要とすることなどから、会期の短い

地方議会の場合日程上の問題も出てくるので、制度面での簡素化とか参考人制度の導入などの

検討が望まれる。議会制度の活性化のためにも公聴会の活用は検討されるべき事項であると考

えられる。 

   イ 都市計画法の公聴会について 

     昭和44年から施行された新都市計画法は、それ以前のものに比べ公聴会の規定をはじめ住民

参加の考え方をかなり取り入れており、それなりに評価されてはいるが、公聴会の開催は知事

又は市町村が「必要があると認めるとき」だけであり、如何なる場合にも行われるものではな

いこと、また公述された意見をどう生かすかということも規定されていないことなどが問題点

として、多くの論者によって指摘されている。 

     いずれにしても、アメリカの地方議会における公聴会、イギリスのスケフィントン委員会報告

にみられる考え方などに比べ、我が国の公聴会制度は検討する余地がある。 

４． 審 議 会 
(1) 概 要 

   地方自治法第138条の4第3項は審議会等について「普通地方公共団体は、法律又は条例の定め

るところにより、執行機関の附属機関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他

の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」と規定しているが、審議会等は

その設置目的から、①行政施策の立案・運営上各種の専門知識を導入し、民意を反映させるため

のもの、②行政を公正中立に執行するためのもの、③行政に利害関係者等の意向を反映させるた

めのもの、④各種行政の総合調整を行うためのもの、などに分類される。 

   また、権限の内容からは①諮問（政策の調査審議）機関、②参与（審査・調停・検定）機関に

大別でき、後者には準司法的な色彩を帯びているものもある。 

   ところで住民参加の観点からは、主として諮問機関としての審議会等が考察の対象となるが、
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上記の法令に基づくもののほか要綱等に根拠を

もついわゆる私的諮問機関も数多く存在する。 

(2) 現 状 

   本県における審議会等については、神奈川県

行政組織規則に規定されているものとしては、

諮問機関、参与機関を合せて法令によるもの48、

条例によるもの40計88の組織がある。このほか

法令に基づかない私的諮問機関的なものについ

ては、正確なデータが入手できず明らかでない

が、懇談会、懇話会その他類似のものは約160(議

会事務局資料による)となっている。 

(3) 問題点 

  ア 委員について 

    委員に一般公募制は採用されておらず、人選

は行政機関によって行われるため、行政機 

関に都合のよいものになりがちである。学識経験者については、従来ともすれば肩書を重視す

るあまり、有名学者を委員にしても多忙のため欠席が目立ち有名無実化している例もある。今

後は若手学者の委嘱などが望まれる。次に行政機関職員については、諮問すべき側からの参加

であり審議会の第三者的任務を考えれば矛盾している。昨年12月政府でも「行政改革の推進に

ついて（閣議決定）」により国レベルの審議会についての整理統合・委員構成等の改善が進めら

れているところであるが、すでに国の審議会では行政機関職員で委員から外れたものがでてい

る。第三に議員の参加であるが、本来審議会は行政機関の意思に基づいて政策を審議する場で

あり、答申によって行政機関が長の責任において政策化すべき性質のものである。したがって、

議員は議会や政党の場において活動することが望ましいのではないか。第四に関係団体・組織

の代表者であるが、とかく自己の所属する団体の利益に固執するあまり、対立ばかりが浮きぼ

りにされる例もある。最後に一般住民の審議会等への参加であるが、専門的、技術的な課題に

ついては学識経験者に譲るとしても、地域社会の真の問題点は住民自らが日常生活の中で精通

しているはずであるし、学識者や利益代表者との討論を通じて血のかよった政策審議が期待さ

れる。公の施設の建設運営等に関する審議会を手はじめに、一般住民の審議会への参加につい

て真剣に検討されるべきである。 

  イ その他の問題点 

    その他の問題点としては、行政の責任回避のかくれみのに利用されているとか、答申を行政

は無視ないし軽視し、単なるご意見拝聴会に終っているなどということが指摘されている。行

政機関が審議会の答申と異った決定を行ったときは、行政機関はその理由を公表することを義

務づけたり、行政機関が作成した原案に意見をいうだけでなく、審議会自らがスタッフをかか

え主体的な答申を行えるような体制を作るとともに、アメリカの諮問委員会法や日の当る政府

第 12表 本県における審議会等の設置状況 

「神奈川県行政組織規則」による 

 
部名 

法律によ
るもの 

条例によ
るもの 計 

総 務 部   4  4 
企 画 部  2  2  4 
県 民 部  2  3  5 
環 境 部  7  2  9 
民 生 部  7  1  8 
労 働 部  1  3  4 
衛 生 部 15 12 27 
農 政 部  5  5 10 
商 工 部   3  3 
土 木 部  4  4  8 
建 築 部  5  1  6 

計 48 40 88 
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法（サンシャイン法）で規定しているような公開原則を導入することを検討する必要があるの

ではないか。 

５．陳情・請願 
(1) 概 要 

   陳情・請願は、住民が政治の担当者に対し実情をのべたり要望をしたりし、住民の意思を地方行

政に反映させる手段として広く行われているものであるが、ここでは一応行政機関への陳情につい

ては広聴活動の中でとらえることとし、議会に対する陳情・請願について考える。 

   陳情はある一定の事項についてその実情を訴えて措置を要望する事実上の行為をいい、法律上に

根拠を有するものではなく、陳情をうけた当局側も何らかの処理を特別に要求されるものではない

とされている。したがって、本県議会規則でも「陳情書の取扱については議長が定める」とし、具

体的な規定は設けられていない。 

   一方、請願は憲法第16条に規定されている住民の基本的な権利のひとつであり、地方自治法は

第124条及び125条でその手続き及び採択請願の処置について規定しており、本県議会規則でも

規定が設けられている。 

(2) 現 状 

   最近の5年間における本県及び全国都道府県の陳情・請願受理件数等は第13表のとおりてある

が、全国的な傾向としては、陳情は昭和43～46年が年間7,000件台であったのに比べ、47年以降

は大幅に増加しており、請願も43年に6,797件であったのと比べると増加している。たゞ陳情、

請願とも48年頃がピークとなっているが、これは石油ショック後の景気停滞の影響による住民運

動の沈滞ムード等が原因していると考えられている。 

  第13表 陳情・請願件数調 

 

 

 

年 

陳       情 請       願 

受理件数 採   択 不 採 択 受理件数 採   択 不 採 択 

神奈

川県 
全 国 

神奈

川県 
全 国 

神奈

川県 
全 国 

神奈

川県 
全 国 

神奈

川県 
全 国 

神奈

川県 
全 国 

47 107 
13,550 

(288) 
33 

3,094 

( 66) 
21 

342 

(7) 
126 

7,939 

(169) 
69 

3,608 

( 77) 
28 

561 

( 12) 

48 155 
14,006 

(298) 
56 

3,693 

( 79) 
45 

394 

(8) 
159 

12,181 

(259) 
68 

3,693 

( 79) 
28 

1,203 

( 26) 

49 115 
13,442 

(286) 
54 

3,012 

( 64) 
  8 

293 

(6) 
122 

10,395 

(221) 
79 

3,112 

( 66) 
  8 

2,945 

( 63) 

50 118 
13,171 

(280) 
    216 

7,900 

(381) 
38 

2,623 

( 56) 
－ 

493 

( 10) 

51 171 
8,354 

(178) 
    174 

5,682 

(121) 
60 

2,234 

( 48) 
－ 

519 

( 11) 

52 

1～6 
105 

3,329 

( 71) 
14 

711 

( 15) 
13 

195 

(4) 
125 

3,350 

(71) 
17 

817 

( 17) 
  9 

285 

(  6) 

 ( )は一県当り平均 前年からの継続審査は受理件数とした  全国議長会資料による 

区 
 分 
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   請願関係では、まず請願者への通知であるが、昭和４７年には議会における審査のあと、採択又

は不採択の結果を請願者に通知していたのは本県を含む35県であり、採択した分のみを通知して

いるのは６県となっていた。これが昭和52年にはそれぞれ39県及び5県となり、いずれの通知も

行っていないのは3県となっている。次に処理状況の追跡を行っているかどうかについては、昭和

52年現在で行っているところ34県(本県を含む)、行っていないところ13県となっている。 

   陳情の取扱いについては、請願と同様に委員会で採否を決しているところは本県を含め20県とな

っている。 

(3) 問題点 

  ア 請願審査について 

    現在請願審査にあたっては書面によるものが中心で、請願者を委員会に出席させたり委員会を

公開にすることが行われていないが、これらについて検討する必要があるのではないか。 

  イ 紹介議員制度について 

    現行地方自治法では「請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければなら

ない」とされており、さらに本県では先例により紹介議員は2人以上(石川県も2人以上)とされてい

る。紹介議員の制度の趣旨は、請求の公正さを期するためで請願そのものを特に制限しようと

するものではないとされている。しかし、大都市や都道府県では議員と住民との結びつきが弱く

なっており、そのことが住民運動や直接民主制への回帰の要因のひとつとなっている現状を考

えると、この制度について再検討を要するのではないか。紹介議員がいない場合には陳情とし

て取り扱う道が開かれているからよいではないかという意見もあろうが、実情はともかく、制

度上陳情と請願の重みの違いは明白である。 

  ウ 採択した請願の実現について 

    住民の立場からすれば、請願は執行機関において処理されてはじめて納得されるものであり、

議会において採択されただけでその趣旨を実現させる努力が少ないと制度そのものが空洞化し、

制度への期待が薄くなるだけである。議会と執行機関は制度を形骸化させないような努力をな

すべきではないか。 

６．住民投票 
(1) 概 要 

   現行法上のものとしては、憲法及び地方自治法に定める「特別法の住民投票」と、前述の直接請

求のうち議会の解散並びに議員及び長の解職についての2つがある。 

   前者については、憲法第95条は「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定める

ところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、

これを制定することができない」と規定しており、地方自治法第261条ではその手続きが規定さ

れている。 

   このほか、最近では複雑化する住民の利害調整を図るために、法律に基づかない住民投票が全国

各地で実施されるようになってきている。 
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(2) 現 状 

   特別法の住民投票については、これまでに全国で18件行われているが、いずれも昭和24～26年

に行われたものである。内容的には宣言規定的なものが中心であるが、本県関係では、横須賀市

の旧軍港都市転換法（昭和25年６月４日投票 成立）及び横浜市の横浜国際港都建設法（昭和

25年９月２０日投票 成立）の２件である。 

   次に、法律に基づかないいわゆる事実上の住民投票の動きとしては、本県関係では昭和45年3

月当時の橘町で小田原市との合併についての住民投票が行われて、その結果小田原市に編入された

ケースがある。全国的には、東京都の品川、大田、練馬の各区で区長候補者選定について、石川県

志賀町や新潟県柏崎市などで原子力発電所建設について、それぞれ住民投票が行われている。なお、

これは条例制定改廃にかかる直接請求に関することであるが、福井県の敦賀市民の会という住民団

体が、原子力発電所設置に際して住民投票を行うこととするための市条例制定の直接請求をしたと

ころ、請求代表者証明書交付の申請が門前払いされたとして、敦賀市長を相手どって福井地裁に行

政処分取消しを求める訴訟を提起している。 

   外国における住民投票の状況であるが、アメリカではこの制度がかなりひんぱんに利用されてお

り、前述したカリフォルニアの減税に関する住民投票をはじめ、同じカリフォルニアの原子力発電

所設置にかかる件、デンバーのオリンピック開催返上にかかる件などが我が国でも大きく報道され

ている。ヨーロッパ諸国でも、スイス、西独、イタリー、フランスをはじめ、イギリスにおいてす

らＥＣ残留についての国民投票が行われるなど、欧米諸国では住民投票の制度が政治文化の中に定

着している。 

(3) 問題点 

  ア 投票の対象者の範囲について 

    住民投票でまず問題となるのは、投票権者の範囲をどの程度までにするかである。この問題は、

公共性とは何か、地域エゴとは何かという論議が背後にあるが、新幹線とか道路のような線的

施設の建設の場合にはその対象範囲も広く、建設によって利益を受けるものが必ずしも地元で

はないという場合も出てくる。○○センター等の点的施設の場合には、線的施設に比べ対象者

を絞りやすいが、やはりいろいろと問題は残る。地方自治体の全域を対象とする場合には、常

に少数者の犠牲の上に多数者の利益を優先させるという批判が出るだろうし、狭い地域に限定

すれば、少数者のエゴによって全体の公共性が維持されなくなるという批判が出てくる。全体

の利益と部分の利益を如何に調和させるかむづかしい問題である。 

    対象の範囲に関連して参考までに「環境政策を考える（華山謙著 岩波新書）」から、米国

ダーラムの例(チームで要約)を紹介したい。 

    『ダーラムはアメリカニューハンプシャー州の大西洋に出口を持つ深い入江に面し、伊勢エビ

の産地として知られた町である。住民の大部分は漁民と農民で、あまり大きくない海軍の基地

を除けば雇用の機会はなにもない田舎町である。 

    ここに世界最大規模の石油精製工場を建設する計画が発表され、折から中東の石油ショックで

大騒ぎの最中だったため、州知事は誘致運動を展開し、地元新聞が行った世論調査では二ュー
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ハンプシャー州の有権者は25対1の比率でこの計画に賛成であった。 

    ところが住民の中にこの計画に反対するグループができて、ダーラムの住民に対してこのグル

ープと知事との間で激しい説得合戦がはじめられた。そこで知事は州立大学に環境破壊が起き

るか否かについて調査させたところ、調査結果は石油精製基地ができると油もれのためにダー

ラム湾は著しく汚染され、名物の伊勢エビは全滅するかもしれないというものであった。知事

はあわてて調査結果の発表を中止させた。 

    たまたまダーラム町では、町の全域にわたる土地利用計画をもっており、その土地利用計画を

変更しなければ石油精製工場を受け入れることができなかったが、町の条例では、土地利用計

画は住民投票によって賛成を得なければ変更できないと定めてあった。 

    1974年3月ダーラム町の住民投票が行われ、土地利用計画の変更は1,254対144で否決さ

れてしまった。しかし奇妙なことに投票率は42％という低さであった。この町の有権者のほぼ

半数を占める海軍の兵隊が自発的に投票を放棄したからである。町の命運にかかる決定に、そ

の町に一時的にしか住まない者は参加すべきでないという論理である。 

    怒った知事は直ちに州議会を招集した。州憲法には、州の利害にかかわる問題については州議

会の決定が市町村の決定に優越するとの条項があり、この条項を発動しようとしたのである。

新聞の事前調査によれば、州議員の10人のうち7人は計画に個人的に賛成であったというが、ま

る一日をつぶした討論の後の採決の結果は、233対109で知事の提案は否決されてしまった。州

議会は計画に反対だったのではなく、地元住民の意思を無視することに反対だったのである。 

    こうしてニューハンプシャー州の約80万人の住民の圧倒的な支持を得ながら、1,200人あまり

の地元民によってつぶされたのである。』 

    勿論このケースについては、それでは石油の精製というエネルギー問題の解決をどうするのか、

いずれどこか他の場所に建設せざるをえないのではないか、所詮住民のエゴにすぎない、など

との反論もあろう。しかし今こそ私たちは、シュマッハーの中間技術・適正技術論ではないが、

発想の転換に迫られているのではないだろうか。 

  イ 住民投票の対象となる事項について 

    如何なる事項もすべて住民投票の対象になるのかというと、やはり適当なものと不適当なもの

があると考えられる。適当なものとしては、イエスかノーか二者択一的なもので、かつ簡単明

快なものに限られるのではないか。 

  ウ 住民間の感情的対立について 

    住民投票の結果当該地域内の対立が決定的なものとなり、しこりが永く尾を引き他の面でマイ

ナスになる恐れがある。欧米と異なり、黙約の社会というか、根まわし、義理人情を大切にす

る我が国では特に懸念されるところである。 

  エ 前提的な条件について 

    住民投票を行うに際しては、あらかじめ情報の公開が十分になされ、説明会、公聴会などが徹

底して行われることが必要である。 

  オ 責任回避等について 
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    住民投票は、首長又は議会が果たすべき本来の任務を回避し責任のがれになるのではないかと

か、首長が議会に対して優越的な立場を作りあげるために利用するのではないかなどの批判も

ある。さらに、一般大衆はものごとを感情的にとらえがちであるから、独裁者が世論形成に悪

用する危険があるなどと、ナチスドイツがヒットラーの独裁制に利用したことを忘れえぬ批判

もある。 

   以上のように住民投票にはいろいろな問題点もある。しかし、我が国においても議会制民主主義

が住民の意向を十分に反映しきれない現状を考えると、住民に重大な関心のある問題を住民投票に

よって決めることを、前向きに検討すべき時を迎えているのではないだろうか。 

   第16次地方制度調査会も「住民の自治意識醸成の見地からも、例えば地方公共団体の廃置分合、

特定の重大な施策、事業を実施するために必要となる経費に係る住民の特別の負担、さらには議会

と長との意見が対立している特に重要な事件等について、住民投票制度を導入することを検討する

必要があろう。しかし、住民投票制度は、代表民主制に対する補完的な制度として採用されるもの

であって、それにより議会や長の本来の機能と責任を損うことのないように配慮する必要があると

思われる。」と答申している。 

第３節 事業的側面 
 情報公開なくしては住民参加はありえないといわれているが、本節では、情報提供機能としての広

報と、県民ニーズをは握し施策に反映させていく広聴の、まさに車の両輪とでもいうべき2つの機能に

ついて、その現状と問題点を整理する。さらに、企画・立案、執行、管理の各行政過程において住民

参加がどのように行われているか、県行政の領域からいくつかの事業をとりあげ、事例研究を試みる。 

１. 広報・広聴 
１－１ 広  報 
 (1) 本県の現状 

   ア.広報活動のしくみ 

     広報活動を組織的形態からみると、各種事業概要、

事業紹介、年報などの刊行物の発行のような個別

業務的な色彩の強い広報は、部門別広報として各

事業主管課で、また「県のたより」、「月刊かなが

わ」のように、高次の政策的内容にかゝわるもの、

対象が広範囲にわたるもの、各部課にま 

たがる内容のものなどは、一般広報として広報課が中心となって実施している。もとより、個 

々の情報において、両者いずれかに区分できる明確な基準はないが、行政の専門分化に伴い、

個々の行政に付随して行われる部門別広報の比重は大きい。つまり、刊行物の発行状況を 

みても、第14表のとおりか

第14表 昭和51年度本県における 

刊行物発行状況 
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なりの種類と量にのぼっ

ており、その大部分は各行

政部門毎に発行されたも

のである。 

 したがって、情報提供を

効果的に行うためには、

両者の調整が課題となる。

本県の場合、昭和52年5

月の機構改革に伴い、行

政の総合的企画と効率

的運営を確保するため、企

画調整会議が設置され、同

会議に「主要な広聴・広報

計画が付議される」ことと

なった。一般広報について

は、月 

毎に「県政広報計画」が第4図のような決定手続きを経て策定され、実施に移されている。 

     また、部門別広報については、それぞれの行政部門毎に縦割りの機構の中で、その内容、実

施時期などを決めて行われている。ところで、昭和51年度より、折からの財政危機ともあい

まって、刊行物の効果的な発行を期すためその見直し作業が進められ、昭和52年度からは新た

に設置された企画調整会議刊行物部会を中心に改善策の検討が加えられてきた。その結果、同

会議の提言を受け、昭和53年3月28日の部長会議で「刊行物の改善に関する基本方針」が決

定され、53年度より、同方針にそった改善が実現される運びとなった。 

  イ 広報の方法と内容 

    本県における広報活動の方法としては、(1) 県独自の刊行物による広報、(2) マスコミの

利用(テレビ、ラジオによる番組提供)、(3) パブリシティの活用、(4) 刊行物コーナーを中

心とする情報の提供 などがある。そしてそれらは、第５図のように、複雑にからみあって行

われている。 

   (ｱ) 自主媒体による広報 

     県独自の媒体による広報活動は、印刷物の発行、新聞紙面の購入など活字によるものと、

テレビ、ラジオなど電波媒体を利用する方法とに大別されるが、部門別広報はその大部分が

印刷物によって行われている。 

     一般広報は、広報活動を合理的に進めるため、媒体の面からほゞ第15表のようになってい

る。 

     一方、部門別広報における刊行物の場合、その種類、内容、形式なども複雑多岐にわたっ 

 

「広報事務の手引

き」より 

第 5 図 広 報 の 方 法 
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ているが、それらの

中には、主要統計書、

予算書、個別行政課

題の現状を分析し

た各種の白書、年報

など政策情報の類

型に含まれるもの

も少なくない。 

 ところで、昭和

50年9月、県民課が

実施した世論調 

査では「県のしごとを主としてどのようなものから知りえているか」という設問に対し、45 

％が県のたより、31％が新聞、テレビ等、15％が市町村広報紙という結果であった。一般

的な県政情報を知るうえで、県のたよりのウエイトはかなり大きいといえる。またそれに関

連して、読まれる記事内容については、お知らせ・行事・案内が39％、県の動き、解説等

の記事が21％、地区行政センター版と施設紹介等の記事がそれぞれ17％であった。県民参

加の前提となる情報提供のあり方が問われている一方、暮らしに身近なお知らせ等に強い関

心が示されており、県民全体を対象とする広報紙（誌）は、多様な情報を盛り込んだ多角的

な編集が要求されているといえる。 

なお、地震などの緊急情報については、それぞれの計画の中で、即時性のある報道機関と

情報提供についての協定などを結んで、協力体制がとられている。 
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   (ｲ) パブリシティ活動 

     マスコミヘの情報提供は、広報活動の中でも独自のウエイトを占めている。自主媒体の一 

方的な伝達に比べ、マスコミを

通じての情報は、報道機関とし

ての独自の客観性により、県民

にとっては信頼度の高い情報と

して受けとめられる。また即時

性というマスコミの機能からい

っても、タイミングのよい情報

提供ができるという利点もある。

そのためのパブリシティの方法

としては、記者発表、記者会見、

取材協力があるが、本県の場合、

トップによる定例会見を毎週1

回実施するとともに、緊急を要

する場合は、随時、事業主管課

等による記者発表を行ってい

る。また、県政にかゝわる新聞

記事等は、そのコピーを幹部職

員に配布するとともに情報分析

の参考に資している。 

 昭和52年度の発表実績は第16

表のとおりであるが、発表と資 

料配布の合計件数は889件で、そのうち新聞への掲載件数は630件となっている。発表と資料

配布による掲載率は、発表94％、資料配布64％と、発表の場合の方が圧倒的に高くなってい

る。 

   (ｳ) 行政情報の公開 

     昭和53年4月より、前述の「刊行物等の改善方針」にそって、県庁と各地区行政センター

に、刊行物展示コーナーが設置され、各種行政白書、事業概要書、統計資料など県が作成し

た刊行物約300点が展示され、県民の利用に供せられる運びとなった。県政情報をより多く

の県民に積極的に公開する場としての役割が大いに期待されるところであるが、所期の目的を

達成するためには、情報の生産にあたる各部局の情報公開への積極的な姿勢と協力が必要であ

る。 

     また、刊行物の頒布についても、県公報、県勢要覧、神奈川県史をはじめ、最近では、月

刊かながわなどが有償頒布されているが、「刊行物の改善方針」でも有償頒布に積極的な方

向が打ち出されており、漸次増加していくものと考えられる。なお、東京都では、本庁舎内に

区分

 部局

知 事 48件 45件 93.8 －件 －件 －
総 務 8 7 87.5 35 16 45.7
企 画 17 17 100.0 122 57 46.7
県 民 7 7 100.0 108 58 53.7
環 境 24 23 95.8 41 29 70.7
民 生 2 1 50.0 52 42 80.8
労 働 3 2 66.7 45 33 73.3
衛 生 17 16 94.1 77 69 89.6
農 政 11 11 100.0 21 9 42.9
商 工 4 3 75.0 54 28 51.9
土 木 6 5 83.3 8 5 62.5
建 築 1 0 0.0 13 12 92.3
渉 外 11 11 100.0 26 21 80.8
企 業 1 1 100.0 2 2 100.0
議 会 - - - 7 1 14.3
教 育 28 28 100.0 55 39 70.9
そ の 他 13 12 92.3 22 20 90.9

計 201 189 94.0 688 441 64.1

発　　　　表 掲載率 資料配布 掲載率

掲 載 （％）実 績 掲 載 （％） 実 績

「広報事務の手引き」より 

第 16 表  昭和 52 年度各部局記者発表実績 
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都民資料室を設置し、同一資料を3部ずつ展示し、２部は貸出用、１部は館内閲覧用として、

利用者の便宜をはかっているほか、比較的わかりやすい統計資料、都民の関心度の高い調査資

料、白書、その他都刊行物を廉価で一般に配布している。 

   (ｴ) 広報の効果 

     適時性のある情報を提供して

いくうえで、広報効果や到達度

の測定は重要な役割をもつが、

職員アンケート調査で、一般広

報の効果について調査したとこ

ろ、第6図のような結果で、約

80％弱が何らかの効果を認めて

いた。効果がないと答えた者の

意見としては「真の問題点が公

表されない」、「県民の声をフ

ィードバックする情報の流れが

ない」、「県政への関心度が低

い」などであった。 

     広報効果の測定は、技術的に困難な点もあるが、テレビ、ラジオ等では、その質的側面は

別として、到達度の面では視聴率によってはかられる。ちなみに本県の広報番組でいえば、

「おはようかながわ」（テレビ神奈川）3.4％、「ワイド神奈川」（同上）6.8％、「こん

にちは神奈川」(同上)6.4％となっている(「広報事務の手引き」より)。 

     なお、本年4月より一般広報についての意見・提案等を組織的・継続的に収集し、広報活動

を効果的に推進するため、広報モニターの制度が設けられている。 

 (2) 問題点 

   ア 職員意識について 

     職員アンケート調査では、情報公開について、一般的に「すべて公開すべき」「できるだけ

公開すべき」と積極的な反応を示したものが77％で、部門別にみれば、企画部門84％、窓口部

門84％、管理部門68％、公共部門67％という結果であった。情報公開は個々の職員の意 識に

かゝわる点が大きいだけに、職員の情報公開に対する積極的な対応が望まれる。 

   イ 情報公開規準について 

     行政情報には、個人のプライバシーに関するものや政策的に秘密にしておいた方がよい情報

があるが、規準が明確でない。現在は所属長や個々の職員の判断に委ねられているケースが多

く、情報の公開を狭めていることが多い。そこで、何を公開し、秘密にするか規準を設ける必

要がある。 

   ウ. 情報提供機能の一元化について 

     53年4月より、職員のための情報提供システムが発足し、各部に情報主任、各課（室）に

第６図 

「職員アンケート調査」より 
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情報担当者が設置され、職員参加の基盤づくりに一歩踏みだした。ところで、職員参加と県

民参加の前提となる情報の多くは本来、同一のものであるはずである。その限りでは県民を対

象にした一般広報システムとの組織的な関連が不明確であり、情報収集機能の面でも重複する

ことがあり、効率的でないように思われる。職員、県民への情報提供の一元化へ向けて検討の

余地があるのではないか。 

   エ. 刊行物の登録制について 

     県が発行する刊行物の状況については行政資料室の行政資料目録によって知りうるが、それ

は、あくまでも資料の提供に応じてつくられたものであり、刊行物等の登録が義務づけられて

いない以上、全ぼうをつかむのは困難である。また各種刊行物は、全庁的に統一されないまゝ

発行されているのが現状であるが、各部局間の横断的な事業もふえている今日、効率的な情報

提供のためにも、相互調整がはかられるような刊行物の登録制を検討する必要があるのではな

いか。 

   オ. 広聴との連携について 

     広報のもつ本来の意味でのフィードバック機能は、広聴との関連で未だ不充分といえる。提

起した情報が広聴によって評価を受け、さらに問題点を再提起していくことは、広報活動を進

める上で欠かせない条件であるが、個々の事業主体において情報提供についての充分な理解が

ないと実現は難しい。 

   カ. 情報管理システムについて 

     上述の「オ」のような情報提供を行う場合、系統的・科学的に評価された情報を収集し管

理する体制が不可欠である。本県の場合、このような情報管理についての実態的な研究あるい

はシステム化は未開の分野であり、本件についての全庁的な規模での研究、システム開発への

取り組みが必要と思われる。 

   キ. 広報媒体の拡充について 

     前述の県民意識調査にもあったように、県政情報を得る媒体としての県のたよりの役割は大

きいと同時にお知らせ広報に対するニードも高い。お知らせといえど、中には事業自体が命令

的内容をもつものも少なくない。そのような情報については、十分な説明が必要であり、また、

行政需要の増大に比例して、一般県民の暮らしにかかわる情報も多くなっている中で、現行の

県のたよりのスペースでは意を尽くした情報提供にも限界があるのではないか。 

１－２ 広   聴 

 (1) 本県の現状 

   ア 個別広聴 

   (ｱ) 窓口相談 

      県民からの照会・質問・要望・苦情・提案・意見及び相談を適切に処理し、その意向を県 

政に反映させて県民との 

の共同作品としての県
48 49 50 51 52

（提案意見） （165件） (23) (77) （73） （255）

県 11,011 10,066 7,673 4,285 4,597

国市町村等 3,806 3,482 2,716 2,201 2,443

民 事 関 係 12,187 12,215 10,383 4,645 3,774

小  計 27,004 25,763 20,772 11,131 10,814

内容別     年度別

一
般
相
談

　　　　

第 17表 過去 5年間の相談事案受理状況 
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政を積極的に推進する

ことを目的として、県民

部県民課及び地区行政

センターに合計16箇所

の県民相談室を設けて

いる。 

相談事案を迅速かつ 

適確に処理するため、各機関(本庁各室課及び出先機関)に相談主任を置き、各部局の総括企

画(管理)主幹が当該部局の総括を行っている。 

また、時間、場所などの制約によって、これらの機会に参加することが困難な者のために、

ハガキ(手紙)による提案や意見を述べる制度として「私の提案」制度を昭和52年度から実施

している。(52年度は203件) 

   (ｲ) 巡回県民相談 

     県民参加の行政を積極的に推進するため県下各地において巡回相談を実施し、県民の県政

に対する意見・要望・苦情等を聴きこれを県政に反映させるとともに、日常生活におけるさ 

まざまな問題について

の相談を受けることに

より、県民と県政との

一体感の醸成をはかる

ことを目的として、県

民部県民課及び地区行

政センターが、市町村

との共催による合同方 

式により実施している。 

     実施に当っては、住民の利便と相談事業の効率的運営をはかるとともに、当該地域のより

多数の住民の来訪可能な場所を選定し、相当期間前に県のたより・市公報等に実施を掲載し、

さらに当該地域に対しては、ポスター、チラシ、当日は広報車、立看板などを活用し周知を図

っている。 

     なお、この事業の実施に際しては、法律相談担当弁護士及び交通事故相談員等が同行し、

より専門的相談に応じている。 

   (ｳ) 合同総合相談 

     巡回相談事業において、住民のもつ様々な問題について、県、国(行政管理庁、法務局等)

及び市町村の共催により、比較的地理的条件の良い場所を選んで実施している(第19表参照)。 

   イ 集会広聴 

 (ｱ) 県民討論会 

    行政の推進にあたっ

区分        年度分 48 49 50 51 52

実 施 回 数 376回 375回 214回 206回 241回

（１回平均件数） （15.5） （13.6） （13.5） （12.5） （10.0）

一 般 相 談  4,309件 4,019件 2,357件 1,294件 1,076件

特 別 相 談 1,508 1,097 539 1,293 1,345

計 5,817 5,116 2,896 2,587 2,421

第 18表 巡回県民相談過去 5年間の実施状況 

第 19表 昭和 52年度合同総合相談実施状況 
ｾﾝﾀｰ名 

区分 
横浜 川崎 県央 湘南 津久井 計 

実施回数  9  3  2  1  1  16 

受理件数 345 115 137  77  9 683 

1回平均  38  38  69  77  9  43 

回 

件 

件 
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て、行政と県民との

“タテの対話”によ

る参加方式だけでな

く住民同士“ヨコの

対話の”を広げる 

ことによって、県民自らがお互いに連帯意識を深めつつ、行政の役割、住民の役割を培うなか

で自治と連帯の精神を醸成し、「県政を県民との共同作品」をめざす参加の場として、第20

表のとおり県下6地区において実施した。 

  第20表 「あすの神奈川を考える」県民討論会の開催状況 

 (1) 地区県民討論会 

項目 

 

地区名 

開催日時 開 催 場 所 

参  加  者  数 
発言者

延人員 
意 見   E 

発表者 

討 論 

参加者 

司 会 

行政側 
来賓 計 

横 浜 地 区 
52.8.27(土) 

PM1：00～ 

  4：00 

県政総合センター 

 ２階ホール 5 379 4 17 405 33 

足柄上・西湘 

地 区 
  9. 3(土) 

  〃 

小田原商工会議所会館 

 １階ホール 
6 379 4 17 406 30 

県央・津久井 

地 区 
  9.17(土) 

  〃 

県高相合同庁舎 

 ４階ホール 
5 377 4 19 405 30 

横須賀 三浦 

地 区 
 10. 1(土) 

  〃 

県立横須賀青少年会館 

 ３階ホール 
5 325 4 12 346 34 

湘 南 地 区 
 10. 15土) 

  〃 

県立平塚農業会館 

 １階ホール 
5 335 4 15 359 32 

川 崎 地 区 
 10.22(土) 

  〃 

県立川崎労働福祉会館 

 ４階ホール 
5 287 4 11 307 32 

計 
  

31 2,082 24 91 2,228 191 

 

(2) 地区総括討論会 

開催日時 開催場所 A参     加     者               E 発言者延人員 

52.11.19(土) 

ＰＭ 1：00 

 ～4：30 

県民ホール 

 

６階会議室 

(1)地区県民討論会参加者 各地区10人 計60人 

（うち当日欠席3人） 

 （各地区ごとに意見発表者5人、討論参加者5人） 

(2)県側出席者 知事、副知事、企画部長ほか 計10人 

(3)司会者 藤村義美（フリー放送ジャーナリスト） 

(4)来賓・傍聴者 113人 

合計180人 

38人 

     県民討論会は、県民部、地区行政センター及びテーマ関連部局等の共同実施とし、各地区

ごとに意見発表者（公募で4～5名）を共同実施者との協議により選定し、討論参加者は、地

人 人 人 人 人 人 
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区行政センターにおいて公募などにより募集した。 

     討論会は、シンポジウム方式で、行政側は、知事、副知事、関係部長等が出席し問題提起

を行い、県民同士の話し合いが行われた。なお、地区討論会終了後、地区討論会の意見発表パ

ネラー及び会場発言者(数名)を中心とした地区総括討論会を実施した。 

   (ｲ) 県政に親しむつどい 

     地域住民を対象に県の仕事や施設の紹介とあわせて県政に関する話し合いを行い、その声

を県政に反映させるとともに、県政への理解と関心を深め住民相互の連帯感を醸成し、もって

県政への参加意欲を高めることを目的として、地区行政センターが、地域一般住民及び各種団体に

対して、公募などにより広く参加者を募っている。 

     事業の実施にあたっては、あらかじめテーマを決め、これに関連した施設を紹介し、併せ

て県政全般、特に当面の県民運動などの事業を紹介し、話し合いを行っている。 

 

区分      年度 48 49 50 51 52 

実 施 回 数 

－県政懇話会     － 

－わたしたちの県政教室－ 

   その他の広聴集会 

60回 76回 65回 

参 加 人 員 3,833人 4,623人 4,242人 

話

し

合

い 

意見・要望・苦情 238件 493件 424件 

照 会 ・ 質 問 156件 448件 348件 

計 394件 
941件 

(含県以外130件) 
772件 

 

   ウ 調査広聴 

   (ｱ) 県政モニター 

     県政に対する県民の意見を組織的継続的に聴くことにより、世論の動向を正しくは握し、 

    県政の合理的運営を図ること、及び地区においては地区行政センター管内における県の仕事に

対して、認識と理解を深め、行政及び県政モニター同士が密度の深い交わりをし、相互の理解

と信頼を深める中で県政に対する批判・意見などのは握と参加の行政を推進することを目的と

して、県民部県民課及び地区行政センターで実施している。 

     県政モニターは、一般公募とし、応募者の中から書類選考のうえ150名を選定し、任期は1

年となっている。 

     県政モニターの仕事は次のとおりである。 

① 県政モニター会議(全体会議 2回、地区会議 2回)への出席 

② 特定テーマに対する意見の提出(年4回) 

③ 随時意見の提出 

   (ｲ) 県民意識調査 

     県政に対する県民の意向・意識をは握し、県政の企画、立案に資するため、県民部県民課 

において、県内在住20才以上

の男女を対象に選挙人名簿か

第 21表 過去 5年間の実施状況 

 問題別 
 地域別 

調 査 内 容 実施年月 サンプル数 回収率 

防 犯 対 策 51. 2 2,000人 61％ 

県 政 へ の 要 望 7 〃 60 

地域の連帯と県政への参加 12 〃 60 

国 際 交 流 52. 2 〃 60 

県 民 の 水 7 〃 66 

第 22表 昭和 51・52年の実施状況 

－42－ 
- 



ら人口比例により無作為等間

隔で抽出し、郵送法により 

(手紙による県政アンケート)

調査している。 

  エ．県民部県民課において実施され

た広聴事業における相談事案の

処理 

  (ｱ) 個別広聴 

     個別広聴における相談事案のうち、陳情書、要望書等重要なものについては、直ちにその

写を知事に供覧すると同時に、その事務を分掌する各機関に処理を依頼し、各機関からの回答

を得て申出人に回答している。 

     その他の相談事案は、内容的に即答可能であれば即答し、必要に応じて各機関に照会のう

え回答しているが、相当期間を要するものについても、その後の処理状況を回答することにし

ている。 

     また、国または市町村並びに各種団体に関する相談事案は、当該機関にそれぞれ照会のう

え回答しているが、複雑なものについては、相談先を知らせ、併せて関係機関に処理依頼して

いる。 

  (ｲ) その他の広聴 

     集会、調査広聴事業における個別的な相談事案については、(ｱ)の個別広聴の処理方法と同

様であるが、その他のものについては、必要に応じて発言者並びに質問者に対して調査ある

いは検討結果について回答している。 

  (ｳ) 事後措置状況調査 

     相談事案の回答に際して、県政に対する要望・苦情・提案及び意見に属するもので「意向

にそうよう措置する」または「検討する」と回答したもののうち、措置状況をは握する

必要のある事案については、「広聴事案事後措置状況調査実施要領」に基づき調査を実施し

ている。 

  オ．各部局等における広聴活動 

   (ｱ) 一般広聴 

     各機関の事務事業の遂行に関して、個々あるいは集団的に照会・質問・要望・苦情・提案・

意見・相談などが出された場合、一般的には電話などの口頭が多いため、担当者段階での

口頭説明などで処理され、必要に応じて上司へ伺い処理されている。 

     また、文書などで提出された場合、あるいは口頭であっても内容が各室課との協議及び予

算措置の必要なものについては、各部局総務室を中心として関係各課と協議し、処理されて

いるが、必ずしも各総務室を中心とした集中処理はなされていないのが実状である。
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     この集中的は握についても機構、人的な面からも難しい状況にある様である。 

  (ｲ) 集会的広聴 

    制度的なものについては、既に第2章第2節3で触れたとおりであるが、非制度的なものとし

ては、事業遂行に関連して当事者及び利害関係者に対する協力依頼的説明会(例えば、法令等

により公聴会が義務付けられていない公共用地の取得など）、広報的説明会（例えば新規事業説

明会、法改正に係る当事者への説明会など)が各部局において行われている。 

 (2) 問題点 

   ア 個別広聴 

     個別広聴の実態は前掲実施状況のとおり、行政相談に比して民事相談の件数が多いのが目につ

くが、反面、合同総合相談においては逆の面も見られる。 

     この様な状況を十分踏まえ、実施回数などの検討が必要と思われる。 

     さらに、県は当面事業遂行に関して経済的効果にとらわれることなく、窓口相談・巡回相談な

どの運営方法の検討・改善を重ね、県政への親密感、信頼感を醸成し培っていくことが大切で

ある。 

     また、「職員皆広聴マン」が叫ばれているなかで、広聴事業部門のみが取組むだけではなく、

全庁的に強力に推し進めていかなくてはならないのではないか。 

   イ 集会広聴 

     県民討論会は、住民参加の県政を推進するに当り、当然ともいえまた画期的であるともいえる。

特に、従来からの行政と住民の「タテの対話」から、住民同士の「ヨコの対話」へと拡げ、自

治と連帯の精神を醸成、県政を県民との共同作品にしょうとする趣旨は、高く評価しなければ

ならない。 

     しかしながら、現段階においてはまだその趣旨が十分生かされていないのではないかと思われ

る。 

     既に、2回実施された経過のなかで、①実施準備期間の短かさ ②テーマの選定方法 ③地域

の特性 ④参加者の募集方法 ⑤行政主導型の討論進行方法などの問題はあったが、今後特に

マンネリ化防止のためにも、より一層の検討改善が必要ではないかと思われる。 

     「住民同士の対話」については、住民サイドにおいても不慣れさがあるため、行政サイドの一

工夫が必要ではないか。 

     また、県政に親しむつどいにおいても、行政との距離感縮少、理解と関心への果す役割は大き

いものと言えるが、現状においては昼間市民（主婦、高令者など）を中心とした実施方法とな

っており、話し合いに際しても県側幹部の出席が少なくなっており、今後の検討の必要が感じ

られる。 

   ウ．調査広聴 

     県政モニターは、県が県民の意向・世論動向をは握し、併せてモニターの県政への理解と認識

を深め、住民参加の行政を推進することを目差しているが、趣旨が十分生かされれば、今後の

住民参加の県政を推進するにあたり、主導的立場の人材が期待できる。 
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     しかし、現状においては、その趣旨も十分生かしきれず、また、モニターの選定方法（質の向

上)、任期(現行1年が適当か)、ＯＢの活用などの問題も残されている。 

     さらに、検討を重ね活性化していかなくてはならないのではないか。 

 ２．事例研究 
 ここでは、県行政の具体的な事務事業を、参加を考える上での諸条件を手がかりとして、いわば縦に

検討を加えてみることにする。 

 作業にあたっては、まず県行政の事務事業をいくつかのパターンに分け、そのパターンごとに典型的

な施策を選択して行うことにした。私たちの考えたパターンとは、計画に関する事業、物的提供（ハ

ード）に関する事業、人的提供（ソフト）に関する事業、補助金に関する事業、許認可に関する事業の

5種である。 

 しかしながら、諸般の事情から十分な調査研究を行うことができなかった。ここでは計画事業とし

ての新神奈川計画、ハードに関する事業としての高校建設について不十分ながら事例研究の素材として

とりあげてみた。 

 (1) 新神奈川計画 

   21世紀を展望する新しいタイプの計画を目指して、社会計画としての新神奈川計画が策定され

た。当初より計画策定のプロセスが重視されつつ計画づくりが進められ、県民との共同作品として

完成するに至ったものである。そこでこの計画の策定過程に焦点をあて、「参加」がどの程度行わ

れたかについて考察しようと、ケーススタディのひとつに取り上げてみた。 

  ア．策定の経過 

    昭和50年4月長州知事が就任し、選挙公約でもあった新計画の策定を6月議会の所信表明で明

らかにした。 

    昭和51年4月総合開発審議会委員が著名な学者や議員の中から任命され、この審議会は翌52年

に計10回の会合を開いた。またこの昭和52年には、6月に入って県のたより、月刊かながわ、ス

ライドなどによる情報提供を行うかたわら、一般県民から県政モニター会議、県政に親しむつど

い、わたしの提案などによる意見収集を行い、職員からも職員提案の課題提案として、また意

見文書などにより意見収集が行われた。一方、県民討論会も8月以降「あすの神奈川を考える」

と題して開催され、この計画の「基本構想」、「基本計画」について討論が行われた。地区討論会

が6回、総括討論会が1回、計7回である。さらに並行して市町村助役会議、三首長懇談会、地

域別首長懇談会、意見文書などによる市町村参加が企図されると同時に、経済団体、労働団体、

その他各種団体との話し合いも持たれた。 

    昭和53年に入って、審議会は2回の会合を経たのち、2月8日知事に答申した。 

  イ．問題点 

    このような総合計画の策定段階で、ともかく情報提供がなされ、各種の県民参加、市町村参加、

職員参加が行われ、意見の収集が図られたということは他自治体にも類例がなく評価しうるもの

である。 
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    事実、アンケート調査の結果では参加者の71％が県民討論会を有効と答え、職員の46％が

十分またはある程度の県民参加があったと回答している。しかしながら、こういう新しい試みは

やはりそれにまつわる齟齬もところどころに見受けられる。そこで「参加」の観点からみた問題

点を指摘してみたい。 

   (ｱ) 情報提供について 

     a  県のたより、月刊かながわなどによる情報提供は昭和52年6月に入ってから行われたが、県民

討論会は8月から開催されているので、まさに直前に情報提供がなされたことになる。特に

基本計画の部分については8月に入ってからであり、全文が掲載された月刊かながわは、横

浜の討論参加者の場合、当日配布されたが、まずこの時期の遅れが問題となるのではない

か。 

     b 最初に情報提供のあった昭和52年6月は知事が新計画の策定を表明してからちょうど2年経過し

ている。この間事務局ではＳＤモデルの開発をはじめ、計画原案の作成を行っていたもの

であろうが、このＳＤモデルの全体フレーム及びデーターは公開されなかった。ここに公

開されるべき情報の種類、内容の問題がクローズアップされよう。 

   (ｲ) 県民討論会について 

     a 参加者を集めるのに苦慮した地区もあったと聞く。これは、開催日時の問題、ＰＲの仕方、

募集の方法などの問題に帰着するのではないだろうか。 

     b あすの神奈川を展望するという大きな全体計画の討論会にしては、参加者数、階層、回数

等が十分であったかどうかも問題となるであろう。これは、少数者による意見発表方式で

よいのかという討論会の内容形態の問題にもかかわってくる。 

     c 既に終了した地区の討論内容を迅速に他の未了地区の参加者をはじめ一般県民に対して

周知させるという努力が少なかったようである。各地区ごとの討論内容は常に行政側に一

手に握られ、全ての討論内容の概略が冊子としてまとめられたのは答申後であった。 

   (ｳ) その他 

     a 市町村参加はどうであったか。市町村との懇談会や意見書の公開の問題や、特に市町村計

画との整合性を求めるならば、実施計画への参加の問題が必要になってくる。 

     b 団体や法人県民の参加はどうであったか。部局ごとに対応の仕方がマチマチであったり団

体の選択も明確な基準がなく、県当局が恣意的に選んだ団体になりやすくなる傾向もある

のではないか。 

     c 職員参加はどうであったか。職場を通じての参加と、別パイプの参加の職員提案制度の二

通りであったが、データー等が知らされておらず、どうしても場あたり的な提案におわっ

てしまいがちである。職場を通じての参加も本庁と出先機関で取り組み方が違っていたよ

うである。 

     d 審議会はどのように機能したか。昭和51年4月に委嘱されて以来、翌年の1月まで審議会は

開かれていないが、審議会の主体性の問題が出てくるのではないか。また県民討論会等の

県民参加と審議会との関係がはっきりしていなかったように見うけられる。 

－46－ 
- 



  ウ 課題及び提言 

   (ｱ) 情報提供について 

     a 県民にも情報を受けてからそれを理解し、さらに意見にまで高めていく準備期間が必要な

ことは言うまでもない。したがって情報提供にあたっては、この準備期間が十分確保でき

るよう配慮して行う必要があるのではないか。 

     b ＳＤモデルの分析結果によれば、神奈川の21世紀は灰色になるといわれているが、その根

拠となるデーター等の公開は現在にいたるまで行われていない。また情報は事務局の原案

にいたる前の骨子の段階で公開し、論議を呼び易くした方がよかったのではないか。 

     c 情報提供があり、意見収集の対象にされたのは、新計画のうち「基本構想」と「基本計画」

だけであり、「実施計画」は除外された。これについて論義の対象としなかったことは、実

施計画が特に県民の利害関係におよぶものであるだけに残念である。 

   (ｲ) 意見の収集について 

     a 県民討論会 

       テーマが大きすぎて各地区の意見がかみ合わなかった印象を受けたので、やはりテーマを

もう少し小さい課題別とし、討論そのものを活発化させ、地区ごとの意見をかみ合わせて

いく方法をとってもよかったのではないか。また討論会の開催前に参加者を中心として事

前に専門家による学習機会を持つというような工夫も試みてよいのではないか。 

     b 市町村参加 

       県レベルの計画は市町村や各種の横断的団体にとって重大な関心があることはいうまで

もない。そこで計画を市町村別に、あるいは事業分野別に組み直してみたりして、討論を

行い易いようにする方向性も試みてもよかったのではないか。 

     c 職員参加 

       実際に参加のあったのは個人及び自主研究グループが主だったが、今後計画の執行事務局

となっていく各職場単位の意見を義務として求めてもよかったのではないか。 

   (ｳ) 審議会について 

      価値の多様化や自治の確立が叫ばれている現在、できるだけ各層の県民、団体や市町村の代

表をも参加させていくべきではないか。そのため部会や分科会方式を採用することも考慮し

てよいのではないか。また審議過程を公開するため、傍聴方式とか議事録の公開などが行わ

れてよいのではないか。 

   (ｴ) その他 

     a 収集した意見のうちどれが反映されたのか明確にすべきであり、また反映されないものに

ついてはその理由を付して公表すべきである。これにより本来の意味での県民との応答シ

ステムが確立されることになる。 

     b 実施計画には達成予定年次を示したり見直し調整を行うこととし、不断に県民意識の高揚、

県民意見の誘発に努める必要がある。
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項 
目 

年 
総合開発審議会 情  報  公  開 

県   民   参   加 
職 員 参 加 備      考 

県 民 討 論 会 そ の 他 の 参 加 

50 

年 

 県のたより 7月号に高校教育問題 
        で問題提起 
県のたより 11月号に  〃 

5月 27日  県民会議構想発表 

      (地域・テ-マ別) 

11月 22日  鎌倉で初の県民討論会 

       (高校問題) 

 
10月 27日 三首長懇談会 

 6 月 19 日 知事議会で所信
表明 

51 

年 

 

 

4月 審議会委員任命 

県のたより 1月号に  〃 2月 7日     小田原・高校問題で県民 

討論会 

4月 7日     相模原  〃 

5月 8日     川崎   〃 

6月 5・6日 横浜     〃 

10月 22日 高校問題代表討論会 

 

 

4月 28日 県下市長会 

 

 

10月   地域別首長懇談会 

  

52 

 

 

 

 

年 

1月 22日 第 1回審議会 

2月 26日 第 2回 〃 

3月 19日 第 3回 〃 

4月 26日 第 4回 〃 

 

 

6月 2日 第 5回 〃 

 

 

7月 11日 第 6回 〃 

7月 21日 第 7回 〃 

7月 26日 小委員会 

 

 

 

 

 

10月 29日 第 8回審議会 

 

12月 3日 第９回 〃 

  24日 第 10回 〃 

 

2月 19日 SDの概要を発表 

2月 26日    基本構想素案レジメを発表 

3月    高校問題の冊子発行 

 

5月   グラフかながわ→月刊かな 

     がわへ(3万部) 

6月 2日  基本計画 骨子案発表 

6月   県のたより 6月号に計画 

     のあらまし掲載 

7月    月刊かながわ 7月号に 

     基本構想の全文掲載 

8月    県のたより 8月号にあらま 

     し掲載 

8月   スライド「21世紀への選 

      択」製作 

8月 24日  月刊かながわ臨時号に 

      基本計画全文掲載 

     新神奈川計画小冊子発行 

 

 
 
 
 
 
 
 
6月 21日 県民討論会の計画発表 
 
 
 
8月 27日 横浜地区県民討論会 
9月  3日 足柄上・西湘地区 
          県民討論会 
    17日 県央・津久井地区 〃 
10月 1日  横須賀・三浦地区  〃 
    15日 湘南地区       〃 
    22日 川崎地区       〃 
11月 19日 総括討論会 

 
 
 
 
4月   わたしの提案制度 
4月 27日 県政モニター会議 
 
 
 
7月 29日 助役会議 
8月    県政モニター会議 
      県政に親しむつどい 
     （～10月） 
 
 
10月 7日 労働団体との懇談会 
   8日 経済団体 〃 
  13日 その他の団体 〃 
10月   地域別首長懇談会 

 
 
 
 
 
 
 
6月 基本構想素案 
    全職員配布 
 
8月 基本計画素案 
    全職員配布 
   職員参加（提 
     案 9月末マデ） 

 
 
 
 
 
5月 16日 機構改革 
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年 

1月 12日 小委員会 

  21日 第 11回審議会 

2月 4日 第 12回〃 

2月 8日 答  申 

 

 

 

 

3月  新神奈川計画 

       小冊子発行 

5月  月刊かながわ臨時号 

   「新神奈川計画のあら 

     まし」発行 

    

 

第２３表 新神奈川計画策定過程における参加経過表 

(注) 本表は新聞記事などをもとに作成した 
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 (2) 高校建設 

    神奈川県政は「教育と文化の先進県を目指す」方向性を打出している。現在高校進学率は93％を

超え、ピークの昭和60年には約12万人が進学すると見込まれている。これに対応するため、県は

この「器づくり」を重要課題のひとつに掲げ、昭和60年までに県立高校を100校建設するというい

わゆる「100校計画」を進めている。 

    このことから私たちのチームは、これを県事業における物的施設の提供というパターンとしてと

らえ、その計画から管理にいたるそれぞれの段階における「住民参加」の可能性について考察し

てみた。 

   ア．課 題 

     今日高校教育は「普及」から「機会均等」の時代を迎え、国民的教育機関としての性格を強

めている。これに伴い、その課題として新しい教育プログラム並びに新しい高校像の実現・

展開とそれにふさわしい施設の整備及び地域社会への接近ということが強調されている。具

体的には、施設の整備面では財源、用地取得、学区等の問題であり、地域社会との接近では

高校を生涯教育の観点に立って見直そうということである。 

   イ．現 状 

     現在、教育庁内にはこれらの問題に対処するため、施設の整備面では入学者選抜制度研究

協議会が設置されている。学識経験者9人、教育行政関係者5人、学校教育関係者11人の計25

人で構成されている。同協議会は専門部会、運営委員会を下部組織として持ちほぼ同様の構

成員から成っている。 

     地域社会との接近面では、施設を地域社会づくりの拠点として活用できるようにするため、  

それに見合う施設づくりを建築部とのプロジェクトチームによって進めている。 

     また周知のように初年次の県民討論会では「高校教育問題を考える」というテーマが選ば

れた。応募により選ばれた県民による討論により地区ごとに6回の討論会が行われ、最後に総

括のための代表討論会が行われ、県民の声の集約化が意図された。 

     主な声は「特色ある高校づくりを」「国庫補助金制度の拡充とその対策」「県債購入の促進」

「授業料公私格差是正をといったもので、総じて100校建設には賛成か条件つき賛成のもの

が大半を占めた。 

     この討論会には知事をはじめ教育長、地元議員、市町村関係者が列席しこの討論を見守った。

そしてこの討論会の内容はまとめて刊行物にされ、教育庁をはじめ県庁内外に回覧された。 

   ウ．参加面からみた問題点及び提言 

   (ｱ) 100校建設計画の優先順位について 

      重点施策としての100校計画の県施策上の優先順位についての県民の意見はどうなのかが

まず問題となる。限られた財源の中では、計画段階で自治体が施策と負担のメニューを示し、

それを県民が財政の具体的な項目を一つひとつ吟味、どれを優先していくかを判断するとい

うルールが作られなければならない。計画の優先順位について県民の合意をまず取付ける必

要がある。県民討論会でも、この面の討論がなされるようにすべきであったのではないか。 
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   (ｲ) 100校建設の実施計画について 

      中学卒業予定者の年次別人員数を知り、必要な数、必要な場所を決定する場合現行通学区域

の再編問題が生じる。特に適地を確保することが、昨今困難になりつつある現状からも、こ

の問題はクローズアップされる。また建設にあたっては、どこから建設していくのかという

問題も含めて、県民の合意を取付ける必要があるのではないか。そのためにも100校建設の実

施計画を示すべきであろう。 

   (ｳ) 県民討論会について 

     a 参加者について 

       県民討論会はもちろん、住民参加の場への参加においては、必要十分な層から代表が選定

され、参加代表者がそれぞれある程度の規模の集約意見を背景に持っているという形が望

ましい。県民討論会においてもこのテーマにおける当事者である中学生・高校生、そして

中学・高校教員がどう考えているのかの声が聞けなかった。この実現のため書面参加の方

式による形態も考えられて良いのではないか。 

     b フィードバックについて 

       県民討論会の内容の県行政へのフィードバックがどのようになされたのか明確ではない。

県民討論会への担当職員の出席も含めて、県民意見の政策システムを確立させるべきであ

ろう。 

   (ｴ) 協議会について 

      用地確保の困難性から、現状では容易に入手できる土地から買っていくという方法を採らざ

るを得ないため、従来の通学区域ごとの高校位置の偏在が著しくなってきた。そのためこれ

を再編成する必要が生じ、入学者選抜制度研究協議会が検討を進めており、昭和53年度中に

中間報告を行い、これを県民に示し、意見を徴していくという方針を打出している。従来よ

りみればこの方式は一歩前進でありそれなりに評価してよいであろう。しかしながら、参加

は原案の作成段階で行われてこそその真の意義を見出せる。従ってこの協議会のメンバーに

住民代表を加えることができるよう、検討が加えられる必要があろう。 

   (ｵ) 職員参加について 

      住民参加の前にまず職員参加をとはしばしばいわれるところである。高校教育問題に限らず、

県事業上の優先順位などについては全庁的な討議や意見の交流があってよかったのではない

か。 

   (ｶ) その他 

     a 住民グループの誕生について  

       県民討論会の開催がテコとなって、横浜市及び鎌倉市に高校教育問題を考える住民グル

ープが誕生した。その後、高校教育問題の全般にわたって提言を行うなど、積極的活動に

入っていると聞く。住民参加のひとつの試みとしての県民討論会の効果の表われとみるこ

とができよう。 

     b 施設開放について
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       高校を当該地区の核とするため、校舎、体育館、運動場等の開放が盛んに検討されている。

今年度より、建築部との連携によって新設校について設計段階からこのような配慮が加え

られることが決定し、既設校については改良を加えて、この方向に沿った利用がなされる

よう検討されている。こうした高校を地域連帯のためのコミュニティ施設的性格を持たせ

ようとする配慮は評価してよい。 

       なお、将来さらにこの利用を主眼とした地域住民の管理・運営方式も指向されてよいの

ではないか。 

第４節 主体的側面 
 本節では、住民参加の主体者である県民と行政の両面について、個々に分析し、県民については、

県民意識を中心に、行政については、住民参加の視点からとらえた県の機構と職員について述べるこ

ととする。 

 なお、職員についての意識面の分析は、第5節の職員アンケート調査からみた側面で述べることとし、

ここでは、職員参加について記述することとする。 

１．県  民 
 (1) 本県の現状 

   本県には、約670万人の住民が居住しているが、県人口の半数以上は政令都市である横浜市、川

崎市に居住している。このような本県の特殊性を踏まえて、県民として、広域自治体である県と

いうものに、何を感じ、どのような意識をもっているのか、また地域においては、どのように考

えているのかを考察してみる。 

   昭和51年7月に県企画調査部（現企画部）で調査した神奈川県民意識調査及び同年7月に知事

室（現県民部）で調査したてがみによる県政アンケートから県民意識を探ることにする。 

  ア．神奈川県への親しみ、住み心地 

    まず、現在住んでいる神奈川県への親しみであるが、76％の県民が親しみを感じている。こ

れを地域別にみると、定住性の強い三浦半島地域、県西地域、湘南地域では、84％と高率で、

県外からの転入者が多い川崎地域では、65％とかなり低い。居住年数でみると、5年未満では

45％であるのに、5～10年未満では、68％というように、居住年数が永くなれば永いほど親し

みを強く感じている。次に、住み心地であるが、72％の県民が、他の県より住みよいと答え

ている。 

    親しみと住みよさは、相関しており、住みよいと答えた人のうち91％は、親しみを感じて

いる。しかしながら、住みよさの将来予測では、楽観派が29％に対し、悲観派は31％、無関

心派は、40％である。 

  イ．県政への関心 

    県民は、県政に対してどの程度の関心をもっているのか。「非常に関心がある」18％、「や
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や関心がある」42％とあわせて60％の県民が関心をしめしているが、「あまり関心がない」

29％、「まったく関心がない」7％と関心のない人も36％ある。 

    地域別では、三浦半島地域で、非常に関心が強く24％、関心がうすいのは、県西地域の10 

％である。関心がある理由としては、「日常の暮らしに関係のあるところだから」49％、「地

域を住みよくしたいから」23％が主な理由で、「県政が身近かに感じられるようになったか

ら」は、わずか5％にすぎない。 

    関心のない理由としては、「県政はむずかしくてわからないから」29％、「県政は現在の暮

らしにあまり関係がないから」25％、「期待してもなにもしてくれないから」24％が主な理由

である。 

    地域生活との関連でみると、県政に関心がある人は、「権利要求型」(75％)、「自治型」

（67％）に多く、関心がない人は、「無関心型」（62％）に多い。「伝統協調型」では、関心

がある53％、関心がない43％と、関心と無関心は接近している。 

  ウ．地域生活 

    地域生活をどう考えているのか。「お互いに協力し、住みやすくする」(自治型)44％、 

「しきたりにしたがい、人々との和を大切にする」(伝統協調型)27％、「意見を県政等に反映

していくのは、住民の権利である」(権利要求型)14％、「地域に関心や愛着はない」(無関

心型)6％である。 

    これを地域別にみると、自治型の比率が高いのは、湘南地域55％、川崎地域49％、県央(県

北を含む)地域49％で、低いのは、県西地域で36％である。伝統協調型で比率の高いのは、

三浦半島地域32％で、低いのは湘南地域で19％である。権利要求型で比率の高いのは、横浜地

域18％、三浦半島地域17％で、低いのは、川崎地域で7％である。無関心型で比率の高いのは、

県西地域18％で、低いのは、三浦半島地域で3％である。年代別でみてみると、20代は権利

要求型も多い反面、無関心型も多い。30代は自治型が多く、40代では権利要求型が多くな

っている。60歳以上となると、伝統協調型が多くなっている。 

  エ．地域活動 

    実際に地域での連帯感を深める活動意志はどのくらいあるのか。「だれかがきっかけを作れ

ば、自分もそれに加わる」(消極的活動型)48％、「積極的に活動する」(積極的活動型) 

13％、「活動したくない」(無関心型)30％であり、6割は、地域活動への参加意志を持って

いる。 

    次に活動の内容であるが、「町内会や自治会の活動」24％、「スポーツ、レクリエーショ

ン活動」24％、「趣味や学習などのサークル活動」18％、「地域でかかえている問題を通じ

ての活動」15％で、趣味的な活動と自治的な活動は、ほぼ同じ割合となっている。 

    以上のように県民意識を総括すると、地域によっての意識の相違があらわれている。三浦半

島地域では、県に親しみを感じ、県政にも強い関心をしめしている。横浜、県央、県北地域で

は、まあまあといった関心をしめすが、横浜地域が、権利要求型の傾向があるのに対し、県央、

県北地域では、自治型、伝統協調型である。県西、湘南地域では、神奈川県という土地には、
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愛着をしめすが、県政には、無関心である。川崎地域は、県西、湘南地域と全く反対の傾向を

しめしている。 

    また地域活動では、他人依存型の消極的活動が大半で、趣味的活動に興味をしめしているの

が特徴的である。

 (2) 問 題 点 

   「(1)本県の現状」で、県民意識をみてきたとおり、一口に神奈川県(県民)といっても、地域

における住民の意識の差は歴然としており、地域の特性を考えたアプローチが必要となろう。 

   県政への関心の理由では、暮らしに関係があり、地域を住みよくしたいという願望が多く、反

面、県政が身近かに感じられなく、むずかしくてわからないという声も多い。県政をより身近かに

感じられるような施策がのぞまれる。また、地域での他人依存型の傾向は、今後ますます自治意識

の高揚の必要性を提起しているといえよう。6割の権利要求型、自治型に期待できるとしても、4

割の無関心層をどうするかが問題となってこよう。 

   自治意識の高揚を考えるとき、地域に定着している自治会、町内会の組織の活性化に注目しな

ければならない。従来ともすれば自治会、町内会は、行政事務の受動的処理機関としての色彩が強

かったが、最近では、このような形式的参加ではあきたらない真に住民自治の意識に立った目的

別・課題別の組織が誕生することによって、新しい形での地域コミュニティが形成されつつある。

これらの組織では、住民一人ひとりが地域まちづくりの主体者として、行動的自治意識を内包し

ているため、住民相互の連帯感は強く、住民と行政の役割を明確にしつつ、地域の問題を自らの課題

として解決している。 

    今後は、旧来の行政の造り物であった自治会、町内会の体質を打破した名実共に伴った自治会の再

生により、生き生きとした住民相互の関係の中で、連帯感を強める一方、地域にある他の団体や企

業との協力を深めながら、トータルな地域コミュニティヘと転換する中で、自治意識の高揚をはか

っていくことが必要である。 

２．行  政 
２－１ 機  構 

 (1) 本県の現状 

    本県では、いわゆる石油ショック以来の急激な社会情勢の変動に対応すべく、全庁的なシス

テム転換を目ざして、昭和52年5月に大規模な機構改革を行なった。改正の基本的視点を、①

県民の利便を基調とした現地解決型の組織を考える。 ②県民にわかりやすい組織にする。③

個別的問題対応型の組織から総合的に体系化された組織にする。 ④混在型の組織から機能を中

心に純化した組織にする。⑤横断的、機能的な動態的機能を導入する、という五つの項目に置い

ていることが注目される。 

    まず、企画部を純化し、総合的企画調整機能の強化をはかった。 

    次いで、県民生活とかかわり深いいわゆる消費者保護行政、交通安全対策、青少年育成行政、

文化行政、婦人行政、広報広聴行政などを総合的に統合し、有機的に連携させるために県民部
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を新設するとともに、県民の利便をはかり、現地で適切に解決する機能の発揮を可能にするた

め、散在していた各事務所を統合した地区行政センターを設置し、地域行政の総合化をはかった。 

    また、機能的、効率的行政を確保するために、班制を導入し、部長のスタッフとして次長の複

数制を採用し、さらに、総括企画主幹及び総括管理主幹を設け、部長のスタッフとして部内の総

括調整機能を果たすとともに、全庁的には企画調整会議及び管理調整会議を横断的な組織の中心

に位置づけ、部長会議の補助機能としての役割を持たせた。さらに、既設の組織によっては処理

が困難な場合や、数個の部・課で横断的に取り組む必要がある場合には、従来からの連絡調整会

議に加えて、問題ごとにプロジェクトチームを編成して、これに対応する体制を確立した。 

 (2) 問 題 点 

    機構改革は昭和50年頃より多くの地方団体において行われているが、それは高度経済成長

期を通じ膨張、複雑化した行政組織を48年以降の低成長時代に合致させようとするものである。

その特徴は、(ｱ)行政機構の簡素合理化、(ｲ)事務事業の見直し、(ｳ)定員管理の適正化、が主なもの

である。これらは、地方団体の経営的観念の導入と行政の責任領域の明確化の要請によるもので

あって、組織体自体の改革としては評価しうるものである。 

    ところで、行政改革のこうした状況は主として行政側の要因によるものであり、必らずしも住

民の立場を充分に考慮しているとはいいがたい。しかしながら、本県が行政改革の視点として

「県民の利便を基調とし」「県民にわかりやすい組織にする」という項目を挙げ、住民に密着

した行政機構を強化したことは評価されてよい。こうした動きは他自治体でもみられる。たとえ

ば、東京都の都民生活局や岡山県の地方振興局などである。 

    だが、こうした動きも、必ずしも所期の目的通りに機能してはいない。行財政改革の動向の中

での問題点としては次のようなものが考えられる。 

   ア 住民参加担当部門の設置にともなって、それに関連すると思われる事務事業は「その部課」

で執行するものであり、他の部門は関係ないといった逆の心理的効果を与えることもある。

行政の各分野で行われる事務事業は住民とかかわりがあり、住民参加の可能性を追求する必

要があるといえる。住民参加担当部門に、住民とかかわりのある行政領域(住民参加の必要領

域)を担当する事業部門の施策の指導・調整をなしうるような権限を実質的に付与すべきであ

ろう。 

   イ 企画調整会議を活性化するために、総括企画主幹にスタッフを設け、実質的に機能を充実さ

せるとともに、企画調整会議を住民からの情報に対するフィードバックの中枢に位置づける

必要がある。 

   ウ 総合的機能を集約した出先機関とする場合には、単なる合併とするのではなく、窓口も統合

化して、かっての「行政相談」で批判されたように、単なる受け継ぎ窓口と化さないよう、

出先機関内部における実質的調整権限を付与して、現地解決の要請を強化すべきであろう。 

   エ 総合出先機関の場合、本庁の各部課からタテ割り的に事務事業が流されることもあり、出先

機関において複雑、多量な事務となる。むしろ、人員、経費増ともなるので、そうした事務

事業を統一的に流すよう工夫するとともに、適正な人員配置と予算権限を付与すべきであろ
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う。 

２－２ 職  員 

   住民参加をすすめるうえで、庁内おける職員参加が活発に行われているか否かが重要な意味あ

いをもってくる。つまり、行政内部が旧来のままの上意下達やセクショナリズムに固執するならば

本来的にはルール化にはなじまないダイナミック住民参加は、行政とのかかかわりの中で、強い不

信感を残すか形式化せざるをえないからである。 

   職員参加には、二つの側面があるといわれている。ひとつは担当業務や所属を通じての意欲的 

・創造的な参加であり、もうひとつは各自の担当業務、所属をこえた行政全般について、自由・率

直な建設的提言を行うことである。 

   これらの二つの側面ついて、本県の現状と問題点を述べることとする。 

 (1) 本県の現状 

   ア．担当業務における参加 

     重点事業等の企画、立案は、どのレベルで進められているのだろうか。職員アンケート調

査によれば、一般職員のレベルでは52％で、39％は所属長か管理監督者レベルである。本庁

と出先機関を比べると、所属長レベルで進められているという答が本庁は出先機関の2倍もあ

る。 

   イ．自主的な参加 

     本県における職員の自主的参加の制度としては、職員提案制度、自主研究活動グループ、

公務研修所研究チーム及び研修制度がある。 

   (ｱ) 職員提案制度 

      この制度は、昭和40年に創設され、従来は事務の能率向上や改善が主たる内容であったが、

最近では、政策的提案に力点が置かれ、課題提案と一般提案に分けられている。 

      昭和52年度の提案数は、課題提案29件、一般提案40件である。課題提案の内訳は、

次のとおりである。 

     ① 国、県、市町村、住民、企業の役割分担 6件 

     ② 県政における省資源、省エネルギー対策 13件 

     ③ 県政への職員参加の方法 10件 

   (ｲ) 自主研究活動グループ 

      昭和51年4月、県行政に関する事項について、自主的に研究を行う職員のグループ活

動を援助することにより、職員相互の啓発意欲を高めるために、「神奈川県職員自主研究活

動促進要綱」が制定された。 

      昭和52年の活動状況は、39グループ、556人である。内容は、文化行政、都市政策、

コミュニティ、農業政策、衛生問題等幅広い分野に及んでいる。 

   (ｳ) 公務研修所研究チーム 

      昭和52年5月、地方自治、県政の運営、職員の能力開発を調査研究するために、公務

研修所に研究部が誕生し、9月に研究チームが発足した。研究チームは、「公務研修所研究
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チームの設置及び運営に関する要綱」に基づくもので、1年間の期間で、部局推せん、公

募、公務研修所職員により構成されているが、昭和52年度は、次の三つのテーマについて

の研究が進められた。 

     ① 県民ニーズの長期的・構造的変化に関する調査研究(研究員10人) 

     ② 広域自治体としての県レベルにおける住民参加の進め方(研究員9人) 

     ③ 自治を支える人材育成プログラムの開発(研究員11人) 

   (ｴ) 職員研修制度 

      職場研修や公務研修所が行う一般研修のほかに、職員派遣研修制度として、大学院等派遣

研修及び海外派遣研修がある。 

      大学院等派遣研修は、県行政の事務事業遂行上の諸問題について専門的に研究させ、そ

の成果を県行政に反映させることを目的として、昭和51年度から始められ、延16人の職員

が派遣された。昭和53年度には、12人が予定されている。 

      海外派遣研修は、外国おける行政制度等を調査研究させ、職員の視野を広めることを目

的とし、昭和44年度から始められ、延73人の職員が派遣された。昭和53年度には、7人が

予定されている。 

      派遣の期間は、大学院等派遣研修は1年以内、海外派遣研修は3箇月以内である。 

 (2) 問 題 点 

   ア 担当業務における参加 

     職員アンケート調査からもわかるように、重点事業等の企画・立案への職員の参加は5割

程度である。今後は、職員の一層の参加がのぞまれるところであるが、そのためには、日常

的な職場討議の気運の確立と討議の慣行化が必要である。 

     職場討義は、職員一人ひとりが広い視野と冷徹な思考により議論されるなかで、一般職員

の積極的な発言と、幹部職員にあっては職員の意見をそしゃく出来る勇気が必要ではないだ

ろうか。また、職員にあっては 常に上司の命令を待ち、従順に事務を処理している無気力な

姿勢を大いに改めなければ、職員参加という言葉も死語と化してしまうことを心しなければな

らない。 

   イ 自主的な参加 

     職員提案制度や自主研究活動グループの提案に対して、施策に反映されていかなければ、こ

の制度は形骸化せざるをえない。今後は、主管部局で積極的に追跡調査を行い、提案した本人

に結果を知らせることはもちろんであるが、庁内紙に公表することも考えるべきである。 

     公務研修所研究チームにあっては、テーマに関して、プロジェクトチームとの明確な分担、

性格づけが必要である。また、研究員は、所属との兼務であるため、職場での支援体制が十分

整わなければならない。 

 

     職員研修制度については、一般研修にあっては、職員の自主的なプログラムの拡大と地域に

おける講座の開催がのぞまれる。講座の内容としては、地方自治体としての都道府県のあり方
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をより鮮明にし、神奈川県という自治体を特徴づけた講座の開発が期待されるとともに、講

師についても、県内学者の一層の活用がのぞまれる。本年3月、文化室の主催で、文化アセ

スメント研究シンポジウムが開催され、大変好評だった。今後も、県行政の重要施策について、

職員の理解を深めるために、この種の講座が数多く開催されることを期待する。 

第５節 職員アンケート調査からみた側面 
 私たちの研究チームは、住民参加を研究する過程で、一方の当事者でもある行政側の職員が、住

民参加をどのように考えているかについて、県職員を対象として、昭和53年3月意識調査を実施した。 

 調査結果の詳細は、付属資料の「住民参加に関するアンケート調査結果の分析」を参照してもらう

こととし、ここではその概要を述べることとする。 

 設問は、1. 地域住民としての意識  2. 職場環境  3. 住民運動、住民参加  4. 新

神奈川計画  5.自由意見の五項目に分類したが、以下分類にしたがって述べる。 

１．地域住民としての意識 
  職員が職場を離れて、地域住民であるとき住民としてどのような意識を持っているかを調査した。 

  地域住民として、住民相互の連帯感を深める活動や生活環境を守る住民運動へのそれぞれの参加

意思と県が提唱する県民運動への実際の参加を問うたところ、前者についてはさそわれたら参加す

るという他律活動型が多いが、自律型と合わせると6～7割が参加の意思を示している。しかし後

者の実際の参加となると4割で、意思と行動のギャップがあらわれている。 

  地域活動への参加については、昭和51年12月に実施した県政アンケート調査と同じ設問で、県

民意識との比較をしてみた。特にきわだった差はみられなかったが、県民に比べ自律活動型が多

く(職員25.4％、県民13％)、活動内容では子供、老人、婦人の集まりへの参加が、県政アンケ

ートの3分の1と少ない。 

２．職場環境 
  県政への住民参加を考えるためにはまず住民参加を受け入れられるような職場体制が十分整って

いなければならないが、その素地としての行政情報の周知度、事業の企画・立案段階、出先機関の

意見の生かされ方、職員の自主的研究制度及び県民への情報公開について調査した。 

 (1) 行政情報の周知度 

    「県の重点事業、トップの考え方、県政の動向を知りうる状態にあるか」との設問に対して、

職員の76％は、知りうる状態にあると答え、その情報源は、主として上司からが48％、次いで、

教養月報などの庁内紙が15％で、以下広報紙12％、マスコミ11％となっている。 

    この設問では、性別の差がはっきり出ている。つまり「十分知りうる」が女性は男性の4分の1

であり、「あまり知りえない」とするのが、男性の2.5倍もある。これは、女性が情報を知りえ

ない状態にあるのか、たとえ知りうる状態であったとしても無関心なのかのどちらかであろう。 
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    担当部門別でみると、公共事業部門では他部門に比較して、「十分知りうる」が極端に少なく

なっている。 

    等級別では、1～2Ａの98％が知りうる状態であるのに対し、これが4～6では60％と等級が

下がるにつれて、知りえない状態が増加している。このことから先細りとなっているパイプの改

善が必要とされるであろう。

 (2) 事業の企画 .立案段階 

    「重点事業、新規事業、予算などに関する企画・立案がどのレベルで進められているか」とい

う設問に対して5割が事業担当レベル、3割が管理監督者レベル、1割が所属長レベルでと答え、

幹部職員のレベルで、企画・立案がなされているとの答は4割になる。 

    担当部門別にみると、窓口部門では、事業担当レベルが多く、管理部門では、所属長レベルが

他の部門より比率が高く、公共事業部門では、管理監督者レベルが高くなっており、事業の性質

を反映しているといえよう。 

 (3) 出先機関の意見の生かされ方 

    「出先機関の意見が生かされているか」という設問に対して、6割強は、生かされていると答

えているが、3割は、生かされていないと答えている。 

    この設問では本庁と出先機関で意見の差が出ている。つまり、本庁では73％が生かされてい

るとしているのに対し、出先機関では生かされているとするのが58％である。 

    担当部門別でみると、生かされているとするのは、管理部門(77％)と公共事業部門(78％)

に多く、生かされていないとするのは、窓口部門(42％)に多い。 

    生かされていない原因として挙げている意見を要約すると、次のとおりである。 

   1. 本庁の職員が出先機関の実態を知らず、相互の意思疎通が欠如している。 

   2. 企画・立案、予算編成等の制度が出先機関を生かすようになっていない。 

   3. 本庁の意識の中に、出先機関を管理するという上命下達の風潮がある。 

 (4) 職員の自主的研究制度 

    「職員提案制度や自主研究活動グループ制度について、どのように考えるか」という設問に対

して結構な制度であるとするのは4割であるが、6割は施策に反映されているとは思えない形

式的な制度であると答えている。 

    担当部門別でみると、管理部門と企画調整部門で、結構な制度であるとの評価が高いのに比べ、

公共事業では形式的制度であるとの評価が目立つ。 

    等級別では、結構な制度であると答えているのが１～２Ａで65％であるのに対し、４～６では

26％というように、等級が下がるにしたがい、この制度を評価していない傾向がみられる。 

 (5) 県民への情報公開 

    「仕事に関連した情報を広く県民に公開することについてどのように考えるか」という設問に

対し、7割はできるだけ公開すべきであるとし、2割は必要最少限度のものに限るとしている。
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担当部門別でみると、窓口部門と企画調整部門で積極的な姿勢をしめすのに対し、管理部門、

公共部門では、消極的である。 

   これらの結果からは、当然のことながら行政情報の内容によって公開の困難さに相違があること

が浮き彫りされている。 

３．住民参加イメージ 
 職員が住民参加をどのように考えているかについて、住民運動及び住民参加のイメージ、住民参加

の現行法上の制度、住民参加と県・市町村との関係及び役割分担、事業と住民参加の段階との関係、

実際の仕事上の住民参加の可能性及び本県の広報、広聴について調査した。 

(1) 住民運動及び住民参加イメージ 

   「住民運動についてどのように考えるか」という設問に対して、8割が住民意思の表われとし

て評価しており、また「住民参加についてどのように考えるか」という設問に対しては、現行諸

制度を充実するとともに住民参加も必要であるとするのが76％であった。この設問では現行諸

制度は形骸化しているので、住民参加が必要であると答えているものが11％で、合せると87％

は、何らかの形で、住民参加は必要であるという意見である。 

   住民運動と住民参加のイメージは、相関しており、担当部門で類似の傾向をしめしている。す

なわち、企画調整部門では積極的評価をしており、管理部門は堅実型で、公共事業部門は拒否

的評価をしている。窓口部門は、やや積極的な評価である。 

(2) 住民参加の現行法上の制度 

   「住民参加の現行法上の制度である審議会、公聴会、直接請求制度などの機能が、生かされてい

ると思うか」という設問に対しては、これらの機能が十分又はある程度生かされているとするの

が61％で、25％は、生かされていないと答えている。 

   生かされていない原因として挙げた意見を要約すると、次のとおりである。 

  ア．審議会、公聴会 

  (ｱ) あらかじめ当局の案が用意されていて、単なる手続きのひとつとしてしか考えられていない。 

  (ｲ) 構成メンバーが一部の者に片寄っており、十分民意が反映されていない。 

  イ．直接請求制度 

  (ｱ) 制度が理解しにくく、手続が繁雑である。 

  (ｲ) 住民に活用しようという関心がない。 

(3) 住民参加と県・市町村との関係及び役割分担 

   「住民参加と県・市町村との関係についてどのように考えるか」という設問に対して、県政への

参加は、住民の直接的参加と市町村参加とが必要であるとするのが一番多く76％である。次いで、

住民参加が市町村レベルで行われれば、県政への参加は市町村参加だけでよいとするのが12 

％である。とくに公共事業部門においては、後者の意見が多くなっている。 

   次に、「住民、市町村、県、国の役割分担について」の設問に対しては、38％が役割分担なり
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権限委譲をするものがあると答えているが、そのうちの主な意見を要約すると次のとおりである。 

  ア．住民自身で解決することが望ましいもの 

  (ｱ) 地域における環境美化 

  (ｲ) 住民相互の利害調整 

  (ｳ) 会館の運営 

  (ｴ) 福祉、青少年問題 

  イ．県から市町村に権限を委譲すべきであるもの 

  (ｱ) 青少年会館等地域施設の運営、管理 

  (ｲ) 相談等の窓口業務 

  (ｳ) 消費者問題、福祉行政 

  (ｴ) 許認可事務(建築基準法、地域環境整備、屋外広告物関係等) 

  ウ．国から県に権限を委譲すべきであるもの 

  (ｱ) 機関委任事務の見直しによる事業 

  (ｲ) 起債発行権 

  (ｳ) 自主課税権の拡大 

  (ｴ) 地方事務官 

  (ｵ) 許認可事務(労働、運輸関係) 

  エ．県内部で、本庁から出先機関に権限を委譲すべきであるもの 

  (ｱ) 地域特性がある施策の企画、予算編成権 

  (ｲ) 補助金の交付 

  (ｳ) 許認可事務 

(4) 事業と住民参加の段階との関係 

  「県民が利用する各種施設の建設(ハード)と総合計画の策定(ソフト)について、住民(個人、

団体)、市町村、職員はどの段階での参加が望ましいか」という設問に対する回答は次のとおりで

あった。 

  ア．各種施設の建設 

    いずれの対象者においても、企画・立案段階での参加が多く望まれており、市町村の参加は８

割近く、職員の参加は７割である。 

    執行段階や管理運営段階では、参加の必要があるとするものは、企画・立案段階に比べると約

２分の１程度に減少しているが、３割以上は参加することが望ましいとしている。 

  イ．総合計画の策定 

    いずれの対象者においても、構想、基本計画策定過程をあげているが、次いで、市町村と職員

にあっては、レジメ作成過程への参加、個人や団体の住民参加は、実施計画作成過程となり、

ローリング過程での参加は、職員を除いては消極的傾向がみられる。 

   以上により対象者の参加を総合すると、計画当事者である職員や市町村の参加を第一義的に考え、

その上で個人や団体の住民参加を加えていくということがうかがえる。 
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(5) 仕事上の住民参加の可能性 

   「現在の仕事を進めていくうえで、住民参加の可能性があると思うか」という設問に対して、

十分あるとするものが56％、あると思うが現状ではできないとするもの15％で、住民参加を肯

定的に考えているのは合せると7割となる。一方、ありえないとするのは、14％である。 

   担当部門別でみると、十分あるとするのが窓口部門に多く、75％で、次いで、企画調整部門と公

共部門の53％であるのに対し、管理部門では、18％である。これらの数字は、前記の情報公開と

も考え合わせると、業務を通じての住民参加についてかなりの理解が示されているといえるので

はないか。 

(6) 本県の広報・広聴 

   住民と密接な関係にある「本県の広報、広聴活動をどう評価するか」という設問に対しては、広

報と広聴活動は相関関係を有しており、いずれも８割近くは効果をあげているとしている。 

   部門別では管理部門、公共部門でよい評価をしているのに対し、直接の担当部門ともいえる窓口部

門や企画調整部門では、きびしい評価をしている。等級別では、等級が下がるにつれて評価がき

びしくなっている。 

   広報、広聴活動が効果をあげていない原因として挙げている意見を要約すると次のとおりである。 

  ア．広報活動 

  (ｱ) 行政側からの必要とおもわれる情報は提供しているが、住民側が真に求めている情報は提供

していない。 

  (ｲ) 県政に対する県民の関心は高いとはいえない。 

  イ．広聴活動 

  (ｱ) 形式的で、意見が具体的施策に反映されていない。 

  (ｲ) 世論を吸収するシステムとしては未発達である。 

  (ｳ) 情報提供が不十分で、行政側の切実な問題についての提起がない。 

  (ｴ) 討論会等における発言者、参加者が特定の者に限定され、固定化している。 

４．新神奈川計画 
  本県の将来を方向づける新神奈川計画の策定に、職員はどのようにかかわったのか。また、県民

の参加をどのように評価したかについて調査した。 

  (1) 職員のかかわり 

    まず、「基本構想(案)、基本計画(案)を読んだか」との設問に対しては、「十分読んだ」

22％、「ある程度読んだ」42％、「担当部分や関心のある部分を読んだ」28％で、9割の者

はいずれにせよ読んでいる。 

    性別でみると、十分読んだとする男性が24％であるのに対し、女性は、わずか5％にずぎない。

前記の行政情報の周知度とも関連づけられるであろう。等級別では、十分読んだと答えている

者が1～2Ａで55％なのに対し、4～6では、6％にすぎない。担当部門別にみると、十分読

んだが企画調整部門44％であるのに対し、公共事業部門では11％で、読んでいないとする比率
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は、企画調整部門と比較すると13倍もの開きがある。(企画調整部門1％、公共事業部門

13.3％) 

    次に、「計画づくりとのかかわりについて」という設問に対しては、「職場を通じて参加し

た」が45％で最も多く、以下「関心があったが、積極的に参加しなかった」が29％、「参加し

なかった」が22％であるが、職員提案などによる職員の自主的参加は5％である。以上のよう

に、参加した者と参加しなかった者が丁度5割ずつで二分された結果となっている。 

    担当部門別でみると、職場での参加が企画調整部門で65％であるのに対し、窓口部門では

その半分の32％である。等級別では、1～2Ａで参加しなかったとするのが、1割にもみたな

いのに対し、4～6では74％と多い。以上を総合すると、新神奈川計画の策定は、企画調整部門

で関心があり、参加が十分に行われたのは当然として、他の部門では、管理、監督者レベルで

主に参加が行われたといえよう。また、窓口部門での参加が少ないのを考えると、主に本庁レ

ベルで策定され、出先機関でのかかわりは、あまりなかったともいえよう。 

  (2) 県民の参加 

    「新神奈川計画策定過程における県民参加についてはどう思うか」という設問に対しては、

十分又はある程度行われたとするのが46％で、不十分であったとするのが41％であり、数字

は接近している。 

    部門別でみると、企画調整部門で行われたと評価している比率が高いのに対し、公共事業部

門では不十分であるとする回答が、十分であるとする回答を上回っているのが注目される。 
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第 ３ 章 住民参加による 
       県政を考えるために 
 

   １ 参加のとらえ方 

(1) 位置づけ 
      従来は住民参加というと、①住民運動への対応、②行政機能の拡大、③住民意識の変化、④行

政の官僚制化防止、⑤直接民主制への回帰志向といった諸現象を背景とした「住民参加の必要

論」が中心であった。住民参加の名で呼ばれる現状も、①モニター、対話、懇談会方式による

意見拝聴型、②公聴会、審議会方式による意見申立型、③協議会、委員会方式によるパートナ

ーシップ型、④作戦、運動方式による奉仕活動型などさまざまで、住民参加という言葉自体が

かなり広い意味に使われており、そのため意味不明確になってしまっている。このため「住民

参加の必要論」の華やかさに比べて、現実の実践は各自治体の努力にもかかわらず、依然とし

て住民側、行政側双方に多くの不満や疑問を残している状態にある。 

      住民参加は、今、一つの転換期にあるといえないだろうか。つまり、これまでの「住民参加

の必要論」を踏まえた住民参加の試行錯誤的ともいえる実践過程の反省の上に立った再実践の

時期にきていることを深く認識する必要があるということである。いうまでもなく、住民参加

は目的ではなく、手段であり、真の住民福祉を実現するための大きな装置として正しく位置づ

けられなければならない。 

      このためには、従来のまるごと
．．．．

の参加論ではなく、より行政過程へ立ち入った、より細かいく
．

だかれた
．．．．

参加論が必要になってくる。行政は、政策形成から執行、管理・運営に至るまで、多

くの段階を踏んでゆくプロセスがあり、住民参加は、こうした段階ごとに考察される必要があ

る。つまり、これは自治行政における「行政手続の保障」といえよう。従来の行政不服審査や

行政争訟などが、行政における事後救済といわれるのに対して、事前（救済）手続の保障とい

うことになる。保障とは、行政の個々の分野における住民参加の手続の法的ルール化を図ると

いうことである。今後の住民参加はこうした行政過程のより公正の確保あるいは行政過程の民

主的統制という観点から論じられるべきであろう。 

      行政手続については、昭和２５年ごろより論議され始め、行政不服審査法などの事後的救

済手続について改革はあったものの、事前の行政手続の保障などを含めた全面的な改革には至

らなかった。最近では都市計画法で広く地域住民の権利・利益にかかわるものについて、事前

の「公聴会」開催や、計画案の「縦覧」が義務づけられる等の手続が導入されているが、参加

の時間や参加者が限定されているなどを見ても十分とはいえない。現在話題になっている環境

アセスメントにおいても、事前評価システムヘの住民参加の導入を明文化するか否かが中心課
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題になっている。また、各地で提起されている道路、ゴミ焼却場等の公共施設の設置に関する

住民の集団訴訟、日照や眺望をめぐる住民の集団訴訟なども、やはり、こうした従来の行政手

続の過程そのものを問題にしている。 

      一方、こうした行政過程での法的ルール化による住民参加の場づくりとともに、行政過程のよ

り公正の確保を図るということは、参加の時間、参加者の公正の確保という問題を提起する。

従来、時間については比較的短い一定期間内であったり、参加者については当事者及び利害関

係人とされるのがほとんどであった行政手続において、何時でも、一般的な資格で参加できる

という方式の採用が求められているともいえるのである。 

 (2) 議会との関係 
      住民参加と議会制との関係については、補完関係にあるという理解が通常なされている。本県

においても、知事は、「参加は議会制民主主義と対立するものではなく、社会生活の高度化、複

雑化に伴って、遊離し、形式化しがちな代議制度と市民の関係をより緊密にすることによって、議会制

民主主義を補完し、それを一層生き生きと機能させる」ものととらえ、新神奈川計画でも「議

会制民主主義の基本をしっかり踏まえ、県議会の意思と活動を尊重しつつ、県民の県政への参

加の道を開いて」いくものと記している。 

      しかしながら、今後の住民参加は、行政過程への実践化が課題となる。議会との関係について

も、この観点からとらえていくべきであろう。 

      形式論的にいえば、広い意味での行政の全過程は、立案→決定→執行→管理・運営の四段階に

分けることができる。周知のように、一般に、住民参加は、行政部の権限に属する立案、執行、

管理・運営の過程に住民が直接関与することを目差そうとするものであり、議会の権限に属す

る「自治体としての意思決定」に加わろうとするものではない。 

      一方、議会制民主主義は、もともと住民による民主主義的な行政統制の手段として形成されて

きた。その場合、それが真に目的通りの機能を果すためには、住民から選出された議員で構成

される議会の議決が行政から独立し、且つ行政を完全に拘束しうる内容をもって行われなくて

はならない。 

      しかしながら、昭和４８年の石油ショック以来、わが国経済の低成長、安定成長への傾斜は、

現代社会において価値の変位をもたらし、これに伴う行政の領域拡大・複雑化はますます顕著

になってきた。行政に対する住民の期待は増し、これに応えようとする自治体は、必然的に行

政運営の方向転換を迫られることになった。 

      このような行政機能の拡大化は、議会機能を十分に発揮することを困難にしはじめ、議会の決

定は、行政が立案した原案にかなりの程度依存せざるを得なくし、決定それ自体の内容も、執

行過程での行政の裁量幅を大きく残すものとならざるを得なくした。 

      このような現実を直視するとき、住民による行政の民主的統制は、議会にのみ依存するばかり

ではなく、住民をして、行政部における意思決定や裁量権行使に直接関与していくことも、そ

の不可欠の条件ということになってこよう。すなわち、行政の現実は、住民参加を議会ととも
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に政治的民主主義制度の基本形態として位置づける必要性を提起しているといえないであろう

か。 

   ２ 参加のすすめ方 

 (1) 基礎条件 
      行政過程における住民参加のかかわり方は、知ってもらう→話し合う→考える→役割分担→

共同作品で表現される。つまり住民参加は、行政における広報・広聴の段階から政策形成、

決定、執行、管理・運営までの多段階的な性格と、住民、市町村等との主体当事者とのかか

わりを通したその風土づくり的性格と、自治権の拡大という性格を併せ持っているといえる。 

      従って住民参加を実践化させていくためには、単にその装置づくりだけでなく、それを支

える基盤づくりが重要になってくる。この基盤づくりなくして、参加の実践化及びその進展は

あり得ないといえよう。 

      基盤とは、主体的条件としての住民、法人・各種団体、市町村と県自身(機構、職員)であ

り、また環境条件としての広報、広聴である。 

     ア．住 民 

自治意識の高揚 

       住民 連帯意識の醸成 

住民運動相互の連携 

法人、各種団体の自覚 

       周知のように、現行法上、自治体の住民は、何よりもまず自治体及びその機関からサ一ビス

を受ける受益者であり、そのサービスに必要な経費を負担する義務者であるとされ、主権者

としての住民の地位が軽視されている。 

       １９６０年代以降高度経済成長の波は次第にそのひずみを露呈し始め、住民は生活環境破壊

に対して何よりもその生活を守ることの必要にせまられるとともに市民としての権利要求へ

の意欲を触発されるに至る。居住地を中心とする住民の新しい連帯への志向性が生まれたの

もこのような環境の下であったといえる。 

       また同時に、住民は、自分たちの不満や要求が世間の関心を呼び、それが何らかの政治的効

果にもつながることを知るとき、運動という形をとって一層積極的な姿勢を強めてきた。こ

の活動ないし姿勢が自治意識の形成要件ともなるものである。 

     (ア)自治意識の高揚 

        住民参加の成否が結局は住民意識に深くかかわってくることはいうまでもない。住民意識

の豊潤な醸成のためには、行政との対話や学習機会を積極的に確保しつつ、日常の政治的

訓練を含めた自治意識の高揚に努める必要がある。また直接請求や陳情・公聴会や広く広

報、広聴活動への参加機会を積極的に活用し、必要なものは整備、改革していくという努
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力も必要であろう。 

     (イ) 連帯意識の醸成 

        わが国民性は公共心に乏しく、ヨコの連帯意識に欠けるといわれる。加えて、都市化の進

展とともに住民が流動化し、住民の地域的連帯意識がますます稀薄化してきていることは

以前より指摘されている。そこに連帯意識醸成の必要性が叫ばれる所以があるが、愛郷心、

地域的連帯意識というようなものは、民族の長い歴史的・社会的訓練を通じて形成されて

きたものであるだけに、これを政策的に形成しようとすることはなかなか難しいといえよ

う。 

        連帯意識の醸成のために、住民の組織化と風土づくりが必要となる。 

        住民の組織化は、住民参加をより実効性あるものにするための一助ともなる。住民が行政

に対して単に批判し、クレームをつけるだけの無責任な態度に陥ったり、住民個々人の私

的利益が相反し、矛盾するような場合、それらの調整は小集団から大集団へとまとめあげ

ていく必要がある。参加においては、より総合され、調整されたもの － すなわちより一

般化され、公共化されたものと対話することが効果的だからである。 

        風土づくりは、コミュニティづくりに等置される。コミュニティ自体は、本来動的で狭小

な地域性を持つものであるが、様々な人間の、様々な生活空間と意識空間をヨコに貫ぬく

共通領域はコミュニティしかないといえよう。コミュニティは、高度管理社会における人

間性を回復する生活の場として、及び住民の社会的訓練の場として適しているといえる。 

        この新しいコミュニティの創造という課題に取り組むには、住民のボランティア活動によ

る参加をはじめ、自治会、町内会などの住民組織はもちろん、企業もこれに結集されるこ

とが望ましい。企業とその従業員は、自らコミュニティの構成員であることを再確認し、

企業が一法人住民として、従業員が一住民として地域社会にとけこみ、新しい社会的責任

の一環としてコミュニティづくりに参加することが必要である。 

     (ウ) 住民運動相互の連携 

        住民参加は、住民運動の発生と不可分である。「抵抗から参加へ」という動きは、ここ

数年間にわたる住民運動の経過を通じて住民側から涌き起ってきた。一口に住民運動とい

っても、それは運動の行動主体、目的、方法、規模、対象等をとってみても同一の性格を

持つものでない。その内容も、単発的な地域エゴによるもの、イデオロギー的なもの、価

値観の相違に基づくものなど様々であるが、これが住民にとって生活防衛の手段であり、

産業開発優先から人間生活優先への時代の動きの中で、生活権又は環境権の侵害に対する

強い抵抗の表現であったことは否定できない。 

        この運動という形をとって、積極的に表現される住民の要求を正確に把えることは、行政

側に課せられている役割を果すのに欠かせないものといえよう。参加によって、住民運動

に一定の発言権を与え、さらにそれらの代表と行政側との間で折衝を進めることは、相互

間での妥協や譲歩を可能にする場を設けることを意味する。また今後は、各種の運動を体

系的につなげることによって、どのように生活の共働性を実現し得るか、といった作業に
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従事するという努力も必要になろう。 

     (エ) 法人、各種団体の自覚 

        県レベルにおける住民参加を進めるにあたっては、その意見集約の過程で、各階層要求の

積上げ方式を念頭に置かざるを得ない。 

        公益的団体をはじめとし、各種民間団体なども最近は増加する傾向にあるが、組織的にも、

問題領域としても市町村の範囲をはるかに超えるものが多いだけに、県レベルにおいては、

参加主体として把握しておく必要がある。同時に、法人や各種団体側も、普段より、行政

側との連絡を密にし、その情報や施策に接することによって、参加主体としての自覚を養

う必要がある。 

     イ．市町村 

       市町村 市町村における参加の拡大 

自治行財政の確立 

       県レベルにおける住民参加を進めるためには、市町村レベルの住民参加とのかかわり、及び

現行地方自治制度における地方自治の二重構造性(政令指定市を加えると三重構造ともいい

うる。)における県の役割、機能を踏まえた上で考察しておく必要がある。 

       産業基盤整備から生活環境の安全確保に行政の視点が移り、都道府県よりは市町村の役割が

増大してきている現在、県レベルにおける参加主体としての市町村のあり方を問題にする意

義は大きい。 

     (ア) 市町村における参加の拡大 

        市町村における住民参加が拡大しなければ、住民から見た場合、「住民→市町村→県」と

いう住民参加のルートは中断してしまう。従って県レベルにおける住民参加の基礎には市

町村レベルの住民参加の拡大が図られなければならない。もとより、市町村レベルの住民

参加は、各市町村独自のものが展開されてよいのであり、その個性は尊重されるべきであ

る。 

        県においては、市町村の住民参加の状況を調査し、それを情報として他の市町村に提供す

るとともに、県施設を市町村の住民参加の拡大のために開放するという方向性も望まれる

ところである。 

     (イ) 自治行財政の確立 

        石油ショック以来の不況の影響を受けて、地方財政は窮地に陥っているところが多い。こ

の状況を打開するには、まず行政の守備範囲を明確にしつつ、国と地方公共団体が権限の

面でも財源の面でも十分な当事者能力を備えて、自治行政に対処する必要がある。 

        また、県と市町村という地方公共団体間についても同様のことが言え、特に補助金につい

ては、最近メニュー化方式といって、市町村の行政能力を助長する方向性が打出されてい

るのは注目してよかろう。 

 

 

－67－ 



     ウ．機 構 

庁内組織体制の改革 

       機構 自治行財政の確立 

地域社会への貢献 

       現代の地方自治がかかえている究極的問題は、民主的統制を確保しつつ、経済的・能率的で

積極的な行政をいかに展開していくかにあるといえよう。その中心課題ともいえる住民参加

の内実化のためには、住民の自発性、自己主張を抑圧することなく住民自治が確立されてい

くような対応体制を整える必要がある。いわゆる「自治体の自己革新」といわれるものであ

る。 

     (ア) 庁内組織体制の改革 

        住民参加の有効性は、事務事業遂行のための権限と責任とが庁内組識の個々の部門に確保

（移譲）されていることが前提条件である。つまり、決定された政策を実施に移す機構と

過程を分散させ、分権化を徹底させることである。この意味で、出先機関の現地性、総合

性、効率性といった原則とともに、それを裏づける予算編成権、人事権、調整権等の付与

について考慮されるべきであろう。また現在の高度に分化した行政機構は縦割り型組織か

ら成っているため、諸部門にかかわる案件が生じた場合にはその事務処理過程において窓

口が増大し、手続きも細分化してくるなど繁雑さを増すことになるので、住民の立場から

みて行政が一体となっているような改革がなされる必要がある。 

     (イ) 自治行財政の確立 

        中央集権的財政構造に組み込まれている地方財政は、国、地方公共団体及び都道府県と市

町村間の事務配分、税体系、国庫支出金、地方交付税、補助金、地方債などのあり方を通し

て主体性を取り戻し、自主的に財源確保の途を構築していく必要がある。 

        また、財政は行政側の特権ではなく、納税者たる住民の監視の下に維持されることが望ま

しい。そのため納税者の知る権利に応えて、行政側から積極的に財政情報を公開していく

必要がある。住民の当面している具体的な問題を通して行政サービスとコストとの関係を

明らかにし、施策の優先順位の判断基準を提供するとともに行政と住民との役割分担を明確

にすることになるだろう。そして将来的には財政計画から財政政策決定に至る財政運営へ

の住民参加の糸口を数多く提供することが可能となる。 

     (ウ) 地域社会への貢献 

        学校、会館その他の事務・事業所等各地に所在する数多くの公共施設は、地域活動、住民

の組織化、コミュニティづくりの拠点となり得る。これらの施設の開放等を通して、体育

活動、文化活動を開催することにより、住民意識も向上し、地域住民間の交流が図られ、

さらに行政と地域住民とのコンタクトが可能となる。 

        こうした観点から、既存の公共施設について、設置目的に限定されることなく、多目的な

利用可能性の再検討がなされるべきであり、今後設置されるものについては設計の段階か

らそのような配慮が加えられるとともに、運営面においても可能な限りの努力がなされる
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ことが望まれる。 

     エ．職 員 

       職員 庁内民主化 

意識改革 

       住民参加の展開は、行政と住民とのフィードバック的なかかわり合いを通じて職員自身の主

体的な判断や裁量の余地の問題を一層切実な形で提起することになる。つまり単に上からの

決定や指示を忠実に実施するというルーティンだけではとても済まされなくなり、職員の意

識や行動に体質的な変容が要求されてくる。 

    (ア) 庁内民主化 

       政策が首長及びその周辺の幹部職員の発案にとどまり、一般職員がそれに懐疑的であったり、

無関心であったりすることのないようにするためには、庁内における職員間のコミュニケーシ

ョンを行きわたらせ、職員参加の実現、情報提供、人事の公平化を図るなどして庁内の民主化

が企図されなければならない。 

       住民意思の体現者としての職員は、住民要求を政策に反映させるためにそれぞれの職場にお

ける英知を結集し、経験を総括し、行政担当者としての責任を果たさなければならない。これ

を保障するために、職員参加と人事交流の徹底ということがクローズアップされる。特に職員

参加の要請は、組織の中で働く職員のモラールを高め、自らの自己実現を確保しながら行政課

題に挑戦する意欲を引き出し、自治体行政の新たな展望を切り開くために強調されるべきであ

る。 

    (イ) 意識改革 

       住民参加の展開は、住民と職員との接触をいやが応でももっと直接的のものに切り換えさせ

る。従来条例や規則に基づく執行というのが第一義で、その解釈、運用を中央省庁に委ね、自

らの自主解釈権を放棄していた姿勢を排すとともに、幹部職員を含め職員一人ひとりが住民自

治の担い手として厳しく自己規定し、その上に立って自己点検を行い、そしてその自己点検を

踏まえて行政点検を行っていくという意識改革の方向性を明示する必要がある。 

       また、自治体職員には公務員と労働者と市民の三面性があるといわれる。今後は職員の市民

性を強調し、自治会・町内会活動、青少年活動、福祉ボランティア活動などの地域社会への参

加を推進することも考慮されるべきである。欧米企業では、このような社員の社会参加に対し

て勤務時間を割いて与えたり、その費用を負担するばかりでなく、社会参加の度合いを考課の

対象にしているところもあると聞く。 

    オ．広 報 

豊富な情報提供 

      広報 良質な情報提供 

タイムリーな情報提供 

      住民参加を成功裡に導くための主な要因の一つに広報活動があげられる。住民参加による行政

の推進に一日の長をみるアメリカ合衆国（連邦及び諸州）において、情報公開の諸法を基調
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    とした広報活動を中軸として展開する現状を想起するとき、いかに広報の重要性を認識するこ 

    とが大切か知らされる。 

    (ア) 豊富な情報提供 

       最近は住民の側においても自主的に多量の情報を把握しているが、しかし絶対的に多量の

情報を提供し得るのは、自治体当局をおいて他になく、行政への参加を触発し、行政に対

する知識を増殖するのに十分な情報提供がなされなければならない。 

       特にアメリカにおける情報公開制度をみるまでもなく、一般情報、政策情報、緊急情報な

どすべて情報は原則としてマスコミ、刊行物、県機関等のあらゆる媒介手段を使って住民

に公開されるべきである。住民には「知る権利」があり、この公開を要求できるといわれ

る。プライバシーに関するもの、公開することによって行政の遂行を著しく阻害するもの

であっても、当事者あるいは直接の利害関係人に対して、又は一定期間経過後は公開に移

すといった方向性が導入されてよいのではないか。 

    (イ) 良質な情報提供 

       情報は、まず、住民との間に新たな政策形成のための共同基盤がつくられるようその内容

に工夫が加えられなければならない。このため、情報の性格をどう考えるかといった次元

から検討を加えるとともに、行政情報の造出の過程に内在する情報加工の仕方と利用目的

を精緻に把握するよう努めるべきである。 

    (ウ) タイムリーな情報提供 

       情報に対して何らかの反応を示す必要のある参加や運動においては、住民が必要とする時

点で情報提供がなされなければならない。 

       また、広報は広聴との密接な連携を図りつつ、収集されたニーズ情報に基づき、先導的な

政策をも積極的に住民に提供していくとともに、広報効果の確認等を適宜実施し、より良

い広報に資していく努力を怠ってはならない。 

    カ．広 聴 

豊富な情報収集 

      広聴 適確な情報収集 

フィードバックシステムの確立 

      住民参加システムを前提とする自治体行政では、広聴活動を実質化させていくことが重要で

ある。住民が何を望んでいるかを適確にとらえることなくしては、行政サービスを考えるこ

とができないといえよう。 

    (ア) 豊富な情報収集 

       テーマ、時期、回数などをできる限り豊富に重ねることによって、より多くの対象者から

情報を収集する必要がある。神戸市では昭和４５年より全世帯アンケート調査を実施して

いると聞く。行政施策に対する認識の覚醒、意識の高揚に役立つという利点も期待できよ

う。 

    (イ) 適確な情報収集 
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       現在のように価値観の多様化している状況の下では、単に意見の多寡によってそれを行政

需要とするというのはむしろ適切でなかろう。そこで、できる限り長期的なニーズの把握

に努めるとともに、その手法の開発に意が注がれるべきである。 

    (ウ) フィードバックシステムの確立 

       広聴は広報とともに車の両輪といわれるごとく、両者の結合を図ることによって広聴活動

の実質化を進め、その結果を情報として広報に反映させていくとともに、収集された情報

を系統的に分析し、一定の判断を下して、それを政策として行政に反映させていくシステ

ムを確立すべきである。 

(２) 手法を考えるにあたって 

    ア。県レベルにおける参加の特徴 

    従来、多くの参加論は、市町村レベルのものを一般的に説くものであった。都道府県レベ

ルの実例や議論も若干あったものの、その性格を踏まえたものは少なく、あっても消極的評

価をするものがほとんどであった。消極的評価の理由は、都道府県レベルでは地域的にみて

も、人口的にみても規模が大きすぎるというものであったり、都道府県は基礎的自治体であ

る市町村が参加方式を採用し、住民と協力して自治行政を実現しているならば、その広域的、

連絡調整的、補完的役割をしていればよいというものであった。 

      しかしながら、今日、次の理由により、県レベルにおいても住民参加を進める必要性は増

大し、その実現は急務であると考える。 

① 県行政自体の質的拡大、転換化 

      今日、県行政において、住民と直接かかわる領域が拡大しつつあり、ここに住民参加が

機能する余地がある。県行政の領域の拡大は、我が国経済の高度成長から低成長の期間を

通して、都市化とか住民意識の変化により、住民ニーズが多様化し、強化されたため、こ

れに対応せざるを得なくなったことと、首長選挙の際の住民の関心が、いわゆる「親切行

政」や「御用聞き行政」に真面目に取り組む姿勢があるのか、また平素の行政の中に住民

の意向を十分に反映させていこうとする姿勢があるのかといった点に移り、首長も政治ス

ローガンや公約としてこれを掲げるため、ここに公選される首長自身の個性あるいはスロ

ーガンを背景とした行政の側からする住民への直接接近化という現象も一因となっている

といえよう。 

        さらに、国の委任事務のうち機関委任事務の問題については様々な論議を呼んでいるが、

この委任事務で都道府県が基礎的自治体として事務を行うものが増大しているという点も

加えておく。 

      ② 行政の高度化、広域化 

        地方公共団体の行政は、地域住民から発する行政需要を充足すべき地域団体の行政であ

るから、地域住民の要求を如実にその行政に反映できなければならない。地域住民の地域 
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      的行政需要は、広範にわたり、多種多様であるが、昨今の都市化現象と価値観の多様化現象

は、行政への要求を高度化し、広域化しつつあるといえる。市町村の単位だけでは、どう

しても能率的に処理できないものであったり、あるいはいくつかの市町村を連ねて処理する

方がより合理的であるものが増大してきたわけである。 

     ③ 市町村自治との協働化 

       周知のように、県行政は市町村を補完するという役割を負っており、この補完機能は市

町村の自治を強化するという形で推進されるべきである。このため、国との関係で市町村

を含めた地方自治体の自治行財政権の確立をはじめとする地方自治構造の再編を図ったり、

都市問題や公害問題等による住民の生活やその環境への侵害を防ぐために、県行政は住民

の意思を十分反映させた施策を行い、いわば市町村と一体となって住民自治の権利を擁護

する役割を担う必要がある。これは広域的住民自治の下からの拡大をめざすということで

もある。 

    イ。県レベルにおける参加の構造 

    (ア) 県行政へ住民が直接参加する場合 

       対象となる行政領域は、市町村固有の行政領域の外にある事務事業のすべてで、高校建 

      設、県営住宅の建設などが代表例である。国の委任事務で知事又は他の機関が執行機関と 

      して機能している保健所、警察などの事務事業も対象になろう。 

       この場合の参加の形態は、多くの市町村が実践している委員会、集会、討論会等の方式

も有効であろう。 

       参加者は、当該事務事業が特定地域を対象にしている場合には、原則として当該地域住 

      民の全員が参加できるようにするとともに、それが特定地域以外にもかかわる場合には、 

      特定地域住民を第一義的に考えた上でその広がりに応じて参加できるようにする必要があ 

      ろう。しかし、県下全域を対象としている場合は、住民全員の一堂の参加は不可能なので、 

      地域別とか階層別とか課題別とかいった方式を組み合わせることによって意見の集約を図 

      っていくべきである。ここにおける参加主体としての住民とは、一般住民、市町村、法人、 

      団体等すべてである。 

    (イ) 市町村が介在する場合 

     対象となる行政領域として、市町村への補助金交付にかかる事務事業があげられる。こ

の場合には、県が直接行う事務事業と異なって、市町村が直接住民とコンタクトする位置

にあり、当該市町村独自の施策の中で行われることが多いので、市町村の独自性、すなわ

ち自治権を損なうことのないよう配慮する必要がある。 

     形態としては、本県において新神奈川計画策定の際、市町村参加の一環として、県･横

浜・川崎三首長懇談会及び地域別首長懇談会が開催されるとともに、市町村からの意見書

提出による方式も採用されたが、参考にすべきであろう。 

     参加主体は、市町村ということになるので、市町村を通したいわば間接的な住民参加と

もいうべきものになる。 
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    (ウ) 市町村における住民参加へ県政が参加する場合 

     市町村の行っている参加には、コミュニティ創造のための運動、シンボル施設の設置・運

営及び区民会議、市民委員会等さまざまな形態がある。この拡大のために、県政も参加主体

の一人として加わっていこうというものである。 

     これは、市町村の参加システムの支援、助長をめざすものであって、特にコミュニティの

創造の場では、市町村民であり、県民でもあるという二重の性格を有する住民の意識の向上

とともに連帯の基盤の醸成に役立つものであるだけに、県独自の施策もかみ合わせながら行

っていく方向性も必要といえよう。 

   (エ) 国政へ参加する場合 

     機関委任事務、超過負担、自主財源の問題など、市町村を含めた地方公共団体の自治権拡

大のため、国との間で整理していくべき問題は多い。 

     このためには、県レベルを中心とした各地方が有機的に連携し、結束することは勿論、国

の決定機構に地方代表を送り込み、国と地方との役割分担を明確にしていく以外にない。地

方公共団体が権限の面でも、財源の面でも十分な当事者能力を備えて、現代的な地方自治行

政に対処できるような仕組みをつくっていくべきである。 

   ウ。県レベルにおける参加の課題 

   (ア) コスト 

     住民参加は、短期的には決定過程の効率を低下させる可能性が大きく、結局コスト高にな

るとの批判がある。 

     前にも述べてきているように、住民参加とは行政過程の民主化であり、住民自治の実現に

通じるということによって議会制民主主義と等置されるというものであるだけに、長期的展

望に立って息長く制度を工夫していく態度が必要である。 

   (イ) 行政責任 

     考え方も異なり、利害関係が複雑に絡み合っているものの間で利害を調整し、全てのもの

の納得のいく形で結論が出て合意が形成されることは容易に期待し得ない。 

     参加制度の形成においても常に少数意見に対応できる柔軟な態度が要求される。しかしそ

の場合に、ただ一人でも反対があれば決定をしないという行政態度は行政責任の放棄とみな

され、行政の停滞によって蒙る社会的損失に対する配慮が加えられなければならない。 

     ここにおいて、首長のリーダーシップにまつわる行政責任の問題がクローズアップされて

くる。 

   (ウ) 既存制度 

     現行の地方自治制度は、地方自治体の運営について住民の公選による首長、議会の議員に

よる間接民主制を基本にしながらも、場合を限って直接請求などの是正手段を設けており、

こういった制度上の保障以外にも議会に対する陳情・請願、各種審議会への委員としての参

加、公聴会、聴聞又は広く広報、広聴活動への参加などの道が開かれている。 

    今後もこれらの積極的な活用を図っていくべきであるとともに、新しい参加制度の導入 
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   にあたっては、これらの既存制度とのかねあいを考慮に入れて行う必要がある。 

   (エ) 監視機関 

     参加は、制度化されると同時にダイナミズムを失い、いわゆる包絡に陥るといわれる。参

加そのものが行政側から装置されるため、やがて行政のメカニズムの中に規定され、行政側

の論理でものを見がちになるわけである。 

     そこに監視機関が必要とされる所以がある。議会制民主主義の下においてはこの機能は議

会が果してきているが、さらに第三者機関を設置し、事後的救済を行うことを含めた監視強

化の方策が考えられてよいのではないか。 
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第 ４ 章 住民参加による 
      県政をすすめるために 
 

    県政への住民参加を進めるにあたっては、まず、参加の基盤としての基礎条件を充実させなけ

ればならない。すなわちこの基礎条件には、住民、市町村、県という主体条件と広報、広聴とい

う環境条件があり、これらを参加の支持基盤として培養するということである。 

    次に、住民参加による県政を進めるにあたっては、参加そのものの装置をさらに拡大させなけ

ればならない。このため、議会や審議会、公聴会等の行政過程や直接請求・住民訴訟といった既

存の参加制度の活用を図る必要があるとともに、さらに政策形成から管理・運営までの行政過程

の各段階や市町村政、国政や事後救済としての監視装置への参加が可能となるようにその領域を

拡大していく必要がある。これを体系的に図式化すると、次ページ第７図のようになる。 

    本章では、これにしたがっていくつかの具体的提言を行っていく。 

 

  １ 基礎条件の充実 
 

(１) 主体条件 
    ア。コミュニティづくり 

 コミュニティの形成は、何よりも強い住民同士の連帯を基盤とするが、この連帯の基盤は、

住民の居住地域に対する「ふるさと意識」といえるであろう。「ふるさと意識」といっても

歴史的伝統を有するもの、自然環境に恵まれたものなどその内容はさまざまである。しかし

ながら、コミュニティの形成が住民の生活文化の創造という課題であるとするなら、何れの

地域住民であってもそこに個性を持たせることは可能と考える。 
    ＜提言＞ 

     ① 神奈川自治の日及び神奈川自治週間の設置 

       神奈川自治の日を設け、その前後1週間を神奈川自治週間とし、その期間内に後述する提

言「県民ひろば地区委員会」の企画・立案により、県下いっせいに下記の行事等を行う。

なおこの自治の日は、関心を誘発するために公募によって決定する。 

     （行事） 

       クリーンアンドグリーン作戦、ふるさとまつり、健康づくりなどの各種県民運動 

       県民の１日相談室長、県民の1日出先機関事務所長、県民の１日本課・室長 

       商工まつり、農業まつりといった各部ごとの行政展示会 

       論文募集、学習会、シンポジウムなど 
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主体条件 住 民 自治意識の高揚 

連帯意識の醸成 

住民運動相互の連携 

法人・各種団体の自覚 

市町村 市町村における参加の拡大 

自治行財政の確立 

基礎条件充実 県 職員 庁内民主化 

意識改革 

機構 庁内組織体制の改革 

自治行財政の確立 

地域社会への貢献 

 

環境条件  広 報 豊富な情報提供 

良質な情報提供 

住民参加 タイムリーな情報提供 

広 聴 豊富な情報収集 

適確な情報収集 

フィードバックシステムの確立 

 

現行制度の活用  議会への参加 

行政過程（審議会、公聴会等）への参加 

参加機会拡大 直接請求・訴訟の活用 

 

新しい参加の場  行政過程（政策形成から管理・運営まで） 

市町村・国レベルヘの参加 

監視装置への参加 

 

 

     ② 公共施設等の開放 

       県有未利用地や学校、会館、センターをはじめとする公共施設を、その所在する地域コ

ミュニティの核とするために開放の積極化を図る。開放にあたっては公有財産としての取

扱い上考慮しなければならない点も多々あろうかと思われるので、公共施設の開放を目途

とした財産上の管理・運営要綱の策定、傷害保険制度の導入などが望まれる。 

 

住民参加推進体系図  第 7図 

への参加 
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    イ．職員参加の徹底 

      庁内民主化及び行政の体質改善のための有力な手段の一つに職員参加がある。この職員参

加を可能にする条件は、①職員への行政情報の周知徹底及び首長の意見や政策の浸透、②職員

の意識改革にも通じる職員研修のあり方及び人事の公平化、③参加ルートの多様な確立、で

あると考える。 

    ＜提言＞ 

     ① 行政情報収集のための出先機関職員への配慮 

       最近作成された「職員への行政情報提供システム」によれば、職員の間へ回覧される情

報は必要にして最少限と思われるものだけで、さらに詳細に知りたかったり、プロジェク

トチームの活動状況等の特殊情報を知りたいときは、企画調整室か行政資料室へ自ら出向

かなければならない。このような情報を得る機会を全職員に平等に与えるためには、出先

機関職員のハンディキャップに配慮が加えられなければならない。そこで出先機関職員に、

行政情報収集のための時間を、月に２度半日づつ職専免によって与えるようにする方向性

も考えられてよいのではないか。 

     ② 職員研修と人事のあり方 

       今後の研修にあたっては、従来の法律拘泥主義に陥ることなく、住民の側に立った解決

能力を伸長させ、新しい事態への対応能力を高めるような研修カリキュラムが要請される。 

       また、人事の不公平、不明確さは、行政担当者としての職員のモラールを弱め、職員間

の不信感を増長したりする。そこで人事の取扱いにあたっては、異動、昇給、昇格等の基

準を明確にするとともにこれを公表する必要がある。さらに本庁と出先機関との職員の交

流を徹底させるために、少くとも１度も県民と接する現場勤務を経験したことのない職員

は、行政の中枢的部門に配置させない位の措置が行われてもよいのではないか。 

     ③ 既存の参加制度に次の装置を加える 

      1. 地区別職員討論会の開催 

        当該地区の県民討論会を行う前に、同様のテーマで当該地区ごとに、当該地区に居住

する職員による討論会を開催する。これによって職員の地域住民としての自覚も促され

る。 

      2. プロデューサーシステムの導入 

        職員提案やプロジェクトチームにおける提言内容の実現の機会を当該提言者に与えよ

うとするもの。モラールの向上に役立つ。 

      3. 職場別オープンプロジェクトチームの設置 

        全庁的な職員参加を進めるために、職場ごとにプロジェクトチームを結成しておき、

職員提案の課題提案やプロジェクトチームのテーマに対し、提言を行ったり意見を述べ

たりすることによって参加していく。職員参加の基本形態といわれる職場討議を活発に

する基盤となり得る。 

      4. 地域社会への参加 
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        職員の特殊能力あるいは担当業務を通して得た能力を活用して、地域における○○教室、

学習会、町内会、自治会活動等への参加の促進を図る。この場合、当該職員派遣の便宜

を図るとともに、この活動の状況を考課の対象にしていく方向性も考えられてよいので

はないか。コミュニティ形成への職員参加ともいえよう。 

(２) 環境条件 
    ア．フィードバックシステムの確立 

      現在行われているさまざまな広聴活動を形式的なものに終らせずその実質化を図るには、

単にその結果を広報に反映させていくというだけではなく、広聴活動を通して得られた情

報を系統的に解析し、これに優先順位をつけたり事前評価を行ったりして一定の判断を下し、

それを行政に反映させていくシステムの確立が望まれる。つまり、住民ニーズの適確な把握

とこれに対応する情報化及び政策化システムの確立である。従来このようなシステムはフィ

ードバックシステムといわれ、本県においてもそのシステム化が企図されているが、関連シ

ステムの一つひとつが少しづつ未消化のままにあるため、全体として十分な機能を果してい

るとはいえない状態にあるといえる。そこでこれらの関連システムを有機的に連携させるこ

とによって、フィードバックシステムの活性化を図ることが課題となる。 

    ＜提言＞ 

     ① 新しいフィードバックシステムの呼称を「エコーシステム」と名づけ、その内容を次の

とおり体系化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       県民の不満、苦情、要望、意見、提言等を県民ニーズとして把握する場合、主として行

政一般にわたるものは「相談」、「集い」などを通して各地区行政センターによるか「ア

ンケート」、「モニター」、「提案」などを通して県民課により行われる。一方、直接事

業に関係するものは「事業説明会」や個々の具体的事務を通して職員や事業担当機関によっ

〔 エコーシステム 〕 
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て行われる。 

       次に、一般県民ニーズは県民課が、事業関係ニーズは各部総務室がとりまとめ、企画部

企画調整室へ回送される。ここで計画室との連携の下に、新神奈川計画の実施計画とのか

ねあいや事前評価、優先順位等について検討が加えられるが、情報化及び政策化に対する

判断は企画調整会議において下され、重要事項は部長会議にて決定される。現実にはこの

企画調整会議は上意伝達に関する内部調整機能としての役割しか持たないような色彩が強

かったが、エコーシステムでは、これをこのシステムの中心に据えた。なおこの企画調整

会議に広報課長、県民課長、各地区行政センター次長を加えることが望ましい。 

       企画調整会議によって決定の下された県民ニーズは行政需要としてとらえられ、情報化

されるものは広報課へ、政策化されるものは各部総務室を経て事業担当機関へ回付され、

実現が図られるものである。そしてこれらの措置状況はすべて記録され、行政資料室及び

各地区行政センターの刊行物コーナーにて閲覧可能な状態に置かれる。 

       エコーシステムは、県民に開かれた庁内対応体制を確立させることによって行政に対

する県民の信頼を増嵩させると同時に、職員のスタッフ能力の育成にも役立つものと考える。 

     ② 県民討論会の新しい位置づけ 

       現在県民討論会は、県民課が主管する集会広聴の一つに位置づけられている。後に提言

する「県民ひろばシステム」が、常設された課題別又は地域別の県民同士の話し合いの装

置として機能し得るので、今後はこの県民討論会を、地区ごとの行政と県民との対話の場として位

置づけるようにする。テーマ、開催時期、回数、規模等はすべて各地区行政センターが企

画、立案し、当該センター所長がその開催を司るものとする。これによって、県民討論

会は個人単位の集会広聴として正しく機能することになるので、従来より各地区行政センタ

ーが行っている団体単位の集会広聴としての「県政に親しむ集い」と対置できるとともに、

エコーシステムの中の県民ニーズ収集の一つの装置として位置づけられることになる。 

       なお新しい県民討論会は、「○○地区県民討論会」と名称を明確にするとともに、討論会

出席者には出席しやすいように委嘱状を交付するなど一層の便宜を図る工夫が考えられて

よいであろう。 

 ２ 参加機会の拡大 

(１) 現行制度の活用 
     既成の参加制度の運用が形骸化していることはよく指摘されるところである。事実これらに

よる住民意思の反映については、実質的な参加を保障するものとはなっていない。議会及び行

政側が本気になってやろうとすれば、現在のシステムの中でも相当実のあることができるはず

である。従って議会及び行政側は、制度の周知及びその積極的な活用を呼びかけるとともに、

それらを実効性ある参加の仕組みとして機能させていくよう努力していくべきである。 

   ア．議 会 
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代表機能 

議会機能の活性化 調整機能 

     議会 立案機能 

議会への参加 監視機能 

   ＜提言＞ 

    ① 代表機能の活性化 

     住民の要求は日常生活をめぐる具体的なことが多いので、実際には選挙以外のときに生じ

るのが常である。従って、議員が議会と住民との間のパイプ役としてより積極的に日常活動

を行い、民意を吸収し、住民の要求を先取りして施策に具体化する努力をしていくとともに、

価値の多様化する今日では民意吸収の方法に工夫を加えていく必要もあろう。 

    ② 調整機能の活性化 

       住民や住民運動のとりあげる問題には地域エゴと見られる面も多々あるが、この地域エゴ

と全体の利害の調整は議会に課せられた重要な任務といえる。議会は、住民全体の立場から

住民間の錯綜した利害や分裂した意思を統合調整する機能を一層強化する必要があろう。 

    ③ 立案機能の活性化 

       議員や政党が政策面で遅れをとっていることが、今日行政側優位の体制を保持させている

一因といわれる。従って今後より政策立案能力を強化して住民の要求に応え、施策に具体化

するよう努力する必要があろう。 

    ④ 監視機能の強化 

       行政側優位の時代といわれる今日、議会は、住民全体の立場に立って行政側の行動に対す

る批判や監視の機能を一層強化していく必要がある。また議会の審議を通じて明らかになっ

た諸問題や議会としての調査権を活用して行政側に情報の提供を要求し、それを公開の場で

検討するというような方向性も必要になろう。 

    ⑤ 議会への参加 

       予算案とか住民の利害に重要な影響を与える議案については、公聴会を活用する方途がと

られるべきであろう。 

       また請願提出者に対し、その趣旨を議会で説明する途を開くとともに、その委員会を公開

するという方向性も考えられてよいであろう。 

   イ．行政過程 

    行政の責任回避のかくれみのに利用されているか、単なる意見拝聴に終っていると指摘され

ている現状を回復し、第三者機関的性格を強調するために、審議会や公聴会等のあり方を改め

ていく必要がある。 

    ＜提言＞ 

       審議会に次のような方向性を導入していく 

      公開性の導入 

       公募による一般住民委員を参加させる。行政側職員の委員としての参加を止める。 
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       県内若手学識者を委員として、その活用を図る。 

(２) 新しい参加の場 
    ア．行政過程 

      個々の行政過程において、手続的観点から見直しを行い、参加主体である住民や市町村意

見が反映されやすいような流れにする必要がある。技術的には、政策形成から決定、執行、

管理・運営の各段階においていかにして意見集約化を達成するかが主眼となる。なおこの行

政過程の領域は、要綱行政とか行政指導の行われる分野にまで拡大することも考慮される必

要があろう。 

      私たちのチームは、当初、県行政の事務事業パターンを、①物的施設提供(ハード)に関す

る事業、②人的サービス提供(ソフト)に関する事業、③許認可に関する事業、④補助金に関

する事業、⑤計画に関する事業に分け、それぞれのパターンごとにその手続過程への参加装置

の開発を試みた。 

      新神奈川計画は、今年２月県総合開発審議会より答申がなされたが、その中で実施計画に

ついては、「県民に対し、情報提供を行いながら常に参加の窓口を開き、その意見を吸収する

など繰り返し見直し作業を重ねながら、その改善に努めることを期待する」と結んでいる。

そこで、さきの事業パターンのうち、「計画に関する事業」に着目し、対象を新神奈川計画に

絞って、そのローリングと進行管理のあり方と参加の手法の開発に努めた。 

    ＜提言＞ 

     ① 「県民ひろばシステム」の設置 

      趣旨 「県民ひろばシステム」は、新神奈川計画の実施計画のローリングと進行管理を行

うことを目的とするシステムを提供するものであるが、県行政全般にわたる課題別の

合意形成システムとしても使用できるように設計した。このシステムを作成するにあ

たって、できるだけ市町村参加、職員参加を取り入れるように配慮した。 

         「ひろば」としたのは、「ひろば」が、本来、誰でも、自由に、いつでも、無料で参

加できるという場であることから、県政をこれに置き換えられるのではないかと考え

たためである。県政に要望のある人は「ひろば」にきて要望する。要望しにきた県民

同士が「ひろば」で話し合う。県政に関する情報ばかりではなく地域情報にも接する

ことができる「ひろば」。「ひろば」の外にいる人をもまきこんでその「ひろば」を

大きくする。そういうイメージとして「ひろば」を考えた。 

      内容 

 

 

 

〔県民ひろばシステム体系図〕 
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       「県民ひろばシステム」は、主として「県民ひろば地区委員会」、「県民ひろば全体会議」、

「県民ひろば地区センター」により構成される。 

       「県民ひろば地区委員会」は、各地区行政センターごとに設置され、公募による県民、市

町村職員、公募による県職員のそれぞれ若干名をもって構成される。役割りは、各地域にお

いて新神奈川計画の実施計画が目的どおり進んでいるか、計画が現状に適さなくなった部分

はないか、事業ごとに参加が十分行われているかなどを検討することで、必要に応じ報告書、

提言書を作成し、当該地区行政センター所長に提出する。またこれらの活動を行うために学

識者、団体代表者、県職員等から意見を徴したり、県民に呼びかけて「県民ひろば討論会」

を開催することもできる。このため、必要に応じて県のたよりや月刊かながわなどを広報の

ために利用できることとし、独自に広報紙を発行できるようにする。 

       「県民ひろば全体会議」には、新神奈川計画の大項目ごとに部会を設けることとする。

すなわち、「健康福祉部会」、「文化教育部会」、「自然環境部会」、「産業農林漁業部会」

の四つである。構成員は、「県民ひろば地区委員会」の委員が兼ねることになるが、各部会

には、独自の委員として学識者や団体代表者を加えることができる。また、新神奈川計画を答

申した総合開発審議会とは全体会議の場で交流を図れるようにする。役割りは、各地区ご

との意見の調整を行うほか、概ね「県民ひろば地区委員会」と同様である。報告書、提言書

は企画部長に提出する。 

       「県民ひろば地区センター」は、「県民ひろば地区委員会」ごとに設置する。構成員は、

「県民ひろば地区委員会」の県職員委員と行政センター所長によって任命された職員若干

名である。役割りとしては、「県民ひろば地区委員会」の事務局を担当するほか、刊行物セ

ンター、会議室、ホール等の管理、県民大学の開催、地域情報センターとしての任務、地

域振興費の管理、地域情報紙の発行、地域コミュニティリーダーの育成、団体やグループ

活動の助成などを行うことである。なお「県民ひろば全体会議」の事務局は企画部内に置

くこととする。 
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   イ．監視装置 

      行政機能の拡大化は、住民の生活分野において行政側とのかかわりを密接かつ多様にした。

そしてそこに必然的に行政機関の事務処理の遅延、不適当、不親切、公共施設維持管理の不適

正など住民側に多種多様の苦情が生じることとなった。それらの苦情は、現行の不服申立や訴

訟などの煩雑で時間のかかる方法によることなく、簡易・迅速でしかも確実な手段によって解

決されることが望まれる場合が多く、ここに新しい行政救済制度としての監視装置の意義を見

出せる。 

    ＜提言＞ 

     ① 行政公開審議システムとしての「行政調停委員会」の設置 

      趣旨 このシステムは、従来問題となった行政への住民参加の事例の原因の多くが、住民

と行政庁との意思疎通の欠如にあることに鑑み、その意思疎通の最大のネックになっ

ている双方の情報交換不足に対処しょうとするもので、中立・公正の第三者たる「行

政調停委員会」を設置し、その公開の審議の場で、徹底した情報交換、すなわち対話

を行い、論議を尽すことによって、個人の権利や利益を保護するとともに双方の意見

調整を行うことを目的とするものである。高度に分業化された社会では、個人の権利

や利益も極めて錯綜しているので、その適法性を争うというようにはっきりと白黒を

つけることよりも、社会の中でそれがどの程度認められるべきかといった全体調整の

問題がポイントになりがちになる。そこで、行政庁の公共の利益（全体利益）を優先

させる立場と住民の個人としての権利や利益を守るという立場とを社会的に調整を図

っていこうとする場が必要と考えられるわけである。 

      内容 

       1 性格 

         このシステムを担当する機関は、住民と行政庁との間に位置するものとして中立・

公正の立場にあるべきで、第三者的位置づけが必要である。また独任制の委員方式よ

り複数の委員による合議制の委員会方式の方がベターであると考えられる。 

       2 権限 

         「行政調停委員会」は、対話の場の提供だけでなく、意見調整を図るという役割り

があるので、形式的な審議だけでなく実質的な審議を必要とし、その実効性を担保す

るために、独自の調査権、すなわち立入調査、職員の召喚、秘密文書を閲覧する権限

を持たせる必要がある。そして、結審を行うときには勧告権を与える必要がある。こ

の勧告権については、個別的事例に対する勧告のほか、制度的な改善を要するものに

ついても、一般的な勧告を認める必要がある。勧告の相手先は、行政庁だけでなく当

事者たる住民を含ませるべきである。なお参考人のような第三者の召喚についても配

慮される必要がある。 

       3 審議方法 

         一次的には裁判所と同様に住民と行政庁との弁論、すなわち当事者主義によるが、
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二次的にはその弁論の中に委員も参加して双方の意見調整を図っていくという方法が

考えられる。 

         この委員会の委員は、中立かつ公正な人であって、欧米のオンブズマンと同様に

「法律的素養のある者」が望ましく、裁判官出身者や弁護士が相当であろう。またこ

の委員の活動を助けるために、委員の下に専門職員を置き、実際の調査等にあたらせ

る態勢も考えるべきである。 

       4 今後の課題 

         このシステムは、当面は住民対行政庁という図式を想定したが、将来は住民対住民、

住民対企業といったケースについても活用を図っていけよう。 

         またこのシステムは、住民の事後的救済システムとしてばかりではなく、環境アセ

スメントの事例にみるように政策形成過程における住民との合意形成を目差す住民参

加システムとして活用を図ることも可能である。 

     ② 新モニター制度の導入 

      趣旨 新モニター制度は、県民を代表して県政により深く接し、県民の目からみた県政の

あり方、行政全般にわたる改善、推進などについて提言することにより、県政をより

県民に近いものとし、併せて県政の合理的運営を図るための行政監視的役割を果そう

とするものである。このため、現行の県政モニター制度は、「県政アドバイザー」と名

称を改め、広聴制度の一環として正しく位置づけることになる。 

      内容 

       1  選定 

         公募により行う。応募者からの論文により県で選考する。 

         モニター数は２０名前後とする。内訳は、本庁４名、地区行政センターごとに２名

とする。 

       2  任期 

         ２年間とし、半数を１年おきに改選する。 

       3  役割り 

         県政に対する調査及び監視を行い、定期的に調査報告書を提出するとともに、必要

に応じ具体的提言も行う。このため、モニターは個人として活動するほか、県民によ

る行政監視委員会として集団活動も行うことができる。なお、モニターから調査や報

告書等作成のために資料の請求や説明を求められた場合には、原則として所属長が対

応しなければならないこととする。 
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 検討素材の提供 
 

―ブレーンストーミングから― 
 

 住民参加のすすめ方について私たちが検討した際に話題となった事項のうち、第4章で提言し

たものを除き、そのいくつかを検討素材として紹介する。 

１ 広報に関すること 

 (1) テレビ世代に合わせた広報を 

   テレビ世代、マンガ世代といわれる層が増えてきた。彼らは直接視覚に訴えられるもの

しか受け入れられないらしい。イラスト、グラフ、写真など視覚に訴える工夫も必要だ。 

 (2) 広報に県民の声を反映させよう 

   広聴でとりあげられた内容を紹介する欄を設けたり、意見欄を設け、それについての再

意見を求め翌月号で紹介するなど、県民の声を載せよう。 

 (3) 広報の編集に県民参加を 

   県民、マスコミ、学識者などをまじえた広報委員会をつくり、企画・編集に県民が参画

できるような方法を講じたり、県民の中から記者を募集して、一定の欄を提供し、自由に

記事を書いてもらうなど、広報紙への住民参加を進めたらどうか。 

 (4) 情報公開をすすめるために 

   情報公開は県民参加の前提条件であるが、実際問題としては解決しなければならない問

題が山積している。 

   そこでまず、現段階では情報公開と審議会公開の条例化を目的とした情報等公開検討委

員会（仮称）を設ける。これには、県民特に情報の公開を要求したことのある県民と、そ

れに常時対応している県職員・学識者などが参加する。 

  そして下記第一段階から第三段階の条例制定化を行うまでの期間を２～３年を目途とし

て、神奈川県における情報公開システムを確立する。 

   第一段階 議会や各種審議会などに提出した文書の目録を作成し、別に定めた要綱に

もとづき情報公開を行う。 

   第二段階 各種審議会の公開を目的とした条例の制定化を行う。 

   第三段階 県のすべての情報公開を目的とした条例の制定化を行う。 

 (5) 県民への知事からの手紙 

   県政に無関心な層に対し、県政に関心を向けさせるための一方法である。県民の中から

無作為抽出で約1,000人程度を選び、1年間「月刊かながわ」等を無料配布するととも

に、合わせて、知事から県政に関する諸問題について問題提起した手紙を送ることにより、

直接県民に訴える。これには返信用紙も同封しておき、県民はそれを利用して、知事に返

事をかく。或いは県政に関する一般的要望でもよい。 
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   現行の「知事への手紙」は用紙が県民相談の窓口等に置いてあるので、積極派の人しか

手紙を出さないが、「知事からの手紙」なら、もう少し返事を期待できるのではないか。 

   なお、ＰＲのために「月刊かながわ」等は必ず配布すること。 

２ 広聴に関すること 

 (1) テレビ版「街頭録音」の実施を 

   戦後間もない頃、ＮＨＫで街頭録音というのがあった。街頭で市民が気軽に参加できる

市民討論会の一種で、その模様がラジオで放送される番組であったが、そのテレビ版を提

唱したい。 

   現在の県民討論会は会場の収容能力から、２００～３００人しか参加できない。そこで

建前として全県民の参加が可能となるように、テレビを利用しようとするものである。 

   討論会の方式は従来と同じとしても、これをテレビ（ＴＶＫ）で同時放映し、視聴者は

茶の間でテレビを見つつ自分の意見を表明したいときは、電話でテレビ局に通知し、局は

受付けた県民の声をすぐさま会場へ送り、討論の場で紹介され、討議に参加させる。 

   このような方法によれば、多人数の参加が可能となり、茶の間に入りこんだ県民討論会

となるのではないか。 

 (2) 現代版「巡視制度」の復活を 

   行政に対する住民からの要望について、住民から指摘をうける前に、行政側として職員

自身が事前に対処する必要がある。 

   そのためには、職員が現場をよく知らなければならない。法律や書類に目を通すだけで

は現場のことはわからない。首長から一般職員まで管内を巡回し、まちのなかに行政上ど

ういう問題があるのかを、住民より先に自分の目で知る必要がある。まちの中をボヤッと

して歩くのではなく、問題意識を持って歩くことが必要で、これは朝晩の出勤や帰宅の

途上でも同様である。 

   巡回後レポートを提出させ研修する方法も考えられる。 

   いずれにしても、これからは現実から直接自分の目で問題解決法を学ぶ職員を育てるこ

とが必要である。 

 (3) 駅毎に行政連絡員の設置を 

   地域住民に密着し現地の声をいち早く行政に反映させるため、各駅の周辺にオンブズマ

ン的な行政連絡員の設置を提唱する。 

   日本の都市では、大体国鉄や私鉄の駅を中心としてまちが発達してきたから、現在でも

日常のショッピングは駅周辺になっており、したがって日常生活圏を駅勢圏としてとらえ

ることができる。そこで、この日常生活圏のなかで１か所づつ設置する。 

   県内の駅は約３６０であるが、ひとつの日常生活圏としてとらえることができるのは、

実際は半数位ではないかと考えられるが、その駅周辺に普通の店舗やしもたやを借り、こ

れを住民が気軽に立ち寄れるサロン的な相談所にし、県又は市町村の退職公務員を連絡員

にあて、県と市町村の共同事業とする。 
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   住民の日常生活から出てくる要望や陳情又は相談の窓口になるとともに、町内会や自治

会の簡単な会合のできる会場等の提供により、地域コミュニティの拠点とすることもでき

る。 

 (4) 知事面会日(ハローナガス)を設けたらどうか 

   県民参加による県政を目ざす県にとって、県民の県政への関心は必須条件である。県民

にとって知事と直接話し合い、或いは自分の意見を直接知事が聞き、県政に反映される期

待を持つことが可能であれば、行政への関心が高まるのではないか。 

   1 名 称 ハローナガス(知事面会日) 

   2 実施日 毎月1～2回(あらかじめ決めておく) 

   3 場 所 県内の公共施設や公園等 

 (5) 職員は交替で相談窓口へ 

   住民参加による県政をすすめるためには、職員がまず県民と直接接し、そのニーズを適

確には把する必要がある。そのためには、相談窓口を担当職員だけにまかせるのではなく、

職員は交替で相談窓口に勤務したらどうか。場合によったら、各部の代表選手を派遣する

ことも一方法である。 

 (6) 住民参加のセンターを 

   住民運動・住民参加のセンターを各行政センターごとに設ける。そこでは次のような事

業を行う。 

  ① 住民運動・地域活動に関する情報の収集と提供 

  ② 住民運動・地域活動のサロン 

  ③ 住民運動・地域活動への援助 

 (7) 特別調査員制度(県政リポーター) 

   この制度は、県が大規模な事業を実施する前や審議会に諮問する前の段階で、その課題

について特別調査員に事実（ fact）についての調査を依頼し、県はその結果を踏まえて事

業を実施したり諮問したりするものである。 

   特別調査員は、あらかじめ登録されている県民の中から、そのつど委嘱する。 

   登録の方法はいろいろ考えられるが、例えば行政領域ごとに公募・団体推せんなどがあ

る。 

   調査員は、自分ひとりでも、又は自分の所属するグループ員の協力を求めてもかまわな

いが、委嘱された時点から、当該課題について多方面から取材し、それらを出来る限り客

観的には握し、報告書として県に提出する。 

   県は、その報告書を諮問文と一緒に審議会へ提出したり、またはそれを参考にして事業

の計画を立てる。 

３．地域活動への参加 

 (1) 地域活動に参加しやすいような配慮を 

   県政への参加を県民に求めるばかりでなく、県職員も地域住民として、地域で応分の役
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割を担うべきである。そのためには、地域社会において積極的に活動を行っている職員に、

必要な手だてを考える必要がある。例えば、自治会やＰＴＡの役員になった県職員が、こ

れらの活動のためにやむをえず勤務時間内に参加する場合には、一定の条件のもとに職免

扱いにすることなどを考えてもよいのではないか。 

 (2) 職員皆広報マンとして、ポスターをはろう 

   職員は、県民運動や行事予定などの県のＰＲ用ポスターなどを、自宅の塀にはったり、

自宅附近に掲示するなど、県政のＰＲに積極的な姿勢を持とう。 

４ 議会に関すること 

 (1)「神奈川県議会ぼう聴人取締規則」の名称を変えたら 

   地方自治法は議会傍聴人の取締りについて第１３０条で規定しているが、同条第３項で

「議長は、傍聴人の取締りに関し必要な規則を設けなければならない」としている。本県

議会でもこれをうけて「神奈川県議会ぼう聴人取締規則」を設けている。 

   この趣旨は、いうまでもなく議会の紀律を維持するためのものであるが、しかし主権者

たる県民を取締るという感覚は一考を要するのではないか。 

 (2) 議会の広報活動をもっと積極的に 

   大多数の県民にとって、議会は４年に１度の選挙のときだけのものとなっている。最近

は県のたよりにも若干議会記事のコーナーが設けられたり、本会議のＴＶＫ中継、ポスタ

ーなど、以前に比べれば議会のＰＲ活動もかなり行われるようになった。 

   しかし、ポスターにしても東京都ではもう５～６年も前から国電内広告までしているし、

さらに毎会期ごとに全世帯配布（新聞折込み）の「都議会だより（タプロイド版 ４ペー

ジ）」や月刊の「都議会リポート（Ｂ５版 ４０ぺ－ジ 有償価格４０円）」を発行して

いる。 

   県民に開かれた県議会とするためにも、委員会のＴＶ中継も含め、議会の広報活動をも

っと充実させるべきである。 

 (3) 議会の空洞化を防ぐために 

   住民参加が叫ばれるようになった背景として、議会制度の空洞化・形骸化が挙げられて

いるが、議会制度活性化のために次の事項を提案する。 

  ① 委員会の公開 すでに実施している県もあると聞くが…。 

  ② 移動委員会の開催 陳情・請願などに対する審査は、もっと議会自らが地域に入りこ

んで、問題提起をしたり住民と一緒に考えるなど、積極的な活動を 

  ③ 公聴会の活用や参考人制度を設けること 

５ そ の 他 

 (1) 市町村への補助金に住民参加を条件づける 

   市町村が設置する住民のための施設 ― 例えばコミュニティセンターや会館など ― の

建設費等の一部を県が補助する場合、住民参加を補助条件とする。ただし、住民参加の方

式は当該市町村に一任する。 
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 (2) 住民参加の観点から地方自治法を見直してみよう。 

   現行の地方自治法は、住民参加の観点から見ると十分とはいえない。直接請求にしても

事後措置的なものが大半だし、基本構想の策定にしても規定がない。(市町村の場合は議会

の議決が規定されているが) 

   住民参加の観点から是非見直してみるべきである。 

 (3) 社会的負荷公正の原則の確立を 

   住民運動の原因をみると、いわゆる迷惑施設の設置等が挙げられるが、より根本的には、

地元住民に迷惑をかけてもその補償負担について、社会的にはなんらの措置も講じられて

いないことがあげられる。 

   具体的にいえば、市町村が小学校を建設し、それによって日照の問題が起きても地元住

民に対し固定資産税等が軽減される訳でもない。 

   だまっていれば地元のみが一方的に社会的な負担を蒙り、その他の住民は逆に大きな利

益を、直接・間接に受けており、その受益と負荷との間を調整する措置が社会的システム

としてビルトインされていない。 

   このような社会的負荷を、すべての住民が公正に負担するような自動制御装置をもった

社会システムの研究開発が必要である。 

 (4) 要綱行政に住民参加を 

   近年、地方自治体において要綱行政がきわめてさかんに行われている。要綱行政として

は、補助金や許認可の事務取扱を定めた要綱も含まれるが、ここでは住民（企業を含む）

に負担をかける要綱を問題として取りあげてみたい。 

   市町村には開発負担金を内容とする宅地開発要綱があり、本県でも最近高校建設の開発

負担金を内容とする要綱が策定されている。これらの要綱をみるといずれも行政庁が独自

に定めた規約であり、議会の議決を経たものではなく、また要綱策定に際し、住民参加が

行われたことも聞いていない。住民からみれば民主的コントロールを欠いたものである。 

   武蔵野市のマンションにかかる開発要綱の訴訟においてその法的効果が否定される判決

が地裁の段階で下されているが、このような法律論以上に、この問題はもっと根が深

いことを指摘したい。即ち、憲法上、租税法定主義が定められているが、これは国王(行

政庁)の専横的な租税等の強制的負担をチェックするために市民運動により議会の議決を

必要としたためであり、近代史上民主主義運動の金字塔といえるものである。この歴史的

背景を知っている者にとって、要綱行政にそれなりの評価は認められるとはしても、要綱

行政は正に歴史の針を逆回転させるように感じられるのである。 

   近代史の歴史を踏まえたうえで、その合理主義又は個人主義のもとに築きあげられた西

欧の法体系が、歴史的経験のない日本の土譲に移されると表面的には根づいても、その根

本精神がいとも簡単に忘れられてしまうことはままあるが、ここでもその現象をみるよう

に感じられるのである。 

   一方で住民参加を積極的に推進しながら、他方で要綱行政を進めることは矛盾している
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といえよう。 

   行政は、正当の理由があるからといって認められるものではなく、正当の手続（due 

process）を必要とするのである。なかでも住民に直接負担金等を課すような行政につい

ては特に慎重な配慮が望まれるのである。 

 (5) 行政手続きの整備を 

   近年アメリカ、西独などの欧米諸国では、行政手続法が制定され、行政措置の事前の告

知、公開の聴聞などがなされることによって、行政の適正化のための事前抑制や住民、利

害関係人の行政への参加の手段としている事例が多い。 

   我が国でも、具体的立法においてこうした規定を設けているが、各特別法に散在してお

りかならずしも統一されていないし、運用にあたってもその趣旨が十分理解されていると

いい難い。特に最近では、法律的措置によらず、行政指導によっている行政領域が多くな

り、また行政が利害調整機能をも果たすようになってきているため、行政手続きの整備の

問題がクローズアップされている。 

   行政手続きは行政過程への住民参加の問題でもあるが、より具体的には、行政の執行に

あたって利害関係人や近隣住民の権利を実質的に尊重するためのものである。 

   本県においてもこうした手法を多く活用するとともに、各法令に散在している手続きを

統一的に運用できるようモデル(要領等)を制定することを検討したらどうか。 

 (6) 住民参加を理念とした県憲章の制定を 

   県政において「住民参加」の県政システムを展開するにあたって、県民、市町村、職員

にアッピールするため、住民参加の理念を導入した「神奈川県憲章」を制定したらどうか。 

 (7) 住民と県職員によるプロジェクトチームの活用を 

   住民参加の新しい方法として、住民参加と職員参加を結合する意味で、住民と職員によ

るプロジェクトチームを活用したらどうか。 

   課題によっては一般県民から公募する場合もあるし、学識者を参加させることも考えた

い。 

   なお、住民の代表が参加するためには、チーム活動は土曜・日曜などが中心となるが、

平日実施の場合には、参加者の雇用主に協力依頼を行うなどの配慮も必要となる。 

 (8) プロジェクトチームの報告書を職員の共同財産にしよう 

   プロジェクトチームなどがいくつも作られ、その研究成果が発表されているが、それを

職員同士の共有財産とするために、ひとつの提案をしたい。 

   まず各種のプロジェクトチームに中間報告書の提出を義務づけ(もちろんレジメ程度で

もかまわないが)それを教養月報などを利用し職員に知らせる。そこにはあわせて、その中

間報告書の説明と討論のための集会開催のお知らせを載せる。 

   集会はプロジェクトチームの方から目的と中間報告内容を簡単に説明し、その後会場参

加者との討論の場にする。新しい観点からの意見や批判などをとりいれることによって、

よりよい報告づくりができ、まさに職員同士の共有財産とすることができよう。 
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   なお報告書は中間報告であるから、少数意見もあわせて載せておくことが望ましい。 

 (9) 職員討論会を開催しよう 

   県民討論会のテーマは、通常年度当初に決まるので、県民討論会がはじまる前に、同一

テーマで職員間の討論会を行うという提案である。 

   形式は公募で意見発表者と参加者をつのるという、県民討論会と同一形式で実施すべき

である。ただしいくつかの特色を持たせる必要がある。 

   たとえば意見発表者の一定数は関係部局（の応募者）の中から選出するとかである。ま

た討論会には一般県民の傍聴も可能にすべきであろう。 

   そして他の県民討論会に先んじて行い、総括討論集会にも参加できるようにすべきだろ

う。それによって職員自身が問題をほりさげていき、そしてそれをオープンにしていくこ

とによって、県民自身が討論をする時の参考にもなるだろう。 

 

 

お わ り に 
 

 私たちの研究チームは、昨年９月知事から「兼ねて公務研修所勤務を命ずる」という辞令を受けス

タートしたが、以来毎週１回の割で１０か月の間に５０回近い研究会を持った。 

 与えられた研究テーマは「広域自治体としての県レベルにおける住民参加のすすめ方」ということ

で、住民参加の方法論・手法論的なものであったが、私たちは、まずはじめに住民参加とは何かその

理論面の研究から入ることとし、それと並行して県行政のいくつかの領域における事例をとりあげ、

いわゆるケーススタディから問題点を探り、あるべき住民参加の方法を考えようとした。しかし、ケ

ーススタディからのアプローチは現実の県行政を爼上に乗せることになり、資料収集等の調査活動に

入ったところ関係部局の事情その他諸般の状況から困難であることが明らかになったので一部方向

転換を行い、実証的なデータとしては職員意識に関するアンケート調査をもって代えた。 

 また私たちは、住民参加は住民の日常生活に密着した基礎的自治体である市町村レベルにおいて最

も活発に行われるべきであり、県レベルの参加を考える場合には、市町村レベルでの状況をしっかり

と踏まえなければならないという立場をとるものであったが、残念ながら県内市町村の状況を十分に

把握することができなかった。 

 その結果、いわゆる文献研究が中心となり、内容的には総論の域を出ることができなかったが、し

かし研究の過程で著名な先生方から直接ご指導を受ける機会を得たことは、私たちにとって感銘深い

ものがあった。 

 行政の目的は住民福祉の追求であり、住民参加はその目的達成のための装置である。住民の意識や

価値観が多様化した多層構造の現代社会において、安定した社会をつくるためには、参加により利害

調整を図ることが最も有効な解決方法であると私たちは考えている。 

 ところで、職員アンケート調査の結果によれば、住民参加の必要性について「現行制度は形骸化し

ているので新たに住民参加を進める必要がある」及び「現行制度を充実させるとともに住民参加も進
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める必要がある」と答えたものが全体の８６％に達しており、「議会制民主主義を建前としている

ので現行制度以外の直接参加は必要ない」の８％に比べ、回答者の大部分は住民参加の必要性を認め

ていることが明らかとなったが、しかしなんといっても住民参加をすすめるためには、まずその前に

全職員が住民参加の意味を理解するとともに、活発な職員参加が行われなければならない。そのため

には、もういい尽された言葉ではあるが、職員の意識改革が何よりの急務とされなければならない。 

 住民参加は、ひとり広報・広聴等の部門だけが取り組めばよい問題ではない。是非、各部門の全職

員がそれぞれ担当する日常業務のなかで考えていただきたい、と私たちは願っている。 

 私たちの研究も限られた時間と制約の下でのことで、十分な討論を尽しきれなかった部分もあり、

内容的にも掘り下げが足らず未熟なものである。特に県行政を何らかの基準により分類し、それぞれ

の領域における参加方式の提言を試みたかったが、力及ばず果たすことができなかった。 

 

              。       。        。 

 

 神奈川の自治を考える懇話会の委員の先生をはじめ、いちいちお名前を挙げることを略させていた

だきますが、私たちの研究のためにご指導・ご助言を賜わりました諸先生に厚くお礼申し上げます。

特に日本都市センター研究室の金子修先生には、ご多忙の中を職員アンケート調査の設計や分析の面

でひとかたならぬご指導・ご援助をいただきありがとうございました。 

 最後に、私たちの研究を自由なふん囲気の中で行わせていただいた公務研修所当局並びにチーム活動

にいろいろとご協力・ご支援をいただいた関係所属にお礼を申し述べさせていただきます。 

 

 昭和５３年７月 

 

  公務研修所 

   「広域自治体としての県レベルにおける住民参加のすすめ方」研究チーム 

    井 尻 皓 嗣  県民部県民総務室 (チームリーダー) 

    岩 渕 三 男  鶴見県税事務所納税課 

    浅 倉 利 之  企画部市町村課 

    津 留 利 彦  県民部広報課 

    川 村   均  横須賀土木事務所用地課 

    水 上 哲 也  横浜地区行政センター県民課 

    石 渡 信 栄  横須賀三浦地区行政センター消費生活課 

    秋 津 和 雄  公務研修所研究部 

    坂 本 寿 男  公務研修所研究部 
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          （社会学講座１４） 

松 原 治 郎   「住民参加と自治の革新」「コミュニティと教育」 

松原治郎・似田貝香門  「住民運動の論理」 

井 出 嘉 憲   「地方自治の政治学」「行政と参加」（行政学講座 (3)） 

高 寄 昇 三   「地方主権の論理」「地方自治の再発見」「自治体からみた住民運動」（地域と自治体 (3)） 

松 下 圭 一   「市民自治の憲法理論」「新政治考」 

石 田 頼 房   「都市計画の決定過程における住民参加」（政策決定と公共性）「都市計画法における住民参加」 

          （都市問題 １９７７．１０） 

西 尾   勝   「権力と参加」「都民参加の都政システム」 

阿 部   斉   「デモクラシーと市民参加」（現代都市政策Ⅱ）「デモクラシーの論理」 

内 田   満   「政治参加の方法」（現代政治学の基礎知識）「政治参加の構造的変貌と政治過程」（政治参加の理 

論と現実） 

内 山 秀夫他   「デモクラシーの構造」 

高 木 鉦 作   「地方議会と住民参加」（住民参加と行政） 

成 田 頼 明   「現代社会と自治制度の変革」 

辻   清 明   「日本の地方自治」 

坂 田 期 雄   「新しい都市政策と市民参加」 

本 田   弘   「市民参加」 

華 山   謙   「環境政策を考える」 

宇都宮深志・荒木昭次郎   「開かれた市民参加を目ざして」 

小 高   剛   「住民参加手続の法理」 

堀 部 政 男   「アクセス権」 

飯 塚 良明他   「現代政治学」 

徳 田 徳 衛   「現代都市論」 

伊 藤 善 市   「都市形成・発展」（都市問題の基礎知識）「日本の工業化と都市化」（都市問題の基礎知識） 

中 村 紀 一   「アドヴォカシー・プランニング」（都市問題の基礎知識） 

似田貝 香 門   「資本主義の都市問題」（都市問題の基礎知識） 

池 田 政 章   「憲法における住民参加の地位」（公法の理論下Ⅰ） 

山 田 幸 男   「行政過程と住民参加」（公法学研究下） 

村 松 岐 夫   「住民参加と行政」（新地方自治論集 (2)）「自治体行政と住民参加」（都市問題研究１９６９． ２） 

大 原 光 憲   「都市自治の革新」 

手 島   孝   「行政国家の法理」 

大 森   弥   「新しい政治参加」（総合研究アメリカ (3)） 

福 田 歓 一   「近代民主主義とその展望」 

加 藤 一 明   「現代行政と市民参加」 

 

加藤 寛・丸尾直美  「民主主義の経済学」 

武藤忠義・丸尾直美・住谷 磬  「福祉経済学」 
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梅 津 和 郎  「国民の経済学」 

黒 沼   稔  「地方自治総点検論」 

島 津 康 男  「環境アセスメント」 

大 野 明 男  「市民運動と政治」 

飽 戸   弘  「社会調査入門」 

片 桐   薫  「イタリア民主主義の構造」 

都市生活環境研究会  「自治体の広報・広聴」 

Ｃ．ペイトマン  寄本勝美訳 「参加と民主主義理論」 

Ｆ．Ｅ．ローク  今村都南雄訳 「官僚制と権力の政策過程」 

秋 元 律 郎  「自治体行政と住民参加」（都市問題 １９７６．１） 

佐久間   彊  「住民参加論について」（自治研究５２巻３号） 

新 藤 宗 幸  「地方自治と地方議会の改革」（都市問題 １９７７．５） 

西 谷   剛  「計画行政と住民参加」（公法研究３９号）「住民参加と開発行政」（住民参加と行政） 

中村靖雄・清水英治  「公共事業と地域住民」（月刊用地 １９７５．１１） 

香 山 健 一  「行政システムのフィードバック」（自治研修 ５１．３） 

水 口 憲 人  「住民運動・革新自治体と住民参加」（地域と自治体(3)） 

若 林 良之助  「直接請求制度の現状と展望」（自治研修 ５０．４） 

岩 切 孝 一  「議会における請願及び請願の受理について」（地方自治 ４９．１０） 

本 間   光  「地方議会における公聴会制度について」（自方自治 ５０．９） 

細 見 友 昭  「直接請求に係る実態調査の結果について」（地方自治 ５２．５） 

苧 坂 和 邦  「諸外国のオンブズマン制度」（自治研究５３巻８号） 

議会制度研究会  「都道府県議会の改革についての意見」（地方自治 ４９．１） 

小 林 直樹他  「川崎における新しい市民参加のあり方－参加と連帯の市政を進めるための多摩区からの提言－」 

横 山 桂 次 訳  「スケフイントン委員会報告 住民参加と都市計画」（横浜市都市科学研究室） 

武 蔵 野 市  市民参加による長期計画策定とその展開 

東京都都民生活局  「都民の声 ’７６」 

愛媛県シンクタンク  「県民の行政への参加－住民参加の愛媛方式を求めて－」 

大阪府地方自治研究会  「行政への住民参加」 

北海道住民参加プロジェクトチーム  「新計画における住民参加の方法」 

埼玉県社会経済総合調査会  「県政における住民参加 －埼玉方式へのアプローチ－」 

経 済 企 画 庁  「総合社会政策を求めて」 

地方制度調査会  「住民の自治意識の向上に資するための方策に関する答申」 

行政大百料辞典 

長 野 士 郎  「逐条地方自治法」 

地方自治総合研究所  「全国住民団体名簿」 

国会図書館調査及び立法考査局  「情報の自由に関する法律」（外国の立法 １９７６．１） 

                「日の当る政府法」    （  〃   １９７７．１） 

                「連邦職員代表法」    （  〃   １９７５．１～５） 

神 奈 川 県  「県勢要覧」 

         「環境白書」 

         「監査２０年のあゆみ」 

         「広報事務の手引き」 

                                （敬称略、順不同） 
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研究チームの活動記録 

 

回数 月   日 主    な    記    録 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

 

14 

15 

 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

52. 9. 1（木） 

 

52. 9. 8（木） 

52. 9.22（木） 

 

52. 9.29（木） 

 

52.10. 6（木） 

52.10.13（木） 

 

52.10.20（木） 

 

52.10.24（月） 

52.10.27（木） 

52.11.10（木） 

 

52.11.17（木） 

 

52.11.19（土） 

52.11.24（木） 

 

 

52.11.29（木） 

52.12. 9（金） 

 

 

52.12.15（木） 

52.12.22（木） 

52.12.27（火） 

 

53. 1. 5（木） 

53. 1. 3（金） 

53. 1.19（木） 

53. 1.26（木） 

53. 2. 2（木） 

53. 2. 9（木） 

53. 2.16（木） 

 

53. 3. 2（木） 

研究チーム員に知事から公務研修所への兼務辞令が手渡され、チームが発足した。 

（原則として、毎週木曜日がチーム活動の日と定められた。） 

研究の進め方について検討 

研究の進め方について各人の作成した研究フレームの発表と検討 

当面の作業日程の決定 

各部事業概要の検討 

「市民参加（篠原 一著）」「住民参加と行政（自治大研究部編）」を教材として配布 

新神奈川計画策定過程における県民参加の状況について検討 

講義「都市計画と住民参加について」都立大石田頼房助教授 

「転換期の地方自治（佐藤 竺著）」を教材として配布 

道路建設における住民参加の現状について検討 

事例研究のすすめ方について検討 

講義「県レベルにおける住民参加のすすめ方」成蹊大佐藤 竺教授 

事例研究実施のための打合せ及び資料収集 

作業日程の確認と分担の決定 

「開かれた市民社会をめざして（宇都宮深志・荒木昭次郎編著）」を教材として配布 

講義「茅ケ崎市における市民参加の現況と県政への市町村参加について」茅ケ崎市池田広報課長 

講義「本県における広聴活動の現況と展望」県民部渥美県民課長 

県民討論会総括討論会を見学（各地区県民討論会についても分担して見学） 

講義「市民参加について」５１年度自主研グループ知事表彰 市民参加研究会 後藤正幸衛生総 

務室主査 

講義「アメリカにおける市民参加の近況等について」国際基督教大渡辺保男教授 

講義「県レベルにおける住民参加のすすめ方」法政大松下圭一教授 

事例研究の進行状況の検討 

職員アンケート調査実施についての検討 

県民部プロジェクトチーム及び都市政策研究会（自主研究グループ）との意見交換 

講義「意識調査の考え方と進め方」日本都市センター研究室金子修研究員 

職員アンケート調査の設計について検討 

職員アンケート調査の設計について検討 

今後の研究の進め方について検討 

講義「県レベルにおける住民参加のすすめ方」東大井出嘉憲教授 

講義「県レベルにおける住民参加のすすめ方」筑波大安田八十五助教授 

職員アンケート調査の設計について日本都市センター金子修研究員の指導をうける 

研究報告書フレームの検討 

各自分担事項の研究 

講義「米国における情報公開関係法制度について」東大奥平康弘教授 

職員アンケート調査の実施内容を決定 

（実施時期 ３．１～３．１５） 

講義「西独における職員参加制度について」労働省岡部労働法規課長 
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回数 月   日 主    な    記    録 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

 

53. 3. 9（木） 

 

53. 3.16（木） 

53. 3.23（木） 

 

53. 3.30（木） 

53. 4. 5（水） 

53. 4.13（木） 

53. 4.20（木） 

53. 4.27（木） 

53. 5. 1（月） 

53. 5. 4（木） 

53. 5.11（木） 

53. 5.18（木） 

53. 5.25（木） 

53. 6. 1（木） 

53. 6. 8（木） 

53. 6.15（木） 

53. 6.22（木） 

53. 6.29（木） 

 

53. 7. 6（木） 

53. 7. 7（金） 

53. 7.13（木） 

53. 7.14（金） 

53. 8.31（木） 

講義「県レベルにおける住民参加のすすめ方」横浜国大成田頼明教授 

職員アンケート調査票回収分整理点検 

職員アンケート調査票回収分整理点検 

職員アンケート調査票回収分整理点検し、電子計算課へ集計を依頼 

他府県における住民参加の状況について調査結果の報告 

講義「住民参加について」県民部武井県民総務室長 

各自分担事項の研究 

各自分担事項の研究 

講義「米国における情報公開諸法制度について」東大奥平康弘教授 

講義「住民参加と職員意識」日本都市センター金子修研究員 

各自分担事項の研究 

作業進行状況の検討 

各自分担事項の研究 

各地区行政センター県民課職員と意見交換 

各自分担事項の第一次原稿提出 

第一次原稿の検討 

研究報告書フレームの調整 

第二次原稿の提出 

第二次原稿の検討 

研究報告書フレームの最終決定 

第三次原稿の提出 

職員アンケート調査の分析結果について日本都市センター金子修研究員から指導をうける。 

第三次原稿の検討 

最終調整 

公務研修所長に研究報告書を提出 

公務研修所兼務（任）を解く旨の発令があり、研究チームは解散した。 

 

なお、上記研究日以外にも、少グループごとに分担事項について適宜打合せを行った。 

 

 

 

－96－ 



１ 住民参加に関するアンケート調査結果の分析 
Ⅰ 調査のあらまし 

  １ 調査の目的 

    この調査は、住民参加について、職員がどの

ような意識をもっているかその状況を調査し、

本チームが進めている住民参加に関する研究

の参考とするために実施した。 

  ２ 調査の内容 

   (1) 地域住民としての地域活動への対応 

   (2) 職場における情報や意見の流れ 

   (3) 住民運動及び住民参加 

   (4) 新神奈川計画 

   (5) 自由意見 

  ３ 調査の設計 

   (1) 調査対象 

     窓口担当部門(各地区行政センタ－県民部、

各青少年会館）、管理担当部門（各部総務室

総務班、人事課、財政課、行政管理課）、企

画調整担当部門（各部総務室企画調整担当

班、計画室）、公共事業担当部門（道路補

修課、道路建設課、都市施設課、各土木事

務所道路補修課及び道路都市課）の職員 

   (2) 標本数 

      ６７３人 

   (3) 標本抽出法 

     職員録により、課（室）所単位で無作為

抽出（窓口４：管理２：企画調整２：公共

事業２の割合による） 

   (4) 調査方法 

     調査票を直接回答者に送付し、直接回収 

   (5) 調査期間 

     昭和５３年３月１日～３月１５日 

  ４ 回 収 結 果 

   (1) 回 収 数（率） ５７２人（８４．９％） 

   (2) 有効回収数（率） ５６６人（８４．１％） 

Ⅱ 調査対象者の属性 

  １ 性    別 

（実 数） （百分比） 

1. 男 ５００ ８８.３ 

2. 女 ６１ １０.８ 

3. 無回答（ＮＡ） ５ ０.９ 

計 ５６６ １００.０ 

 

    全体の9割近くが男性であり、女性は1割

程度である。 

  ２ 居 住 市 町 村 

（実 数） （百分比） 

 1. 横 浜 ２１７ ３８．３ 

 2. 川 崎 ２１ ３.７ 

 3. 横須賀・三浦 ４８ ８.５ 

 4. 県 央 ８２ １４.５ 

 5. 湘 南 １０８ １９.１ 

 6. 足柄上 １３ ２.３ 

 7. 西 湘 ４０ ７.１ 

 8. 津久井 ９ １.６ 

 9. 他 ２０ ３.５ 

10. 無回答(ＮＡ) ８ １.４ 

計 ５６６ １００.０ 

 

    現在、住んでいる地域は全体の約4割が横

浜地区であり、以下湘南地区、県央地区の順

になっている。これは勤務場所と相関を深く

するものである。 

  ３ 居 住 年 数 

（実 数） （百分比） 

1.   ～ 2年 ５３ ９.４ 

2.  2～ 5年 ８５ １５.０ 

3.  5～10年 ８８ １５.５ 

4. 10～20年 １０６ １８.７ 

5. 20～30年 １０４ １８.４ 

6. 30～ １２２ ２１.６ 

7. 無回答（ＮＡ） ８ １.４ 
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   計 ５６６ １００.０ 

 

    現在地での居住年数は、３０年以上が２割

強で最も多いが、１０～２０年および２０～

３０年も２割弱、また、２～５年および５～

１０年も約１５％を示しており、全体に分散

する傾向にある。このことは、人口の移動（増

加を含む）がここ２０～３０年の間、常にく

り返されていることを物語るものであろう。 

  ４ 担 当 部 門 ※ 

（実 数） （百分比） 

1. 窓 口 ２３９ ４２.２ 

2. 管 理 １０５ １８.６ 

3. 企画調整 １０２ １８.０ 

4. 公共事業 １２０ ２１.２ 

    計 ５６６ １００.０ 

 

    窓口部門が全体の約４割を占め、残り６割

を管理・企画調整・公共事業部門で３等分し

それぞれ、２割前後を示している。 

    ※調査のあらましの項参照 

  ５ 等   級 

（実 数） （百分比） 

1. 1～2Ａ ８９ １５.７ 

2. 2Ｂ ９３ １６.４ 

3. 3 １３４ ２３.７ 

4. 4～6 ２４２ ４２.８ 

5. 無回答(ＮＡ) ８ １.４ 

   計 ５６６ １００.０ 

    ４～６等級が全体の約４割を占め、以下３

等級、２Ｂ、１～２Ａの順で等級が上に行く

ほど回答者数は減少していく。 

 

 

 

  ６ 勤 務 場 所 

（実 数） （百分比） 

 1. 本 庁 ２３０ ４０.６ 

 2. 横 浜 ２８ ４.９ 

 3. 川 崎 ２２ ３.９ 

 4. 横須賀・三浦 ４７ ８.３ 

 5. 県 央 ７７ １３.６ 

 6. 湘 南 ７８ １３.８ 

 7. 足柄上 ２５ ４.４ 

 8. 西 湘 ３０ ５.３ 

 9. 津久井 ２３ ４.１ 

10. 無回答(ＮＡ) ６ １.１ 

    計 ５６６ １００.０ 

 

    勤務場所は４割が本庁で、以下湘南地区、

県央地区となっており、ほぼ居住市町村と対

応しているが、次のようなずれが若干生じて

いる。 

    勤 務 場 所 居 住 市 町 村 差 

本 庁 ４０.６ －２.３ 

 〃 (横浜含む) ４５.５ －７.２ 

湘南地区 １３.８ １９.１ ＋５.３ 

県央地区 １３.６ １４.５ ＋０.９ 

足柄上・西湘地区 ９.７ ９.４ －０.３ 

津久井地区 ４.１ １.６ －２.５ 

    このずれは正確には集計が行われていないの

で推定になるが、本庁（横浜を含む）に勤務し

ている職員の中に湘南地区に居住している

人々がかなりおり、また津久井地区に勤務して

いる職員の中に県央地区に居住している人が

いるためであるといえよう。 

７ 県 勤 務 年 数 

（実 数） （百分比） 

1.  ～ 1年 １０ １.８ 

2. 1～ 5〃 ５７ １０.１ 

3. 5～10〃 １３３ ２３.５ 

横浜地区３８．３ 
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4. 10～20年 １９１ ３３.７ 

5. 20～ １６６ ２９.３ 

6. 無回答(ＮＡ) ９ １.６ 

    計 ５６６ １００.０ 

 

    勤務年数で最も多いのは１０～２０年の人

で、全体の1/3にあたる。次いで２０年以上が

約３割、５～１０年が２割強である。 

 

 

  上記のような調査対象者の属性を前提として、

次に各設問の結果をみることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 設問の結果（分析） 

  １ 地域住民としての立場からみた地域活動に

ついて 

  (1) 地域活動への参加（問１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「だれかがきっかけを作れば加わる」とす

る他律活動型の回答が最も多く、約４割を占

めている。次いで「積極的に活動する」とい

う自律活動型が全体の 1/4である。この２つ

のタイプを合せると全体の2/3となり、地域

への関心は一般にいわれるような無関心型

であるとは、必ずしもいえない。 

    しかし、この設問は気持を問うたものであ

り、実績についての問であれば、当然何らか

のかたちで活動を行うタイプが減少する

ことは容易に予想されることであろう。 

    逆に「あまり活動したくない」は２割で

「活動しない」と合わせると全体の1/4にに

なることも、前述のことから見逃すことので

きない数字である。 

    なお、県政アンケートによる結果との関係

では、「積極的に活動する」タイプは職員調

査において約２倍の回答を示しているのが

注目される。少なくとも気持の上では県民よ

Ｑ１ あなたは、地域のつながりや結びつきを深めるため

に、あなた自身積極的に活動をするお気持ちがあります

か。 

県政アン 
ケート 

1. 積極的に活動する 144人 25.4％ 13％ 

2. だれかがきっかけ 234 41.3 48 

を作れば、自分も

それに加わる 

3. あまり活動したく 113 20.0 25 

ない 

4. 活動しない 34 6.0 5 

5. わからない 33 5.8 8 

6. 無回答（ＮＡ） 8 1.5 1 

計 566 100.0 100.0 
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り高い意識を有しているといえよう。 

  ※ 県政アンケートとは、昭和５１年１２月に

県民部が実施したてがみによる県政アンケ

ート調査「地域の連帯と県政への参加」のこ

とである。（問４、問５も同じ） 

 

  （性別）女性の回答が他律活動型の「だれか 

  がきっかけをつくれば」と消極対応型の「あ 

  まり活動したくない」に集中する傾向が結果に 

  示されている。 

   性別、県政アンケートとの対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （居住年数）全体を通しての傾向は見られな 

  いが、３０年以上の居住年数を有している回 

  答者において、積極的に活動する気持が４割を 

  こえており、他の居住年数に比べて２～４倍の 

  値となっていることが注目される。 

  （担当部門）自律活動型と他律活動型を合わ 

  せると、どの部門でも６割台であまり異なる 

  結果とはなっていない。しかし、２つのタイ 

  プを別けてみると、自律活動型は窓口部門に多 

  く、公共事業部門が少なく、他律活動型では管 

  理部門が多くなっている。 

担 当 部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （等級）自律活動型は１～２Ａが多く、４～

６では少ない。勤務年数とも合わせて考える

と、４～６の若年層は地域社会とのかかわりを

生活の中でとりこむことができず、１～２Ａの

高年層では地域社会の中に十分根をおろして

いることがうかがえる。 

   （勤務場所）本庁とその他の地区という二分

する集計ではあまり大きな差は生じないが、

その他の地区を個別にみるとかなりの差が生

じていることがわかる。まず、自律活動型と他

律活動型の両活動型を合せてみると、横浜地区

では活動型が少なく、特に自律活動型は平均の

半分以下で、またＤＫが平均の３倍以上にも及

んでいる。一方、川崎、西湘、津久井地区では

活動型が多く、特に西湘、津久井地区では８割

をこえていることが注目される。但し、この２

地区について自律活動型と他律活動型に分け

ると全く異なる構成となっている。西湘地区で

は自律活動型が川崎地区に次いで少なく、他律

活動型が全地区の中で最も多いのに対し、津久

井地区では前者が全地区の中で最も多く、後者

は足柄上地区に次いで少ないという、まったく

逆の傾向を表わしている。 
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勤 務 場 所 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （本県勤務年数）２０年以上の年数の層に自

律活動型が多く見られるが、全体として年数

が増えることによって自律活動型になるとい

う傾向は見られない。 

（１－１）活動内容（問１ ＳＱ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   全体ではスポーツ・レクリエーションが約３

割と最も多く、以下町内会・自治会、趣味・学

習、地域問題などで、それぞれ２割前後の回答

となっている。県政アンケートと比べてみると

順位は変わらないが、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動を県職員がより多くイメージしており

逆に子供・老人・婦人の集まりや行事は県政ア

ンケートの1/3にすぎない。 

   （性別）男性と女性では活動内容についてか

なりの差がみられる。特に町内会・自治会活

動は圧倒的に男性が多く、趣味・学習活動で

は女性が多い。 

性別、県政アンケートとの対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （等級・本県勤務年数）等級別では等級が高 

  くなるに従って、町内会・自治会活動の比率 

  が増え、逆にスポーツ・レクリェーションで 

  は減る傾向をみせている。これは勤務年数と 

  あわせて考えると次のような関係がなりたつ 

  ことによる。 

     地域との関係    密   疎 

     等    級    高   低 

     本県勤務年数    長   短 

  (2) 住民運動への参加（問２） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ ところで、あなたの近所で住民の権利や生活環境を

守る住民運動が起きた場合、あなたはどのように対応

しますか。 

1. 積極的に参加する 165人 29.1％ 

2. さそわれたら参加する 162 28.6 

ＳＱ１（Ｑ１で１又は２と答えた方に） 

  あなた自身が、具体的に活動をおこすとしたら、ある

いは活動に加わるとしたらどのような活動ですか。 
県政アン 
ケート 

1. 町内会や自治会の 83人 22.0％ 24％ 

活動 

2. 地域での趣味や学 75 19.8 18 

習などのサークル活 

動 

3. 地域でのスポーツ・ 120 31.7 24 

レクリエーション活動 

4. 子供や老人・婦人 14 3.7 12 

等を中心とした集ま 

りや行事 

5. 地域でかかえてい 65 17.2 15 

る問題を通じての活 

動 

6. 地域のミニ情報を 6 1.6 2 

知らせる広報活動 

7. その他 6 1.6 2 

8. 無回答（ＮＡ） 9 2.4 2 

計 378 100.0 100.0 
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   「積極的に参加する」と「さそわれたら参加

する」がともに３割弱で、次いで「あまり参加

したくない」が約２割という回答であった。前

二者の自律参加型と他律参加型をあわせると

約６割近くの人が参加するという回答になり、

参加比率はかなり高いといえよう。しかし、こ

の問も気持を問うたもので、実績についての回

答でないことを考えておかなければならない

であろう。 

  （性別）地域活動と同様に住民運動において 

  も、女性は自律参加型が少なく、他律参加型 

  が多くなっている。 

性 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （居住年数）あまり差は見られないが、問１ 

  の地域活動で見たように居住年数が２０年以 

  上という回答者に自律参加型が若干多くなっ 

  ている。 

  （担当部門）あまり差は見られないが、居住 

  年数と同様に問１との相関が若干みられる。 

  自律参加型は窓口部門で若干多く、管理部門 

  は少ない。そしてこの管理部門では消極参加 

  型が若干多くなっている。 

  （勤務場所）自律参加型と他律参加型を合せ 

  た参加で、西湘、津久井の２地区が高い参加率

を示しており、問１の結果と相似している。

一方、地域活動では低率であった横浜地区は

住民運動への参加においては平均を上回る高

い比率となっている。 

  この設問は全般的に問１の地域活動と相関する

傾向があるが、問１に比べると回答が平準化する傾

向にある。 

 (3) 県民運動への参加（問３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多いのは「参加したことがない」で半数

強に達している。次いで「たまに参加した」「積

極的に参加した」の順で２割前後の回答となっ

ている。そして、「関心がない」は非常に少な

く２．５％にすぎない。参加したことがあると

いう回答を合計すると約４割になるが、それで

も参加したことがないとする回答の方が多い。

なお、本年４月に発表された県政アンケート

調査によると、「かながわふるさとまつり」に

参加したことがあると答えた者は５％で、知ら

ないと答えた者が４４％に達している。こう

したことから、県民運動の内容や方法につい

て検討がなされる必要性も感じられよう。 

  （性別）はっきりとした傾向を読み取ること

はできないが、問１、問２と同様、女性では「積

極的参加」や「たまに参加」が少なく、「参加

したことがない」や「関心がない」が 

   多い傾向にある。 

Ｑ３ あなたやあなたのご家族は、「ふるさとまつり」、

「ともしび運動」、「クリーンアンドグリーン作戦」な

どの県民運動に参加したことがありますか。 

1. 積極的に参加した 105人 18.6％ 

2. たまに参加した 133 23.5 

3. 参加したことがない 299 52.8 

4. 関心がない 14 2.5 

5. その他 12 2.1 

6. 無回答（ＮＡ） 3 0.5 

計 566 100.0 

3. あまり参加したくない 116 20.5 

4. 参加しない 27 4.8 

5. わからない 87 15.4 

6. 無回答（ＮＡ） 9 1.6 

  計 566 100.0 
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   （居住年数）居住年数が永くなる程、県民運

動は積極的に行われ、２年未満の人が９％で

あるのに対し３０年以上では２５％となり約

３倍の値となっている。 

   （担当部門）部門によって大きな差が生じて

いる。県民運動に積極的に参加しているのは窓

口部門で全体の 1/3 を占め、管理、企画調整、

公共事業部門の４～５倍を示している。そして、

逆に「参加しない」では窓口部門が全体の 1/3

であるのに対し、他の３部門ではその約２倍を

示している。窓口部門で積極的参加が多いのは

各地区行政センターが、事業実施の担当部門の

中心として活動したことが影響しているので

はないかと考えられる。 

部門別、本庁・出先別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （等級）積極的参加とたまに参加するという

回答をあわせた集計によると、１～２Ａが５８ 

％、２Ｂが４７％、３が４０％、４～６が３５ 

％というように等級が高くなるにつれて、参加

も増加傾向を示している。これは、問１、問２

で得られた結果と一致するものであり、また後

述の勤務年数とも係っている。 

   （勤務場所）本庁と他の８地区の二分する集

計によると、その差がはっきり現われてくる

ことがわかる。「積極的に参加する」とするの

は本庁6.5％に対し、それ以外の８地区計では

２７％で約４倍に達している。本庁においてこ

のような低い値を示すことは、一つの問題とし

て提起することができよう。 

   （本県勤務年数）１年未満は数が少ないため

全体の傾向と一致しないが、これを除いて考

えれば、勤務年数が永くなるほどほぼ参加の度

合が多くなる傾向にある。積極的およびたまに

という２つの参加の合計でみると、１～５年４

０％、５～１０年３２％、１０～２０年３７％、

２０年以上５５％である。（１～ 

５年の４０％という値の中にはたまに参加が

３３％ある） 

   以上の結果から、強引に一つの関連を作りだせ

ば、積極的に県民運動に参加しているのは、男 － 

永い居住年数 － 窓口部門 － 高い等級 － 本

庁以外の勤務 － 永い勤務年数といえよう。こ

の図式は再集計による裏付によって証明しなけ

ればならないが、大筋において誤りはないといえ

よう。 

 (4) 行政との話し合いへの参加（問４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「さそわれたら参加する」という他律参加

Ｑ４ あなたは今後「県民討論会」や「市町村政懇談会」な

どのような、住民と行政側との話し合いの場が地域で

開催された場合、参加しますか。それとも参加しませ

んか。 

 

1. 積極的に参加する 146人 25.8％ 16％ 

2. さそわれたら参加 169 29.9 40 

する 

3. あまり参加したく 115 20.3 13 

ない 

4. 参加しない 86 15.2 11 

5. わからない 47 8.3 19 

6. 無回答（ＮＡ） 3 0.5 1 

計 566 100.0 100.0 

県   政 
アンケート 
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型が最も多く約３割で、以下、「積極的に参加

する」という自律参加型２６％、「あまり参加

したくない」という消極参加型２０％、「参加し

ない」という拒否型１５％の順とな 

っている。この問と前述の問２はほぼ同じ傾

向を示しているが、ここでは「参加しない」と

いう拒否型が問２の約３倍あることが注目さ

れる。 

   また、県政アンケートとの比較では、自律お

よび他律参加型を合せると共に５６％となる

が、今回の調査においては自律参加型の比率が

高く、問１と同様の傾向を示している。一方、

県政アンケートでは、「あまり参加したくな

い」消極参加型と「参加しない」拒否型の合計

が２４％であるのに対し、今回の調査では約

３５％と高い率になっていることが注目され、

県職員としての問題が内包されていよう。 

  （性別）問１～３と同様、女性において自律 

  参加型が少なく、消極参加型および拒否型が 

  若干多くなる傾向にある。 

  （居住年数）全体としての傾向は見い出せな 

  いが、問１～３と同様、３０年以上の居住者 

  において自律参加型が多＜見られる。 

  （担当部門）部門による特徴を示すと 

     自律参加型   窓口部門 

     中 間 型   企画調整部門 

     他律参加型   公共事業部門 

     拒 否 型   管理部門 

  となり、前述の設問と同様の傾向にある。 

  県政アンケート、部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （等級）全体を通じてみるとほぼ等級が高く 

  なるに従って自律参加型が増加する傾向にあ 

  る。そして、１～２Ａと４～６では問３と同様 

  にまったく逆の傾向を示している。 

  （本県勤務年数）全体としてはっきりした傾 

  向は見られないが、前問と同様、１～５年未 

  満では拒否型が多く、２０年以上では自律参加 

  型が多くなっている。 

 (5) 県政への参加方法（問５、ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５ 今日、行政におけるすべての問題が複雑多岐にわた

ってきており、住民と一体となった行政が必要となっ

てきています。本県でも県政を県民との共同作品とす

るためいろいろ努めていますが、あなたは県政に県民

が参加する場合、どのような方法を実施したらよいと

お考えですか。次の中から２つまでお選び下さい。 

 

1. 県が実施する事業 234人 41.3％ 31％ 

についての情報の公 

開や説明会を開く 

2. 「県民討論会」な 78 13.8 7 

どの対話集会を開く 

県   政 
アンケート 

－106－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   県政アンケートと合わせてみると次のよう

になる。 

   上位３位まではパーセンテージは異なるが

同じ方法があげられている。４位以下は異な

る回答となっているが、この中で目につくの

は、広報紙に意見欄は県職員が１３％に対し

県政アンケートでは２６％と倍になっている。

また、対話集会では県職員１４％に対し、県

政アンケート７％となっており、この２つの

方法は大きく意見が分れている。 

  （性別）大きく異なることはないが、男性で

は世論調査が多く、女性では対話集会、審議

会への住民参画、広報紙への意見欄が多い傾

向にあり、強いて言えば男性では間接的方法

女性では直接的方法を志向している。 

     県政アンケートとの対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （居住年数）２年未満および２～５年の居住

年数において、情報公開、説明会が低率で、

逆に対話集会が高率となっている。これは、

一方的な方法より、やりとりのできる方法が

新住民にうけ入れられることを示している。

また、３０年以上の居住者にあっては世論調

査に期待がよせられている。 

２ 職場情報や意見の流れについて 

 (1) 県の情報を十分知りうる状態であるか 

（問６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 県民の意識を把握 167 29.5 29 

するため、世論調査 

や意識調査を数多く 

  実施する 

 4. 各種の「審議会」 68 12.0 18 

  や「協議会」などに 

  住民代表を入れる 

 5. 県民提案週間など 49 8.7 10 

  を設けて意見を聞く 

 6. 県の広報紙に県民 74 13.1 26 

  の意見欄を設ける 

 7. モニター制度の充 51 9.0 10 

  実をはかる（人員の 

  増加等） 

 8. その地域の生活に 298 52.7 50 

  影響を及ぼす問題に 

  ついては、地域住民 

  も参加するようなし 

  くみをつくる 

 9. その他 20 3.5 1 

10. 無回答（ＮＡ） 10 1.8 5 

計 1,049 185.4 187 

Ｑ６ あなたは県職員として、県の重点事業、トップの

考え方や県政の動向などに関する情報を知りうる状

態にあると思いますか。 

1. 十分に知りうる状態にある 100人 17.7％ 

2. ある程度知りうる状態にある 330 58.3 

3. あまり知りえない状態にある 100 17.7 

4. ほとんど知りえない状態にあ 31 5.5 

る 

5. 無回答（ＮＡ） 5 0.8 

計 566 100.0 
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   「ある程度知りうる」とする回答が最も多

く５８％で、次いで「十分知りうる」と「あ

まり知りえない」がそれぞれ１８％である。

「十分」と「ある程度」を加えると全体の 3/4

が、一応知りうる状態にあるといえよう。し

かし、残りが 1/4あることは注意しなければ

ならないであろう。そして、今後の情報周知

にとっての課題といえる。 

  （性別）ここにおいても女性について問題が

生じており、「十分知りうる」のは男性の 1/4

にすぎない。そして「あまり知りえない」は

男性の 2.5倍に達する３８％であり、今後女

性に対する情報の提供については十分検討さ

れなければならないであろう。 

性 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （担当部門）「十分知りうる」とするのは管理

部門では全体の 1/4であるのに対し、公共事

業部門ではそのまた 1/4で約７％にすぎない。

そして、このことが、公共事業部門で「あま

り知りえない」とする回答を２６％と他部門

より多くしている。 

   「十分」と「ある程度」を加えてみると、

企画調整８８％、管理８０％、窓口７４％、

公共事業６５％となり、公共事業部門に問題

が多く含まれている。 

  （等級）情報を知りうる程度と等級は完全相

関を示しており、高い等級ほど十分な状態に

あり、４～６等級では不十分な状態にあるこ

とがはっきりとしている。このことから、情

報の流れるパイプの整備と流れをよくする潤

滑油の必要性が課題としてあげられよう。 

  （勤務場所）本庁と他の８地区の計でみると、

本庁に比べ他の８地区に問題があるといえる。

「十分」と「ある程度」を加えると本庁８５％

に対し、他地区計では７０％である。８地区

のうちでも特に、川崎、横須賀・三浦県央な

どにおいて問題が顕著である。 

  （本県勤務年数）１～５年と５～１０年の勤

務年数の回答者について「あまり知りえない」

と「ほとんど知りえない」を加えてみると、前

者は４４％、後者は４０％と非常に高い比率と

なる。この中で５～１０年の勤務をしている人

においても４０％という高率であることは、組織

面での問題と併せて考える必要があるのではないか。 

部門別、等級別、本庁・出先別対比 
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（１－１） 情報を知る方法（問６ ＳＱ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多いのは「上司から」で約半数、次い

で「庁内紙」、「広報紙、県番組」、「新聞、Ｔ

Ｖ、ラジオ」が１割台で続いている。 

(2)  事業、予算などの企画・立案レベル（問７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多いのは事業担当係レベルで約半数の

５２％、次いで管理監督者レベルの２９％、所属

長レベル１０％となっている。約半数は事業担当

係で進められているということであるが、特殊な

ものを除き更に企画立案は下からの意見が反映

される方途を考えなければならないであろう。 

  （担当部門）部門によって事業や予算の企画

立案のレベルは異なっているが、これは仕事の

性格によるところが大きいと考えられる。最も

権限の委譲が行われているのは窓口部門で、他

の部門より２０％程度高く６０％に達してい

る。公共事業部門では管理監督者レベルで行わ

れることが最も多く、これは仕事の性格による

ものといえよう。また、管理部門では所属長レ

ベルの比率が高くなっているがこれも同様に

仕事の性格によるものであろう。 

部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 出先機関の意見（問８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多い回答は「ある程度生かされている」

の５８％で、以下「あまり生かされていない」

ＳＱ１ （Ｑ６で１、２又は３と答えた方に） 

   あなたは上記の情報を主として、どのような方法で

知りますか。 

 

1. 職場の上司などから 253人 47.7％ 

2. 教養月報などの庁内 80 15.1 

紙（誌）から 

3. 県のたよりなどの広 66 12.5 

報紙や県提供のＴＶ・ 

ラジオ番組から 

4. 新聞・ＴＶ・ラジオ 58 10.9 

などのマスコミから 

5. その他 52 9.8 

6. 無回答（ＮＡ） 21 4.0 

計 530 100.0 

Ｑ７ あなたの職場では重点事業、新規事業、予算などに

関する企画立案は、主としてどのレベルで進められて

いますか。 

1. 所属長レベルで方針 58人 10.2％ 

が出されて進められる 

2. 係長、補佐クラス以 162 28.6 

上の管理監督者レベル 

 で進められる 

3. 特定係（管理担当係 21 3.7 

など）のレベルで進め 

られる 

4. 事業担当係の職員ま 293 51.8 

で含めたレベルで進め 

られる 

5. その他 18 3.2 

6. 無回答（ＮＡ） 14 2.5 

計 566 100.0 

Ｑ８ あなたは仕事を進めるうえで，出先機関の意見など

が生かされていると思いますか。 

1. 十分に生かされている 35人 6.2％ 

2. ある程度生かされてい 328 58.0 

る 

3. あまり生かされていな 121 21.4 

い 

4. ほとんど生かされてい 47 8.3 

ない 

5. その他 22 3.9 

6. 無回答（ＮＡ） 13 2.2 

計 566 100.0 
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２１％、「ほとんど生かされていない」８％

「十分生かされている」６％の順になっている。

「十分」と「ある程度」を加えると６４％であ

るが、「あまり」と「ほとんど」を加えると３

０％となり、出先機関における意見の聴取は、

今後とも更に充実させていかなければならな

いであろう。 

  （担当部門）「あまり生かされていない」お

よび「ほとんど生かされていない」とするのは

窓口部門に多く、「ある程度生かされている」

は管理部門および公共事業部門に多くなって

いる。 

  （等級）若干の変動は含まれているが、意見

が生かされていないと感じているのは４～６

等級に多く、逆に等級が高くなると生かされて

いるという回答が多くなる傾向を示している。 

  （勤務場所）本庁と本庁以外では回答が大き

く異なっている。「十分生かされている」と

「ある程度生かされている」においては本庁で

高い比率を示し、逆に「あまり生かされてい

ない」と「ほとんど生かされていない」では本

庁以外が高い比率となっている。この回答を

二分する方法でみれば、 

十分＋ある程度 あまり＋ほとんど 

  本  庁   ７３％      １９％ 

  本庁以外   ５８％      ３７％ 

  となり、出先機関に勤務する人々の意見が生

かされていないことをきびしく評価している

ことがわかる。 

     部門別、本庁・出先別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３－１） 生かされていない原因（問８ ＳＱ１） 

    問８で(3)又は(4)と答えた者に、その原因

がどこにあると思うか記述式できいたと

ころ、その意見は大体次の通りであった。 

   (1) 本庁の職員が出先機関の実態を知らず

相互の意思疎通が欠けている。 

   (2) 企画・予算編成などの制度が出先機関を

生かすようになっていない。 

   (3) 本庁の意識の中に、出先機関を管理する

という上命下達の風潮がある。 

 (4) 職員提案制度、自主研究グループ制度につい

ての考え（問９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９ あなたは、職員提案制度や自主研究活動グループ

制度について、どのように考えますか。 

1. 職員参加のひとつとして、 210人 37.1％ 

結構な制度である 

2. 結構な制度であるが、施 215 38.0 

策に反映されているとは思 

えない 

3. 形式的な制度にすぎず、 106 18.7 

あまり期待できない 

4. これらの制度があること 16 2.8 

を知らなかった 

5. その他 12 2.1 

6. 無回答（ＮＡ） 7 1.3 

計 566 100.0 
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   結構な制度であるとするものは全体の 3/4

に達するが、そのうち半分は施策に反映され

ていないとする意見であり、形式的制度と合

わせると半数以上が満足していない結果とな

る。 

37.1 ········ 結構な制度 

38.0 ········ 施策に反映されない 

56.7 

18.7 ········ 形式的制度 

  （担当部門）提案制度や自主研究グループ制

度について「結構な制度である」とするのは、

管理部門、企画調整部門に多く、逆に「施策

に反映されない」や「形式的制度にすぎない」

と評価するのは公共事業部門に多く見うけら

れる。 

  （等級）「結構な制度である」と回答するのは

等級が上に行くに従って増加し、逆にマイナ

スの評価である「施策に反映されない」や「形

式的制度にすぎない」は等級が下がるに従っ

て増加する傾向を示している。 

部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(5) 県民などへの情報提供時の対応（問１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多いのは「上司に相談してさしつかえ

ないものを提供した」で約半数の５４％であ

る。次いで「自分の判断で、さしつかえない

ものを提供した」が１２％で、上司・自分の

判断でさしつかえないものを渡したのは６６ 

％に及び、「求められたことがない」を除いて

考えると約９０％に達する。 

  （性別）女性で「求められたことはない」と

いう回答が多いのは職務の関係によるもので

あろう。 

  （担当部門）当然のことであるが企画調整部

門において情報提供の機会が多く、逆に管理

部門では「求められたことはない」という回

答が多くなっている。 

  （等級）４～６等級が全体と異なる値を示し

ており、「上司に相談してさしつかえないも

のを提供した」と「自分の判断でさしつかえ

ないものを提供した」という回答が少なく、

75.1 

Ｑ10 あなたは、これまでに県民（団体、企業を含む）、

マスコミなどから、あなたの仕事に関連する資料の

提供を求められたことがありますか。そのとき、主

としてどのように対応しましたか。 

 

1. 上司に相談し、求めら 20人 3.5％ 

れたものは全部提供した 

2. 上司に相談し、さしつ 306 54.1 

かえないと思われるもの 

を提供した 

3. 上司に相談し、断った 2 0.4 

4. 自分の判断で、求めら 7 1.2 

れたものは全部提供した 

5. 自分の判断で、さしつ 68 12.0 

かえないと思われるもの 

を提供した 

6. 自分の判断で、断った 2 0.4 

7. 求められたことはない 148 26.1 

8. その他 9 1.6 

9. 無回答（ＮＡ） 4 0.7 

計 566 100.0 
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「求められたことはない」が多くなっている。

これは４～６等級における権限の問題による

ものといえよう。 

 (6) 情報公開についての考え方（問１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   情報の県民への公開については、約７割が

「できるだけ公開すべきである」と回答し最

も多い。次いで「必要最小限度のものに限る」

が約２割、「すべて公開すべきである」約１割

となっている。結果からみると約８割の人は

情報の公開は原則として行うべきであると

しており、県政をすこしでも県民に近づける

指向をしているといえよう。 

  （担当部門）情報の公開について窓口と企画

調整部門では公開を原則とする意見がより強

く見られる。そして、窓口部門では「すべて

公開すべきである」とする意見が部門中最も

多い結果となっている。 

   逆に管理と公共事業部門は他の２部門に較

べて「最少限度のものに限るべきである」と

する意見が多い。そして、管理部門では「す

べて公開すべきである」という意見が極端に

少なく、また公共事業部門では「必要最少限

度のものに限るべきである」とする意見が３

割に達し、部門中最も多くなっている。 

   これらの結果は各部門の性格を考えると十

分に納得できるものであろう。窓口部門では

原則的にはほとんど全てが公開すべき情報で

あることによるであろうし、企画調整部門で

も情報を公開して県民の意見を聞くことが前

提として考えられる。一方、管理部門では一

概に公開すべき情報以外のものが多く含まれ

るであろうし、公共事業部門では情報の無秩

序な公開は事業の進行に多くの影響を与える

ことから慎重にならざるを得ないことによる

ものと考えられる。 

部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （等級）等級とのクロス集計では変った傾向

がうかがえる。それは、「すべて公開」と「必

要最少限」の双方とも等級が下がるにつれて

若干ではあるが回答率が増加し、逆に「でき

るだけ公開」は減少する傾向にある。これは

若年層において公開の原則が支持されること

と、公共事業部門の若年層が公開による事業

の支障を懸念することにより生ずる現象であ

ろう。 

 

Ｑ11 あなたは、自分の仕事に関連した情報を広く県民

に公開することについて、どのように考えますか。 

 
1. すべての情報を公開すべ 48人 8.5％ 

きである。 

2. できるだけ公開すべきで 390 68.9 

ある 

3. 必要最少限度のものに限 105 18.6 

るべきである 

4. 情報公開は必要でない 4 0.7 

5. その他 13 2.3 

6  無回答（ＮＡ） 6 1.0 

計 566 100.0 
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３ 住民運動や住民参加について 

 (1) 住民運動の考え方（問１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある程度は評価すべきである」とする意

見が最も多く約半数に達している。そして、

「十分尊重すべきである」が全体の 1/4あり

両者を合計すると住民運動を肯定的に評価す

るものは８割をこえている。逆に否定的評価

を行うものは約１割となる。 

  （担当部門）「十分尊重すべきである」という

積極的評価をするのは企画調整部門が高く、

この部門における「その他」も多くは原則と

して積極的評価に類するものであり、実質的

には約４割に及んでいる。また「ある程度は

評価すべきである」という肯定的評価は管理

部門に多く、仕事の性格上堅実な回答である

といえよう。逆に一部の住民のエゴであると

いう拒否的評価をするのは公共事業部門が最

も多く、平均の２．５倍にも及んでいるのは、

現実の事業執行において直接かかわりあいを

もっていることによるものであろう。 

  （等級）等級別では、拒否的評価である「一

部の住民のエゴ」とする意見が、３および４～

６等級に平均の倍近く見られるのは、公共事

業門の若年層が該当するためと考えられる。 

部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 住民運動への対応（問１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「接したことはない」が最も多く半数近く

になっている。対応した経験のあるなかでは

「積極的に対応した」が３割、「必要最少限度

の対応をした」が２割である。このことから

約半数の対応経験のある人の中で、６割は積

極的に対応していることになる。 

  （担当部門）「積極的に対応した」は公共事業

部門で最も多く、平均の１.５倍に達している。

逆に管理部門では平均の半数でしかない。こ

れは仕事の性格が大きく作用していることに

よるものであり、「最少限度の対応をした」に

Ｑ12 あなたは、住民運動についてどのように考えます

か。 

1. 住民の意思の表われと 144人 25.4％ 

して、十分尊重すべきで 

ある 

2. 住民の意思の表われと 318 56.2 

して、ある程度の評価は 

すべきである 

3. 住民意思の表われでは 15 2.7 

あるが、あまり重要視す 

べきではない 

4. 一部の住民のエゴであ 47 8.3 

り、それによって行政が 

左右されるべきではない 

5. その他 32 5.7 

6 無回答（ＮＡ） 10 1.7 

計 566 100.0 

Ｑ13 あなたは、仕事を進めるうえで住民運動に接した

とき、主としてどのように対応しましたか。 

1. 積極的に対応した 168人 29.7％ 

2. 必要最小限の対応をした 119 21.0 

3. 接したことはない 258 45.6 

4. その他 8 1.4 

5. 無回答（ＮＡ） 13 2.3 

計 566 100.0 
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おいても公共事業部門が最も多いことによっ

て明らかである。そして、対応の経験は管理

部門３割に対し、公共事業部門では７割以上

にも及んでいる。 

  （等級）等級別にみると、等級が高くなるほ

ど「積極的な対応をした」が多くなり、１～

２Ａの等級では約５割と高率を示している。

逆に４～６等級では約２割であり前者の半数

以下となっている。そして、対応経験におい

ても１～２Ａは７割に及ぶのに対し、４～６

では４割と低率となっている。このことから

住民運動への対応は、若年層ではなく、高年

層で職務経歴の長い人達に大きく依存してい

るといえよう。 

  （本県勤務年数）勤務年数が長くなるほど、

「積極的に対応した」とする回答が多くなる

ことは、前述の等級と対応するものである。 

部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 広報活動について（問１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある程度効果をあげている」という一応

評価する意見が全体の 3/4を占めている。次

いで、「あまり効果をあげていない」が１５％

「十分効果をあげている」は５％にすぎない。 

   あらゆる種類の情報が犯濫する社会の中で

県民の生活にかかわる情報の伝達である広報

活動は、ある程度の評価を得られているとい

うことで満足するのではなく、今後の課題と

して積極的な展開方策を考えなければ、社会

の中で日ごとの情報に埋もれる可能性を常に

含んでいるといえよう。 

   （等級）等級別にみると、等級が下がるに

つれて広報活動の評価がきびしくなる傾向を

示している。この結果は、若年層への広報活動

について、今後の課題を提起するものといえる。 

等 級 別 対 比 

 

 

 

（３－１） 効果をあげていない原因(問14ＳＱ1) 

  問１４で(3)又は(4)と答えた者に、その原因

がどこにあると思うか記述式できいたところ

その意見は大体次の通りであった。 

 (1) 行政側からの判断で必要と思われる情報

を提供しているが、住民の側で真に求める   

（３－１）効果をあげていない原因(問14 ＳＱ1） 

Ｑ14 現在、県で実施している広報活動（県のたより、

月刊かながわ、マスコミの県提供番組など）につ

いてどのように思いますか。 

1. 十分効果をあげている 29人 5.1％ 

2. ある程度効果をあげて 423 74.7 

いる 

3. あまり効果をあげてい 84 14.8 

ない 

4. ほとんど効果をあげて 13 2.3 

 いない 

5. その他 8 1.4 

6. 無回答（ＮＡ） 9 1.7 

計 566 100.0 
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  問１４で(3)又は(4)と答えた者に、その原因 

 がどこにあると思うか記述式できいたところ 

 その意見は大体次の通りであった。 

(1) 行政側からの判断で必要と思われる情報 

  を提供しているが、住民の側で真に求める 

  情報は提供されていない。 

(2) 県政に対する県民の関心は高いとはいえ 

   ない。 

(4) 広聴活動について（問１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある程度効果をあげている」という一応

評価する意見が約７割を占めている。次いで

「あまり効果をあげていない」が１４％、「十

分効果をあげている」は４％にすぎない。 

   この結果は、前問の広報活動とほぼ対応す

る数値となっており、広報と広聴はダブルイ

メージを形成しているといえる。 

  （担当部門）「ある程度効果をあげている」と

いう評価が最も多いのは管理部門で、逆に「あ

まり効果をあげていない」は企画調整部門に

多くなっている。 

  （等級）前問の広報活動と同様、広聴活動に

おいても等級が下がるにつれて広聴活動の評

価がきびしくなる傾向を示している。広聴活

動についても、若年層からの意見の取り込み

方が今後の課題として提起されるであろう。 

 部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４－１）効果をあげていない原因(問15 ＳＱ1） 

  問１５で(3)又は(4)と答えた者に、その原因

がどこにあると思うか記述式できいたところ

その意見は大体次の通りであった。 

 (1) 形式的で、その意見が具体的施策に反映さ

れない。 

 (2) 世論を吸収するシステムが未発達である。 

 (3) 情報提供が不十分で、行政側の切実な問題

についての情報提供がない。 

 (4) 討論会等の参加者、発言者が特定の者に限

定され固定化されている。 

(5) 審議会、公聴会、直接請求などの機能 

（問１６） 

 

 

 

 

 

 

Ｑ15 現在、県で実施している広聴活動（県民相談、モ

ニター制度、県政世論調査、県民討論会など）につ

いてどのように思いますか。 

 

1. 十分効果をあげている 20人 3.5％ 

2. ある程度効果をあげて 406 71.7 

いる 

3. あまり効果をあげてい 80 14.1 

ない 

4. ほとんど効果をあげて 23 4.1 

いない 

5. その他 29 5.1 

6. 無回答（ＮＡ） 8 1.5 

計 566 100.0 

Ｑ16 住民参加の制度として、審議会、公聴会、直接請

求などがありますが、これらの機能は生かされてい

ると思いますか。 

1. 十分に生かされている 10人 1.8％ 

2. ある程度生かされている 345 61.0 

3. あまり生かされていない 115 20.3 

4. ほとんど生かされていな 29 5.1 

い 

5. その他 47 8.3 

6. 無回答（ＮＡ） 20 3.5 

計 566 100.0 
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   「ある程度生かされている」が６１％で最

も多く、次は、「あまり生かされていない」の

２０％である。また、「十分に生かされてい

る」という回答は２％にすぎない。そして全

体でみると６３％が一応の評価をしており逆

に２５％はこれらの制度が機能していないと

指滴している。 

   なお、広報・広聴と比較を試みてみると、

この設問は積極的評価や一応の評価が低くな

っており制度自身の問題も含まれていると思

われる。 

  （担当部門）企画調整部門において、他の部

門と異なる傾向があり、「ある程度生かされ

ている」という評価が少なく、「あまり生かさ

れていない」という評価が多くなっている。 

    部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （等級）評価を「生かされている」と「生か

されていない」の２分するかたちにまとめる

と、等級が高くなるほど「生かされている」

とする傾向にあるといえよう。また、逆に「生

かされていない」とする傾向は等級が下がる

につれて増加している。 

   等 級 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５－１）機能が生かされていない原因(問16 ＳＱ1) 

  問 16 で(3)又は(4)と答えた者に、その原因が

どこにあると考えるか記述式できいたところ

その意見は大体次の通りであった。 

 1. 審議会、公聴会 

 (1) あらかじめ当局の案が用意されていて

単なる手続きのひとつとしてしか考えら

れていない。 

 (2)  構成メンバーが一部の者に片寄ってお

り､十分民意が反映されていない。 

 2. 直接請求制度 

 (1) 制度が理解しにくく､手続が繁雑である。 

 (2) 住民に活用しようという関心があまりない。 

(6) 住民参加について(問１７) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最も多いのは「現行の諸制度を充実させる

Ｑ17 あなたは、住民参加についてどのように考えます

か。 

1. 現行の諸制度は形骸化 60人 10.6％ 

しているので、新たに住 

民参加を進める必要があ 

る 

2. 現行の諸制度を充実さ 428 75.6 

せるとともに、住民参加 

も進める必要がある 

3. 議会制民主主義を建前 46 8.2 

としているので、現行制              

度以外の直接参加はとく 

に必要でない 

4. その他 16 2.8 

5. 無回答（ＮＡ） 16 2.8 

計 566 100.0 
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とともに、住民参加も進める必要がある」で

全体の 3/4に達している。次は、「現行の諸制

度は形骸化しているので、新たに住民参加を

進める必要がある」であるが、これは１０ 

％にすぎない。こうしたことから、住民参加

は県政のなかで一応その考え方が定着してき

ているといってよいであろう。 

  （担当部門）部門別にみると、「現行諸制度の

充実とともに必要」とする意見が管理部門で

多く、逆に公共事業部門では少なくなってい

る。また「住民参加は必要でない」とするの

は、企画調整部門で少なく、公共事業部門で

多くなっている。これは、住民運動に関する

設問の結果と相似しており、特に公共事業部

門においては、消極的立場をとる人が多くな

っている。この部門においては、日常業務の

中に運動や参加と係ることが多いため、その

ことによる反作用として、前述の結果が導き

出されているのではなかろうか。 

   この住民参加に関する設問では、フェイス

シート項目とのクロス集計において、はっき

りとした傾向をみることがあまりできない。

これは、住民運動が具体的イメージをもてるの

に対し、住民参加は理念として語られることが

多いことによるためと思われる。しかし逆の

見方をすれば、住民参加という言葉の定着に

より各項目内での差が見られなくなってきて

いるともいえよう。 

 (7) 住民参加と県・市町村の関係（問１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「県政への参加は住民の直接的な参加と市

町村参加とが必要である」とする最大限の参

加が最も多く、全体の 3/4に達している。次

は、「住民参加が市町村レベルで行われれば県

政への参加は市町村参加だけでよい」という

身近な自治体への直接参加だけでよいとする

意見が１２％である。このことから、住民参加

は全てのレベル＝市町村及び県に必要である

という考え方が中心であり、県政であるから住

民参加は必要でないとする意見は少数である。 

部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （担当部門）部門別では、公共事業部門にお

Ｑ18 あなたは、住民参加と県・市町村との関係につい

てどのように考えますか。 

 
1. 住民参加は市町村レベ 17人 3.0％ 

ルだけでよい 

2. 住民参加が市町村レベ 67 11.8 

ルで行われれば県政へ 

の参加は市町村参加だけ 

でよい 

3. 県政への参加は住民の 20 3.5 

直接的な参加だけでよい 

4. 県政への参加は住民の 432 76.3 

直接的な参加と市町村参 

加とが必要である 

5. その他 15 2.7 

6. 無回答（ＮＡ） 15 2.7 

計 566 100.0 
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いて「県政への参加は住民の直接的な参加と

市町村参加とが必要である」とする意見の回

答が少なく、「住民参加が市町村レベルで行

われれば県政への参加は市町村参加だけでよ

い」という限定された参加レベルヘの回答は

多くなっている。これらの回答の傾向は、住

民運動や住民参加の評価に対する回答と関連

をもっているといえよう。 

 (8) 事業と住民参加段階（問１９） 

  ア 各種県施設の建設への参加（問１９－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   まず、参加の必要があるかどうかについて

集計すると、「何れかの段階に参加するこ

とが望ましい」が約９割を占めている。どの

ような段階への参加であるかは別として、各

種県施設の建設にあたって、誰かが何らか

のかたちで参加することは大きな前提事項で

あることがわかる。 

   個別にみると、いづれの対象者においても

企画・立案段階への参加が多く望まれており、

市町村にあっては８割近くに達している。ま

た、職員参加も７割以上の回答であり、自か

らの立場を表明しているといえる。また、建

設（執行）段階や管理・運営段階では参加の

必要があるとするものは、企画・立案段階に

比べると約 1/2程度に減少しているが、この

中においても、ほぼ全体の 1/3以上は参加す

ることが望ましいとしている。 

   なお、通常、住民の参加が大きく取り上げ

られる傾向にあるが、この結果で見る限り、

それ以上に、団体、市町村、職員の参加が必

要で、行政執行者や組織の参加という前提の

上に、更に住民が加わるという図式が考えら

れよう。 

参加主体と参加の段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （担当部門）部門別に住民（個人・団体）、

市町村、職員の段階をみると、次のような傾 向をみることができる。 

Ｑ19 あなたは、事業と住民参加の段階との関係について

どのように考えますか。 

 (1) たとえば、県民が利用する各種施設を建設する場

合、住民、市町村或いは職員の参加はどの段階で進

められるのが望ましいと考えますか。該当する番号

を○で囲んで下さい。（いくつ囲んでもかまいませ

ん。） 

1. 何れかの段階に参加す 508人 89.8％ 

るのが望ましい 

2. 参加はとくに必要でな 19 3.4 

い 

3. その他 15 2.7 

4. 無回答（ＮＡ） 24 4.1 

計 566 100.0 

  上記で 1 と答えたものについての回答数を該当欄に

集計した。 

段階 企画･立案 

段 階 

建設(執行) 

段 階 

管理･運営 

段 階 

住民参加 

個人 
 人 ％ 

271 47.9 

 人 ％ 

 81  14.3 

 人 ％ 

137 24.2 

団体 382 67.5 110  19.4 203 35.9 

市 町 村 参 加 440 77.7 162  28.6 206 36.4 

職 員 参 加 405 71.6 197  34.8 206 36.4 

百分比は分母を 566として算出した。 
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   企画・調整部門では個人・団体、市町村、

職員のいづれにおいても企画・立案段階への

参加が高く望まれている傾向を示しており、

他の設問における回答と同様の結果であるこ

とがわかる。しかし、市町村と職員における

建設（執行）、管理運営段階への参加が低率と

なっていることは一つの問題として提起され

るところであろう。 

   一方、公共事業部門では管理・運営段階へ

の参加について低い回答となる傾向は、これ

までの設問からもうかがえることであるが、

建設（執行）段階への参加は強く望まれてお

り、この部門における参加方法に一つの示唆

を与えているといえよう。 

  イ 総合計画などの策定への参加（問１９－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   まず、参加の必要があるかどうかについ

て集計すると、「何れかの過程に参加する

ことが望ましい」が９割近くを占めている。

前問と同様に、どのような段階への参加で

あるかは別として、このような計画づくりに

あたって、誰かが何らかのかたちで参加す

ることは大きな前提事項であるといえる。 

   計画の策定などに係る参加過程について

も、前問の公共施設建設の参加段階と同様

の傾向を示している。 

   レジメ作成、構想・基本計画策定、実施

計画策定、ローリングのそれぞれの過程にお

いて、いづれも職員の参加は強く望まれて

おり、自からの位置づけを行っている。そし

て、この問も前述のように、計画策定当事

者である職員や市町村の参加を前提として、

その上に、個人や団体の住民を加えていく

ことが図式として考えられているといえよう。 

   また、それぞれの過程の中で、どのよう

な過程への参加が望まれているかについて、

最も多いのは、どの対象者においても構想 

・基本計画策定過程をあげている。次は、

市町村と職員にあってはレジメ作成過程と

なり、個人や団体の住民参加では実施計画

策定過程となり、対象者の性格に合わせた回

答が選択されているといえよう。それは住

民にあってはより具体化した計画イメージ

を把えられる段階に参加することを望まし

く思い、一方市町村や職員にあっては、当事

者として計画の当初過程から参加すること

が望ましいということであろう。 

 （担当部門）部門別にみると、管理部門では 

 それぞれの成員においてレジメ作成過程への参

加が低率であり、この部門における特性がはっ

きりと示されていることがわかる。企画部門で

は職員を除く三つの成員（個人・団体市町村）

において、構想・基本計画策定過程への参加を

望む回答が多く、これも部門の基本的性格を表

 (2) たとえば、総合計画を策定する場合、住民、市町村

或いは職員の参加はどの過程で進められるのが望ま

しいと考えますか。該当する番号を○で囲んで下さ

い。（いくつ囲んでもかまいません。） 

 
1. 何れかの過程に参加す 500人 88.3％ 

るのが望ましい 

2. 参加は特に必要でな 17 3.0 

い 

3. その他 14 2.5 

4. 無回答（ＮＡ） 35 6.2 

計 566 100.0 

  上記で 1と答えたものについての回答数を該当欄に 
集計した。 

過程 骨子(ﾚｼﾞﾒ) 
 

作成過程 

構想・基本
計画策定
過程 

実施計画 
 

策定過程 

進行管理 
(ローリン 
グ ) 過程 

住民参加 

個人 

 人 ％ 
113 20.0 

 人 ％ 
247 
43.6 

 人 ％ 
138 
24.4 

 人 ％ 
 95 
16.8 

団体 164 29.0 
329 

58.1 

190 

33.6 

143 

25.3 

市町村参加 
246 43.5 

360 

63.6 

243 

42.9 

203 

35.9 

職 員 参 加 
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わしているといえる。また、公共事業部門では、

職員を除く三つの成員において進行管理（ロー

リング）過程への参加を低く見る傾向にあり、

他の設問の結果から見ることのできた、この部門

における事業とのかかわりの難かしさが表わされ

ているといえよう。 

参加主体と参加の段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 住民参加の可能性（問２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「十分ある」とするものが半数をこえてお

り、最も多くなっている。次いで、「あると思うが

現状ではできない」が１５％で、住民参加を

肯定的に考える回答は約７０％に及んでいる。

逆に、「ありえない」は１４％あるが、この中

には職種上不可能な部分が相当数含まれてい

ると考えられる。 

  （担当部門）部門別でみると、住民参加の可

能性について管理部門は他の部門と全く逆の

結果になっている。窓口、企画調整、公共事

業の三部門では住民参加の可能性が「十分あ

る」とするものが少なくても５割以上あるの

に対し、管理部門では２割にも満たない。そ

して参加の可能性が「ありえない」とする回

答では前述の三部門が１割に満たないのに対

し、管理部門では５割を上回っている。これ

は、管理部門そのものが住民対応業務をほと

んど持っていないという、部門の性格による

ためである。なお、住民参加の可能性が十分

ある三部門の中では、特に窓口部門において

その比率が最も高い。 

   また、公共事業部門では「現状ではできな

い」という回答が他の部門に比べて多くなっ

ており、今後の参加方策についての検討が課

題として提起されている。 

  （勤務場所）勤務場所別では、住民参加の可

能性が「十分ある」とするのは本庁が３８％

に対し、本庁以外の８地区合計では６９％と

非常に高い比率となっている。この８地区は

すべて同様の傾向にあることから、本庁にお

ける業務と本庁以外における業務は質的な差

があり、そのことが大きく作用しているとい

えよう。それは、本庁業務において管理的側

面が多く、本庁以外では具体的な施策執行に

よる住民対応が多いという一般的概念から十

分理解できるであろう。逆の住民参加の可能

Ｑ20 ところで、あなたは、あなたの仕事を進めていく

うえで、住民参加の可能性があると思いますか。 

 

1. 十分ある 316人 55.8％ 

2. あると思うが現状では 87 15.4 

できない 

3. ありえない 77 13.6 

4. 考えたこともない 13 2.3 

5. わからない 51 9.0 

6. 無回答（ＮＡ） 22 3.9 

計 566 100.0 
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性が「ありえない」という回答結果も、本庁

２９％に対し、本庁以外は３％で大きな差を

生じているが、これも前述の理由によって説

明が可能である。 

部門別、本庁・出先別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９－１） 住民参加がむずかしい理由（問２０

ＳＱ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   回答の中で最も多いのは「仕事そのものが

住民参加になじまない」で４７％、以下「い

たずらに混乱を起こし、時間や経費がかかり

すぎる」３２％、「現在の制度を改正しないと

できない」１６％となっている。このことか

ら、参加がむずかしいと回答した人が、住民

参加そのものに拒否的であるためではなく仕

事の性格や現行制度の制約といったことに起

因するものであることがわかる。そして、住

民参加それ自体を否定的にとらえている人は、

全回答者の１割いることになる。 

(10) 住民、市町村、県の役割分担（問２１） 

（10－１） 行政より住民自身による解決が望ま

しいもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある」４６％に対し、「ない」は１２％で

ある。 

   住民自身が解決することが望ましい具体的

な事例は、記述式回答によれば次のようなもの

があげられている。 

    環境美化   住民相互の利害調整 

    会館の運営   福祉・青少年問題 

  （担当部門）担当部門別では、「ある」が企画

調整部門に多く、逆に「ない」は公共事業部

門で多くなっている。 

  （等級）等級別では、等級が高くなるほど住

民自身で解決するものが「ある」とする回答

が多くなる傾向を示している。 

  （勤務場所）本庁へ勤務する人に、住民自身

で解決するものが「ある」とする回答が多い。 

（10－２）本庁から出先機関に権限を委譲す 

 ることが望ましいもの 

 

Ｑ20 ＳＱ１（Ｑ２０で２、３又は４と答えた方へ） 

  住民参加がむずかしい理由はどこにあるとお考えで

すか。 

 
1. 仕事そのものが住民参 83人 46.9％ 

加になじまない 

2. 現在の制度などを改正 28 15.8 

しないとできない 

3. いたずらに混乱を起こ 56 31.6 

し、時間や経費がかかる 

だけである 

4. その他 10 5.7 

計 177 100.0 

Ｑ21（１） 

行政と住民との関係で考えた場合、住民自身で解決

することが望ましいと考えられるものがありますか。 

 
1. ある 259人 45.8％ 

2. ない 68 12.0 

3. わからない 200 35.3 

4. 無回答（ＮＡ） 39 6.9 

計 566 100.0 

Ｑ21（２） 

県内部で考えた場合、本庁から出先機関に権限を委

譲すべきであると考えられるものがありますか。 

 
1. ある 211人 37.3％ 

2  ない 72 12 7 
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   「ある」３７％に対し、「ない」は１３％で

ある。 

   出先機関に委譲することが考えられる権限

の具体的な事例は記述式回答によれば、次のよ

うなものがあげられている。 

   補助金の交付、予算編成権の一部、許認可

事務、所長専決の拡大、地域特性のある施策

の企画 

  （担当部門）担当部門別では、「ある」が企画

調整部門に多く、逆に「ない」は同部門と管

理部門で少なくなっている。 

  （等級）等級が高くなるほど、権限を委譲す

べきであるという回答が多くなる傾向がうか

がえる。 

  （勤務場所）本庁に勤務する人に、権限委譲

をすべきであるとする回答が多い。 

 （10－３）県から市町村に権限を委譲すること

が望ましいもの 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある」３６％に対し、「ない」は１２％で

ある。 

   市町村に委譲することが考えられる権限の

具体的な事例は記述式回答によれば、次のよう

なものがあげられている。 

   相談等の窓口業務、青少年会館の運営管理、

保育所関係事務、消費者問題、許認可（建築

基準法、屋外広告物）など 

  （担当部門）担当部門別では、「ある」が企画

調整部門に多く、逆に「ない」は企画調整部

門で少なく、公共事業部門で多くなっている。 

  （等級）等級別では、等級が高くなるほど委

譲するものが「ある」とする回答が多くなり、

逆に「ない」とする回答は少なくなる傾向を

はっきりと示している。また、ＤＫについて

は、等級が下がるほど増加していく。 

  （勤務場所）本庁に勤務する人に、権限委譲

をすべきであるとする回答が多くなっている。 

 （10－４）国から県に権限を委譲することが望

ましいもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある」３５％に対し、「ない」は８％であ

る。 

   県に委譲することが考えられる権限の具体

的事例は記述式回答によれば、次のようなもの

があげられている。 

   起債許可、地方事務官、地域交通に関する  

   許認可事務、補助金行政、職業安定業務、 

   機関委任事務、公共事業等の執行、自主 

   課税権の拡大など 

  （担当部門）担当部門別では、「ある」が企画

Ｑ21（３） 

県と市町村との関係で考えた場合、市町村に権限を

委譲すべきであると考えられるものがありますか。 

 
1. ある 203人 35.9％ 

2. ない 65 11.5 

3. わからない 245 43.2 

4. 無回答（ＮＡ） 53 9.4 

計 566 100.0 
 

Ｑ21（４） 

県と国との関係で考えた場合、県に権限を委譲すべき

であると考えられるものがありますか。 

 
1. ある 200人 35.3％ 

2. ない 43 7.6 

3. わからない 270 47.7 

4. 無回答（ＮＡ） 53 9.4 

計 566 100.0 

4. 読    

5. そ    

6. 無    
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調整、管理部門に多く見られ、逆に「ない」

は少なくなっている。前三問と異なり、管理

部門においても権限を委譲すべきとする回答

が多いのは、国から県ということで、この部

門に係わる業務が多いことによるものであろ

う。 

  （等級）等級別では、等級が高くなるほど委

譲するものが「ある」とする回答が多くなり

逆に「ない」とする回答は少なくなる傾向を

示している。 

  （勤務場所）本庁に勤務する人に、権限委譲

をすべきであるとする回答が多くなっている。 

  (1)～(4)の４つの回答はほぼ同じ傾向を示し

ており、これを次のように整理するとはっきり

とする。 

移譲する 移す必 ＤＫ ＮＡ 
必要があ 要ない 
る比率 

行政→住民自身 45.8％ 12.0 35.3 6.9 

本庁→出先機関 37.3％ 12.7 41.2 8.8 

 県 →市 町 村 35.9％ 11.5 43.3 9.4 

 国 →  県 35.3％ 7.6 47.7 9.4 

  そしてこの設問の特徴はＤＫ（わからない）

が非常に多いことである。 

４ 新神奈川計画について 

 (1) 新神奈川計画の基本構想・計画（案）を読

んだか（問２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「ある程度読んだ」が最も多く４２％で、

次いで「自分の担当部分や関心のある部分を

読んだ」２８％、「十分に読んだ」２２％の順

になっている。これら何らかのかたちで読ん

だことがあるのは９割をこえており、新神奈

川計画が相当周知されていることがわかる。 

  （性別）性別では、他の設問と同様に女性に

おいて低い値となっている。特に「十分に読

んだ」と回答したものは、男性２４％に対し

女性では５％にすぎず、全体からみれば 1/4

と 1/20という大きな差が生じている。 

  （担当部門）部門別に見ると、「十分に読んだ」

という回答は企画調整部門で平均の２倍以上

を示し、４４％であり、非常に高率となって

いる。これは職務として当然それに係わって

いることにもよるが、他の設問と合わせて

解釈するなら意識の高さによる要因も考えら

れる。それに対して、公共事業部門では「十

分に読んだ」は１１％で平均の 1/2である。 

   また、企画調整部門において「読んでいな

い」は１％と極端に低い数値となっている。

（等級）等級別では、等級が上がるにつれて

「十分に読んだ」が多くなり、逆に等級がさ

がると、「自分の担当部分や関心のある部分

を読んだ」と「読んでいない」が多くなる傾

向をはっきりと示している。 

   「十分に読んだ」は１～２Ａで５５％に達

するのに対し、４～６では６％にすぎず、非

常に大きな差を生じている。「自分の担当部

分や関心のある部分を読んだ」は１～２Ａで

５％に対し、４～６では３９％、また、「読ん でいない」は１～２Ａと２Ｂは０％、４～６

Ｑ22 あなたは、新神奈川計画の基本構想（素案）と基

本計画（素案）を読みましたか。 

1. 十分読んだ 125人 22.1％ 

2. ある程度読んだ 239 42.2 

3. 自分の担当部分や自分 159 28.1 

の関心のある部分を読ん 

だ 
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で１２％といづれも大きな差を生じている。 

   このことから、等級によって県政への関心

が大きく異なる要因の一つとして、職位によ

って計画への係わりに濃淡のあることが指摘

できるであろう。 

  （勤務場所）勤務場所では、本庁に勤務して

いる人で「十分読んだ」が多く、本庁以外に

勤務している人は「自分の担当部分や関心の

ある部分を読んだ」や「読んでいない」が多

くなっている。 

性別、部門別、等級別、本庁・出先別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新神奈川計画の計画づくり段階のかかわり 

  （問２３）（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「職場を通じて参加した」が４５％で最も

多く、以下「関心はあったが参加しなかった」

２９％、「参加しなかった」２２％で、全体を

参加した人と参加しなかった人に二分すると

両者とも５０％となっている。但し、複数回

答のため合計は１０４．９％である。 

  （性別）性別では、これも他の設問と同様に

男性の方が高い参加率を示している。「職場

を通じて参加した」では男性４６％に対し、

女性は２０％、逆に「参加しなかった」では

男性１７％に対し、女性５４％となっており

参加した人と参加しなかった人の比率は男性

と女性で逆転する結果となっている。 

  （担当部門）部門別では、「職場を通して参加

した」が企画調整部門で６５％あり、最も高

い比率となっている。逆に窓口部門はその半

分である３２％と低くなっている。これは企

画調整部門では当然のことながら計画づくり

にたずさわらなければならないことに起因す

るとともに、関心の高さのあることによるこ

とも他の設問から推測できる。 

   また、管理部門においては、「参加しなかっ

た」が比較的多くなっている。 

  （等級）全体を通じての傾向をはっきりと見

ることはできないが、「参加しなかった」人は

等級によって大きく異なり１～２Ａが１％に
Ｑ23 あなたの、新神奈川計画の計画づくりとのかかわ

りについておたずねします。（回答は２つまでかま

いません。） 

 

1. 職場を通じて参加した 254人 44.9％ 

2. 職員提案などを通じて 30 5.3 

自主的に参加した 

 関心を持 たが積   
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すぎないが、４～６では７４％に達している。 

部 門 別 対 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新神奈川計画における県民参加（ 問 24 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「ある程度行われた」とするものが４３％で

最も多く、以下「やや不十分であった」２２ 

％、「不十分であった」１９％の順になってい

る。そして、参加が行われたと不十分であっ

たに二分すると、前者は４６％、後者は４１ 

％となっており、一応参加が行われたとする

回答が多くなっているが、更に参加の機会、

方法などについて検討する必要も読みとれる。 

  （担当部門）部門別にみると、「ある程度行

われた」は企画調整部門に多く、十分という

回答も含めると５９％と高い比率になる。 

   また、管理部門も同様に合計すると５４％

とこれも高い比率である。逆に、「やや不十

分」と「不十分」を合計すると、公共事業部

門では５８％となっている。 

  （等級）等級別では、「十分」と「ある程度行

われた」という回答は１～２Ａで合計すると

７６％であるのに対し、等級が下がるにつれ

て評価も下がり４～６では３３％となる。逆に

「やや不十分」と「不十分」では等級が下がる

につれて増える傾向にある。特に「不十分」

とするものは１～２Ａでは７％であるのに対

し、４～６では２５％と約３５倍に増加している。 

  （勤務場所）勤務場所では、本庁勤務の人は

十分とする回答が多く、本庁以外では不十分

とする回答が多い。本庁では「十分」と「あ

る程度」を合わせると５７％になるが、本庁以外

では４３％で、一方、｢やや不十分｣ と｢不十分｣

をあわせると本庁３４％、本庁以外５２％となる。 

部門別、等級別対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ24 新神奈川計画策定過程における県民参加について

どのように思いますか。 

 
1. 十分に行われた 20人 3.5％ 

2. ある程度行われた 242 42.8 

3. やや不十分であった 127 22.4 

4. 不十分であった 107 18.9 

5. その他 56 9.9 

6. 無回答（ＮＡ） 14 2.5 

計 566 100.0 
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Ⅳ 調査結果の総合的評価 

 １ 対象者の属性による評価 

   今回の調査における対象者の属性は、前述

のように、性別、居住市町村、居住年数、担

当部門、等級、勤務場所、本県勤務年数の７

項目を採用した。 

   このなかで、集計された結果から、性別、

担当部門、等級、勤務場所、本県勤務年数な

どの属性において、回答の差が見られた。 

  (1) 性 別 

    調査結果にみる性別比は、男性９割に対

し、女性は１割である。これから男女差を

判断するには無理が生じるところであるが、

このことを前提として女性の場合、慎重的

あるいは消極的回答に傾いているといえる。

このことについては、地域活動への参加（問

１）、住民運動への参加（問２）、県民運

動への参加（問３）、行政との話し合いへ

の参加（問４）、県の情報周知度（問６）住

民運動への対応（問１３）、住民参加の可能

性（問２０）、新神奈川計画（問２２、問２

３、問２４）などの設問において、その傾向

が生じている。 

  (2) 担当部門 

    担当部門は今回の調査において、窓口部

門、管理部門、企画調整部門、公共事業部

門の４部門に分類した。それぞれの構成比

率は前述したが、このうち窓口部門が他の

３部門の回答者の倍になっているが、部門

間における分析に際して、このことが大き

く影響することはないと考えている。 

    この部門間における意見の相異は、各設

問においてはっきりと見ることができる。

全体の傾向としては、企画調整部門と公共

事業部門のあいだに回答の差が大きく生じ

ている。特に、住民運動や住民参加に係わ

る項目において、現場にある公共事業部門

ではきびしい評価が行われる傾向を示し

ている。また、管理部門においては、部門

の性格上、慎重な回答となる傾向にある。

窓口部門では企画調整部門と似た傾向を示

すものが見うけられるが、全体の設問を通

じるとそれほど積極的であるとはいえない

傾向にある。 

  (3) 等 級 

    全体としては、１～２Ａの等級において

高い評価を行っている傾向を示している。

このなかで、若干の設問についてはこの傾

向と異なり、例えば情報の公開（問１１）では

４～６等級の若年層において、原則として

情報は全て公開すべきであるという意見が

多くなっている。また、住民運動の評価（問

１２）において、４～６等級の若年層が「住民

のエゴ」という意見に多く回答をよせてお

り、注目する必要のあるところであろう。 

  (4) 勤務場所 

    今回の調査では、勤務場所を本庁、横浜、

川崎、横須賀・三浦、県央、湘南、足柄上

西湘、津久井の９地区に分けて集計を行っ

たが、分析においては、各地区間に相当の

バラツキがあるため、本庁とそれ以外の地

区の２つに分けて結果をみることとした。

しかし、全体として、勤務場所による意見

の差を正確に把握することは困難であった。

但し、県の情報を十分知りうる状態にある

か（問６）および出先機関の意見が生かさ

れているか（問８）という問に対して、本

庁以外の出先機関に勤務している人々にあ

っては、きびしい評価を示している。この

ことは、出先機関に勤務するもの自身の実 

  感としての評価であり、卒直にうけとめなけ 
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  ればならない課題として十分留意する必要が 

  ある。 

 (5) 本県勤務年数 

   大部分の設問において、勤務年数が永くな

るとともに良い評価を行う傾向が示されて

いる。この項目は等級と高い相関を示すもの

であり、ほぼ等級における回答と一致するも

のといえる。 

２ 設問間における評価 

 (1) 地域住民の立場からの地域活動について 

   地域活動について参加の意思があるか否か

という設問においては、どの設問にあっても

ほぼ６割以上の人が参加するという回答をし

ているが、県民運動に参加したかというよう

な事実を回答する場合には、参加した比率が

４割程度となっている。事実を回答する設問

は１問だけであるため、この結果から多くを

知ることはできないが、意識と行動のギャッ

プは明らかといえよう。 

   これは、問１、２、４におけるあまり参加

したくないという回答が常に２割程度あるこ

とによって表徴されている。 

 (2) 職場の情報や意見の流れについて 

   県の情報の周知度は約 3/4に達しているが

前述したように出先機関の意見が生かされて

いるかという設問とともに本庁以外の職員の

場合、問題を含んでいることに留意しておか

なければならない。 

   職員提案制度や自主研究活動グループに関

する設問では、ある程度の評価がなされてい

ると考えられるが、今後反映方法について検

討することが望まれるものである。 

   情報の公開については、８割近くが公開の

原則を支持しており、現実に求められた場合

も十分な対応がとられているが、部門によっ

ては無差別に公開することが必ずしも良い結

果を生むとは限らないという意見もあり、公

開にあたってのルールを考えることも必要で

あろう。 

 (3) 住民運動・住民参加について 

   県政への住民参加の方法（問５）において

地域問題の解決には住民の参加できる機構を

つくることが最も多く回答されており、また

住民運動の評価（問１２）についても８割以上

が尊重しなければならないことを認知してい

る。しかし、その現実的対応はまだ十分とは

いえない傾向にある。 

   また、広報、広聴活動は８割近くがその効

果を評価しているが、審議会・公聴会・直接

請求などに関しては評価が下がっており、住

民参加としての制度として再考しなければな

らない問題が含まれているといえる。このこ

とは、住民参加についての考え（問１７）によ

って、更に明確となっている。 

   具体的な参加方式については、県政への参

加は住民と市町村がともに行うことが考え

られている。その場合の参加段階については

参加する主体者がだれであるかによって比率

は増減するが、施設づくりにあっては企画・

立案段階、計画づくりにあっては構想・基本

計画策定過程への参加が望ましいと考えられ

ている。いづれの場合においても、当初から

参加が必要であるとされているが、今後を展

望するならば、管理・運営段階および進行管

理過程への参加が問題として取り上げられる

こととなるであろう。それは、市町村におけ

るコミュニティ計画や施設にその兆候を見る

ことができる。但し、県政にあっては、より

広域的な観点から計画や施設が考えられるた

め、市町村と同じ形態になるとはいい切れな

い。 

   更に、住民参加の可能性については約半数
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の回答者が十分あるとしているが、あると思

うが現在の制度などを改めないとできないと

するものもあり、問題を内包しているといえ

る。そして、この場合住民参加はあり得ない

とするものも１割強あって、これは担当して

いる仕事が参加になじまないものによるため

である。 

   住民自身、市町村、県、国の役割分担につ

いては、行政→住民自身、県→出先機関県

→市町村、国→県に権限の委譲などを行っ

た方がよいとする意見は３５～４５％あり、

特に住民自身による解決が望ましいとする意

見が多くなっている。 

 (4) 新神奈川計画 

   本県の将来を方向づける新神奈川計画策定

に対する職員のかかわり方については、まず

基本構想・基本計画の読まれ方であるが、「十

分読んだ」２２％、「ある程度読んだ」４２ 

％、「担当部分又は関心のある部分を読んだ」

２８％となっており、職員の９割は何らかの

形で読んでいる。 

   また、計画づくりへのかかわり方であるが

「職場を通じて参加した」及び「自主的に参

加した」が５０％で、「参加しなかった」が５

１％であり、ほゞ二分された形となっている。

（複数回答を認めたので、答は１００％を若干

上廻っている。） 

   一般に、新神奈川計画の策定については、

企画調整部門で関心が高く参加が十分に行わ

れたのは当然として、他の部門では管理監督

者レベルで主に参加が行われたといえよう。

また、窓口部門での参加が少ないことを考え

ると、主に本庁レベルで策定され、出先機関

でのかかわりはあまりなかったともいえよう。 

   次に、新神奈川計画策定過程における県民

参加の状況については、「行われた」と評価す

るものが４６％で、「不十分」とするものが４

１％である。部門別にみると、企画調整部門

で、行われたと評価している比率が高いのに

対し、公共事業部門では不十分とする比率が

高い。 

Ⅴ 自由意見 

   「住民参加、市町村参加及び職員参加のあり方や方法ある

いは、県職員からみて住民のあり方、住民像などについて

考えていることがありましたら自由にご記入下さい。」とい

うことで、調査票の最後に欄を設けたところ、108件の記述

があった。 

    内容は、住民参加肯定論、否定論、方法論等多種多様に

わたった。その中のいくつかを抜すいのうえ、原文のまま

掲載することとする。 

   1. 「一口に住民参加といっても、参加する住民の意識は

多種多様である。なにか自分に又は地域に直接火の粉が

かかる問題でも起れば別に県が仲介するまでもなく、住

民参加がどんなものか関係なく大衆行動が必然的に起き

てくるものである。住民の欲求は無限であり、行政は有

限である。ここに住民参加に問題があるように思える。」

(窓口部門) 

   2. 「もはや現代においては、行政への住民参加を否定す

ることはできない。それは、執行の段階ではなく、計画

立案段階からの積極的参加を意味する。従来は、往々に

して執行の段階で住民へ知らせることが多かった。それでは

住民のための行政にならず、そこには行政の自己満足しかない。

計画、立案の段階から県民、市町村、県が一体となり、地域住民

のためになる行政をしなければならない。」(窓口部門) 

   3. 「住民参加のための自治法の改正素案を提案する必要

がある。…………地方公共団体を地方自治体にする必要性」

(管理部門) 

   4. 「県政に住民の意思を反映させるための県政への住民

参加という方法は、最大限に活用するべきであると考え

られる。このことは、小さな形での住民参加、たとえば

図書館の運営に住民を参加させるとかの形で、量的にで

きるだけ多くの住民参加の機会を設ける試行を行い、あ

る程度定着した時点で質的に検討するといった方法も考

えられる。」(管理部門) 

   5. 「最近、行政への住民参加がとみに重視され、そのあ

り方、方法等があれこれ検討されているが、この制度自

体は、今後とも行政を円滑に進めていく上で、必要欠く
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べからざることであるのはいうまでもない。しかし、住民自

身は、もっともっと行政の本質を理解する必要があるし、

その中で自己の果すべき役割を十分認識した上で、責任

ある意見なり、主張をする必要があると思う。」 

(管理部門) 

   6. 「現行法の県、市町村の役割分担からみれば、一部事

業(総合計画策定、庁舎建設等)を除き、県政に住民参加

を求めるものは、原則としてないのではないか。県民

に密着した行政は、市町村が行っていると理解すれば、

県行政の段階で住民参加を積極的に推進する必要性があ

るのかどうか。」(管理部門) 

   7. 「これからの行政は、住民参加にはじまって、住民参

加におわるということであると思う。より多くの人々の

参加により、つまり多いほど妥当な平衡感覚のある住民

世論が形成されるものであるとの前提のもとに、より広

く県民に呼びかけることしかないのではないか。結局そ

うした努力がいま求められているのだと思う。」(企画調

整部門) 

   8. 「住民参加は、参加問題として論議され、検討される

時期は、もはやすでに終ったとみてよい。もっと端的に

言うと、参加させることに意味があった時期から参加を

行政に反映させる時期になったといってよい。総合計画

などの基本的な政策づくりに参加させることより、都市 

計画事業、街路事業、会館建設事業に住民の智恵を取り入

れ、行政を社会化すべきである。」(企画調整部門) 

   9. 「巨大都市において、本来的な意味での住民「参加」

などがありえないことは、当初から明らかであろう。そ

れをあたかも可能であるかのように観念操作することに

よって、「住民参加」という制度が成り立つわけである。 

     従って、「住民参加」について考えようとする場合、そ

れが本質的に擬制の産物であること、極論すれば、虚構

であることを前提にして、その効用なり、必要性なりを

考えなければならないであろう。」(企画調整部門) 

   10. 「参加というものを不平、不満を述べる手段と考えて

いるのではないか。自治というものは、みずから治める

もので、それを他人にやれ、行政がやれということでは

ない。こういう基本に立った住民とその住民参加なら積

極的に対応したい。」(公共事業部門) 

   11. 「公共性と個人の利益が相反するものの取扱い方の問

題であるが、現在では、住民参加とか住民無視というい

い方で、すべてが行政悪の名のもとに対処させられるこ

とが多すぎる。 

     もっと毅然たる態度で住民と話しあうべきだと思う。

住民エゴにおもねる行政が多いようにも考えられ、今後

の公共事業の推進速度を考えるとはだ寒い感がする。研

究の余地大いにあり。」(公共事業部門) 
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２ 他自治体における住民参加の状況 

 

１．都道府県における住民参加について 

 (1) 総合計画策定過程における住民参加 

    都道府県がその総合計画策定過程において住民参加を重視するようになったのは近年共通し

てみられる特徴であるが,都道府県別にみた概要は別表(1)のとおりである。 

    住民の参加方式としては，次のように大別される。即ち，第一に県民を直接対象としたアンケ

ートによる意向調査や選好度調査，またモニターを活用する方法，第二に公聴会や県政懇談会，

知事との対話，シンポジウム等による意見交換，第三にアイデア，提言，論文等を募集する方

法，第四に新聞，テレビ，ラジオ，更に県自体が発行する広報の活用方法，などである。 

    別表(1)ではアイデア募集等や広報の方法は比較的少ないようにみえる。しかし，これらは確

かに単独の住民参加方式として取り上げられることは少ないが，公聴集会等において実質的な

アイデアや提言が出されていることも考慮する必要がある。また広報については，調査時点に

おいて見直し作業中であり，まだ具体案として広報に掲載されるには至らなかった府県が多か

ったためと思われる。 

    また，新計画を策定する際，それ以前の計画策定時には実施しなかった様々の住民参加方式を

創意工夫し，実行しているのが注目される。なかには有識者を対象としたデルファイ方式の調

査を実施し，将来の課題を明らかにして，計画にとりいれている団体もある。県民からの意見

や要望については，どの府県でも審議会に報告し，計画策定の資料としているが，更に一歩進

めて住民に公表したり，計画書に記載しているところもある。 

 (2) 広報公聴活動について 

    自治省では毎年都道府県の広報公聴活動に関する調査を実施しているので，昭和５１年度分を

参考にしながら，その概要にふれてみたい。 

    ア．公聴活動について 

     公聴活動については，県民対話集会，県政懇談会，県民討論会などの公聴集会を，なんらか

の形で３７団体が実施した。実施団体数は前年度より 2団体減少しているが，団体別にみると

愛媛県の「お茶の間懇談会」の２４５回，岡山県の「知事と話し合うつどい」の 101回開催と

いうように，熱心な団体は非常に開催回数も多い。 

     モニター制度は３９団体で採用され，その種類は６５で，前年度より 8 種減少した。モニ

ターは全国で合計 14,000 人となるが，多い県は 2,500 人（岡山県）もいる。モニターの選

定方法としては，市町村長の推せんが２４種類で最も多く，市町村長の推せんと公募の併用

が１１種，公募のみが１０種，市町村長と民間団体の推せんの併用が２種,その他が１８種

となっている。 

     次に世論調査は昭和５１年度は２３団体が実施し，延３２回行われた。県政一般をテーマ
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別表(1) 

都道府県の総合計画策定状況について 

 

総 合 計 画 策 定 状 況 （ 5 3 年 3 月 末 現 在 ）  総合計画策定過程における住民参加（52年 1月現在） 

都 道

府 県 
計画名（副題） 

策 定

年 月 
計画期間 

アン

ケー 

ト 

論文

等募

集 

懇談会

公聴会

等 

広報 備        考 

北海道 
 

 

青 森 
 
 

 

岩 手 
 

 

宮 城 

 

秋 田 
 

 

山 形 

 

福 島 

北海道発展計画（安定し
た生活と豊かな地域社
会の創造をめざして） 

第四次青森県長期総合
計画（豊かで住みよい活
力のある地域社会をめ
ざして） 

第三次岩手県県勢発展
計画 

 

宮城県長期総合計画（新
しいふるさとづくり） 

第四次秋田総合開発計
画（真の豊かさをめざし
て） 

山形県第六次総合開発
計画 

福島県長期総合計画 

52. 7 
 

 

52.11 
 
 

 

51.12 
 

 

47. 5 

 

51. 3 
 

 

52. 3 

 

52.12 

53～62（10） 
 

 

51～60（10） 
 
 

 

51～55（ 5） 
 

 

47～60（14） 

 

51～60（10） 
 

 

51～60（10） 

 

53～60（ 8） 

○ 
 

 

○ 
 
 

 

○ 
 

 

○ 

 

○ 
 

 

○ 

 

○ 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

○ 
 

 

 
 

 

 

○ 
 

○ 
 

 

○ 
 
 

 

○ 
 

 

○ 
 

 

 

 
 

 

○ 
 

○ 
 

 

○ 
 
 

 

○ 
 

 

○ 

 

○ 
 
 
 
 
 
 

基本構想案を新聞掲載 

 
 

第一次原案を新聞広告等により
ＰＲ 

 
 

岩手日報に審議会答申の概要を
掲載し（1ページ）意見提出を呼
びかける 

「６０年代の宮城の方向」につい
て，提言及びアイデア募集 

「四総シリーズ」の放送・放映 

 
 

県民生活基盤実態調査（全県下
44 市町村の 13,900 世帯） 

昭和５０年代の福島県，立県 21
世紀へ向う福島県についての論
文募集 

茨 城 
 

 

栃 木 
 

 

群 馬 
 

 

埼 玉 
 
 

 

千 葉 
 

 

東 京 

茨城県民福祉基本計画
（真の豊かさをもとめ
て） 

栃木県新長期総合計画
（連帯感あふれた地域
社会をめざして） 

群馬県新総合計画（幸せ
な県民生活の創造をめ
ざして） 

埼玉県中期計画 

 
 
 

千葉県新総合五か年計
画 

 

東京都行財政三か年計
画 

51. 9 
 

 

51. 6 
 

 

51. 3 
 
 

51.12 

 
 

 

51. 9 
 

 

52.12 

51～55（ 5） 
 

 

51～60（10） 
 

 

51～60（10） 
 

 

51～55（ 5） 

 
 

 

51～55（ 5） 
 

 

53～55（ 3） 

○ 
 

 

○ 
 

 

○ 
 

 

 
 

 

 
○ 
 

 

○ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 
 

 

○ 
 

 

○ 
 

 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しい郷土づくりを考える懇談
会（県内 15 会場） 

 

知事を囲んで県政を語る会 

 
 

「新しい県計画づくりのため」の
懇談会（県内 20 か所） 

 

県政の基本方向（50 頁,3 千部）
中期計画の大綱（100頁，５千部）
を配布し、知事との対話集会 

県民在住の 20歳以上の男女 1,5 
00 人（無作為抽出）を対象とす
るアンケート調査 

都民要望に関する世論調査(1,5 
00標本) 都政モニターアンケー
ト（500名） 

新 潟 
 

 

富 山 

 

石 川 
 

 

福 井 

新潟県長期総合整備計
画（魅力ある郷土の建設
のために） 

住みよい富山県をつく
る総合計画修正計画 

県民福祉総合計画（生き
がいのある県民生活の
創造をめざして） 

第三次福井県長期構想 

51.11 
 

 

53. 1 

 

52. 6 
 
 

53. 3 

51～60（10） 
 

 

53～60（ 8） 

 

52～60（ 9） 
 

 

51～60（10） 

○ 
 

 

○ 
 

 

 
 

○ 

 
 

 

○ 

 

○ 
 
 
 

 
 

 

○ 

 

○ 
 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 

新聞紙面購入による広報，県民ア
ンケート等 

 

住みよい富山県をつくる総合計
画標語募集 

「拝啓石川県知事殿」（意見募
集） 

 

県民生活意識調査 

山 梨 山梨県長期総合計画（ 
豊かさと活力にあふれ
た山梨をめざして） 

51.12 51～60（10） ○ 
 
 
 

 
 
 
 

○ 
 
 
 

 
 
 
 

県民選好度調査 
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総 合 計 画 策 定 状 況 （ 5 3 年 3 月 末 現 在 ）  総合計画策定過程における住民参加（52年 1月現在） 

都 道

府 県 
計画名（副題） 

策 定

年 月 
計画期間 

アン

ケー 

ト 

論文

等募

集 

懇談会

公聴会

等 

広報 備        考 

長 野 
 

 

岐 阜 
 

 

静 岡 
 

愛 知 

県勢発展第二次五か年
計画（生きがいのある郷
土づくりをめざして） 

岐阜県第三次総合計画
（みどりの連帯社会を
めざして） 

静岡県総合計画 
 

愛知県地方計画（住みよ
い愛知県づくりのため
に） 

50. 8 
 
 

53. 2 
 
 

52. 2 
 

51. 3 

50～54（ 5） 
 

 

52～60（ 9） 
 

 

51～60（10） 
 

51～60（10） 

○ 
 
 

○ 
 
 

○ 
 

○ 
 
 
 

 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

○ 
 

○ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
○ 
 
 
 

県政世論調査 県政モニターア
ンケート 

 

「10 年後の岐阜県」意見論文募
集 県勢の展望に関するデルフ
ァイ調査 

「あすの静岡県への提言」懸賞論
文募集 県民と知事と語る会 

公開シンポジウム「広報あい
ち」による基本構想案と答申の全
戸配布 知事と職員の青空懇談
会 

三 重 
 

 

滋 賀 
 
 

 

京 都 
 

 

大 阪 
 

 

兵 庫 
 

 

奈 良 
 

 

和歌山 

三重県長期総合計画 
 
 

滋賀県総合発展計画（よ
り豊かな湖国の創造へ） 
 

第二次京都府総合開発
計画 
 

大阪地方計画 
 
 

兵庫県総合計画（21 世
紀への生活文化社会計
画） 

奈良県長期基本計画（第
三次）（豊かな県土づく
りの指針として） 

和歌山県長期総合福祉
構想（みどりと生きがい
をめざして） 

51. 2 
 
 

48. 3 
 
 
 

46. 3 
 
 

42. 3 
 
 

50. 3 
 
 

48. 3 
 
 

52.10 

50～60（11） 
 

 

47～56（10） 
 
 

 

46～60（15） 
 

 

39～50（12） 
 

 

50～60（11） 
 

 

48～60（13） 
 

 

51～60（10） 

○ 
 
 

○ 
 
 
 

 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 

△ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

素案の巻末に意見聴取のための
私製ハガキを添付 素案の概要
を「県政だより」で全戸配布 

作文（中学生を対象）及び論文（15
歳以上の県民を対象）の募集（現
計画はＰＲ用映画がある 

関係諸団体に対し説明会，一次試
案を府公報に 3 回・新聞に 1回掲
載 

基本方向（討議資料）の概要を 5
大紙に折込みとして掲載（275 万
部） 

新社会指標体系調査 総合計画
シンポジウムの開催（32回,意見
提出用葉書を同時に配布） 

奈良県県民代表との懇談会 
 
 

老人･主婦･青年勤労者の 4グル
ープ別に「県民の意見をきく会」
の実施（55回） 

鳥 取 

 
島 根 

 
 

岡 山 
 
 

 

広 島 
 

 

山 口 
 

第三次鳥取県総合開発
計画 

島根県新長期計画（活力
ある住みよい郷土を築
くために） 

岡山県総合福祉計画 
 
 
 

広島県新長期総合計画
（新しいコミュニティ
づくりをめざして） 

第二次県勢振興の長期
展望 

51. 3 
 

52. 1 
 
 

52. 3 
 
 

 
52. 3 

 
 

47. 3 

51～60（10） 
 

51～60（10） 
 

 

52～55（ 4） 
 
 

 

51～60（10） 
 

 

46～60（15） 

○ 
 

○ 
 
 
 

 
 
 

○ 
 
 

○ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 
 
 

○ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
 

○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民意識調査 県広報を通じ県
民の意見聴取 

福祉についての県民意向調査 
地域別意見を聞く会 
 

福祉問題懇談会の体系的開催（ 
第1次－22の階層集団延べ42回，
第 2次一代表者 25名,第 3次－学
識経験者を交えて） 

地域別公聴会県政モニターの
意見聴取 
 

住民選好度調査 住民の意見を
聞く会を予定 

徳 島 
 
 

香 川 
 

愛 媛 

徳島県新長期総合開発
計画 

 

香川県県民福祉総合計
画 

愛媛県長期総合計画 

47. 3 
 

 
51. 3 

 

53. 3 

46～60（15） 
 

 
51～55（ 5） 

 

53～60（ 8） 

○ 
 
 

○ 
 

○ 
 

 
 
 
 
 
 

△ 
 
 

○ 
 
○ 
 

 
 
 
 
 
 

県民生活に関するアンケート調
査（現行計画では県民会議を開
いた） 

県政懇談会 「定例知事対話」
「訪問知事対話」 

県民ニーズ調査 地域別懇談会 
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総 合 計 画 策 定 状 況 （ 5 3 年 3 月 末 現 在 ）  総合計画策定過程における住民参加（52年 1月現在） 

都 道

府 県 
計画名（副題） 

策 定

年 月 
計画期間 

アン

ケー

ト 

論文

等募

集 

懇談会

公聴会

等 

広報 備        考 

高 知 
 
 
 

高知県総合開発計画 53. 3 52～60（ 9） ○  ○  県民選好度調査 県政功労者・県
議会議員待遇者からの提言を受
ける（現行計画では懸賞論文及び
県政中央（東京）懇談会） 

福 岡 
 

佐 賀 
 
 

 

長 崎 
 

 

熊 本 
 

 

大 分 
 

宮 崎 
 

 

鹿児島 

沖 縄 

福岡県長期ビジョン（ 
人間中心社会の創造） 

佐賀県長期総合計画（ 
物心ともに「豊かで伸び
ゆく郷土」をめざして 

長崎県開発計画 
 
 

熊本県基本構想（県民生
活と地域開発の調和を
めざして） 

大分県長期総合計画 
 

宮崎県新総合長期計画 
（改訂計画） 
 

県政推進三か年計画 

沖縄振興開発計画（平和
で明るい豊かな沖縄県
をめざして） 

47. 4 
 

52.12 
 
 

 

46. 3 
 

 

48. 8 
 

 

53. 3 
 

51. 9 
 

 

51. 3 

47.12 

47～60（14） 
 

52～60（ 9） 
 
 
 

46～50（ 5） 
 
 

48～55（ 8） 
 
 

53～60（ 8） 
 

51～55（ 5） 
 
 

51～53（ 3） 

47～56（10） 

○ 
 

○ 
 
 

 

○ 
 

 

 
 

 

○ 
 

○ 
 

 

 

 
 

△ 
 

 
 
 

 

 
 

 

○ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

○ 
 

 

○ 
 

 
 

 

○ 

○ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

「長期ビジョン，中期計画に関す
る県民の選好度調査」 

県政モニター，各界代表など 550
名に対する意向調査 
 
 

「あすの長崎県への提言」を募集 
市町村オピニオンリーダーに対
し「県民意向調査」 

県内各界の有識者（15 名）によ
る「基本構想審議委員会議」の意
見聴取 

県民意識調査 計画概案の地域
別説明と意見交換 

県民選好度調査（結果を県計画
に，「県民福祉と価値意識」と言
う章を設けて収録） 

各部門で関係団体からヒヤリン
グ県下 3 大学の教授との意見交
換関係諸団体からの意見聴取 

   (注) この表は自治省調べによる「総合計画策定状況(53年 3月末現在)」と地方自治情報総覧の「都道府県計画にお

ける住民参加(52年 1月現在)」を合せたものである。 

 

 

 

 

とするより特定部門をテーマとした調査ものが増えている。 

     その他の公聴活動としては，「住民相談」があげられるが，これは全部の団体に窓口が設

置されている。他には「施設見学」，「知事への手紙」，「知事の面会日」などがあげられる。 

    イ．広報活動について 

     定期刊行物はすべての都道府県で発行されており，その種類は 156 種にわたっている。 

     全戸配布の定期刊行物は 20 団体，21 種発行されている。なお点字広報は 24 団体で発行さ

れ，近年急速に増えはじめている。 

     テレビの活用については，45 団体で実施し，延 189 番組で，前年度に比し 9 番組増加して

いる。ラジオの活用は 39団体，85番組で，テレビと同様前年度より若干増加している。ラジ

オの活用は昭和 45，46 年頃一時減少したが，その後カーラジオ等が見直され，いまでは昭

和 40 年頃の状況に戻っている。 

     更に新聞の紙面購入による広報活動については，45 団体で延 209 回実施された。これまで

増加傾向にありながら，昭和５０年度に一時的に減少したものが，またもち直したというこ 

とのようである。 別表（2） 
都 道 府 県 の 公 聴 活 動  
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 次に映画の製作

については，20団

体，124 本の映画

が製作されたが，

団体数，製作数と

も減少気味で，特

にニュースものが

著しく減少した。 

ウ．組織及び予算 

広報公聴主管課

の設置形態をみる

と広報主管課と公

聴主管課とが近年

分離する傾向がみ

られ，昭和 51 年度

は 3 分の 1 の団体

が分かれている。

名称からみると広

報課または公聴課

と県民課の名称を

つけている団体が

多い。また広報公

聴課の所属部をみ

ると，これまでは

総務部から生活部

または知事直轄

(「知事室」等)へ

推移する傾向がみ

られた。生活部は

県民との直接の接

触を，知事直轄は

トップマネージメ

ントとしての役割

を重視したものと

思われる。しかし， 

    昭和５１年度はこの傾向とは逆に，前年度に比し総務部所属が増加(4団体)する現象がみら 

都道府県 住民相談 公聴集会 
モニター

制 度 
世論調査 

知事への

手 紙 

知 事 の 

面 会 日 
施設見学 

 1 北海道 ○ ○ ○  ○  ○ 

 2 青 森 ○ ○ ○    ○ 

 3 岩 手 ○ ○ ○ ○    

 4 宮 城 ○ ○ ○    ○ 

 5 秋 田 ○ ○ ○  ○ ○  

 6 山 形 ○ ○      

 7 福 島 ○ ○ ○   ○ ○ 

 8 茨 城 ○ ○ ○ ○ ○   

 9 栃 木 ○ ○ ○ ○   ○ 

10 群 馬 ○ ○ ○    ○ 

11 埼 玉 ○ ○ ○ ○   ○ 

12 千 葉 ○ ○ ○ ○ ○   

13 東 京 ○ ○ ○ ○    

14 神奈川 ○ ○ ○ ○    

15 新 潟 ○ ○ ○ ○ ○   

16 富 山 ○ ○  ○ ○  ○ 

17 石 川 ○ ○  ○   ○ 

18 福 井 ○ ○ ○ ○   ○ 

19 山 梨 ○ ○ ○  ○  ○ 

20 長 野 ○ ○ ○  ○  ○ 

21 岐 阜 ○   ○   ○ 

22 静 岡 ○  ○    ○ 

23 愛 知 ○ ○ ○    ○ 

24 三 重 ○ ○ ○    ○ 

25 滋 賀 ○ ○  ○    

26 京 都 ○      ○ 

27 大 阪 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

28 兵 庫 ○ ○ ○  ○  ○ 

29 奈 良 ○ ○ ○ ○   ○ 

30 和歌山 ○ ○ ○    ○ 

31 鳥 取 ○  ○ ○    

32 島 根 ○  ○    ○ 

33 岡 山 ○ ○ ○ ○   ○ 

34 広 島 ○  ○ ○    

35 山 口 ○      ○ 

36 徳 島 ○ ○ ○  ○  ○ 

37 香 川 ○ ○ ○ ○   ○ 

38 愛 媛 ○ ○ ○    ○ 

39 高 知 ○  ○ ○    

40 福 岡 ○ ○  ○   ○ 

41 佐 賀 ○  ○     

42 長 崎 ○  ○    ○ 

43 熊 本 ○  ○ ○   ○ 

44 大 分 ○ ○ ○    ○ 

45 宮 崎 ○ ○ ○  ○   

46 鹿児島 ○ ○ ○ ○   ○ 

47沖 縄  ○  ○    ○ 
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    れる。 

     次に予算についてみると広報公聴関係予算は，住民 1 人当たり全国平均８１円で，前年度 

    に比し 5円減少したことになる。前年度より減少したのは昭和４１年度以来のことである。 

     なお，予算面でみると団体間のバラツキが大きく，最高と最低の団体間では１０倍弱の開 

    きがある。また住民 1人当たりの広報予算対公聴予算の関係では 10：1の比率で広報予算が 

    圧倒的に大きいが，伸び率だけをみると公聴予算はこの１０年間位でみると広報予算の 2倍 

    の伸び率を示している。しかし，昭和５１年度の予算では公聴予算は前年度比３０％も減少 

    し、注目すべき現象がみられる。 

２．県内市町村の広報公聴活動について(昭和 53年度) 

(1) 公聴活動について 

    対話集会及び市（町村）政懇談会等公聴集会を開催している団体は，県内３７市町村のうち８

割以上に達しており，都市化の進展に対応して市の段階ではほとんどの団体がなんらかの形で

公聴集会を開催している。 

    次にモニター制度については半数近くの団体で実施しており，市の段階では 8割以上の団体が

実施している。 

    住民相談については，市では約 9 割の団体が，町村では半数の団体が実施しているが，相談

事項は市（町村）行政に関する相談だけでなく，法律一般や住宅相談にまで及ぶ住民の生活一

般を対象としたものが多い。 

    その他の公聴活動としては「市（町村）政見学会」や「市長（町村長）への手紙」の制度が

広く市町村に定着しつつあるほか，「移動市役所」，「公聴パトロール」，「住民意向調査」，

「論文募集」などをあげることができる。 

(2) 広報活動について 

    印刷媒体として，月１回以上発行の定期的な広報は，県内全市町村において実施されている。

そのうち 3 割の団体では，月 2 回発行している。更に定期的な広報以外にお知らせ版を発行し

ている団体が 3 分の 1 近くあり，しかも町村に多いのが注目される。市の段階ではグラフ的な

刊行物を併行して発行している団体も多い。 

    なお，定期的な広報に関し「点字広報」及び「声の広報」，更には「子供広報」を出してい

る団体も相当の数にのぼっている。「点字広報」は 6 分の 1 の団体が，「声の広報」は 3 分の 1

近くの団体が，「子供広報」は年間数回の発行であるが 6 分の 1 の団体が，それぞれ発行して

いる。 

    次に視聴覚媒体としてのテレビ，ラジオの活用についてみると，活用団体は人口３０万以上の

都市が中心であるが，マスメディアの利用価値はある程度大都市に限られてくるといえよう。 

    なお，町村の段階においては，有線放送や電話を利用する団体が多くみられ，コミュニティに

おける広報媒体としては注目に価するといえよう。 

(3) 組織及び予算について 

－135－ 



    県内の市町村においても広報主管課と公聴主管課とが分離する傾向がみられ，4 分の 1 の団体

が分離した形態をとっており，特に人口の多い団体ほどこの傾向がみられる。 

    次に広報公聴の担当課についてみると，広報公聴担当課が秘書課(室)のなかにあるのが市の段

階では 4 分の 1 近くに達しており，市長室や総務部所属まで含めると，市長直轄が半数近くの団

体になっている。 

    なお，町村の段階では広報・公聴の担当課は分離せず，ほとんどが総務課，住民相談室，また

は企画課となっている。 

    更に予算については住民 1人当たり，年間平均 267 円を支出しているが，団体間のバラツキは

相当大きいものがある。また住民 1 人当たりの広報予算対公聴予算との関係では大体８：１で，

広報予算の方が圧倒的に大きく，都道府県と同じ傾向がみられる。 

３．他自治体の住民参加事例  

(1)  東京都 ―――― 都民生活局について ―――― 

    東京都では，都民の住民参加について都民生活局が担当しているが，ここでは都民生活局の

前身である都民室の時代から東京都における住民参加を取りあげてみることにする。 

    都民室は，昭和４６年 6 月発足したもので，住民参加について対話集会の段階から一歩進めて

都政参加へと進展を図る意味から，都民の声をとりあげ，都民参加の基盤，方法等について検

討することを目的として設置されたものである。 

    具体的には，都政全般に関する都民に開かれた総合窓口として集団公聴機能（提案・要望の解

決促進，都民対話，世論調査の実施，都政モニターの担当）及び個別公聴機能（生活相談，交

通事故相談及び日照相談）をもち，都民意識の動向及び都民のニーズ把握につとめ，都政への

反映と都民参加のパイプとしての役割をになった。 

    そして都民室は特別の権限や予算をもたずに都民あるいは住民運動を都政参加のエネルギー

と受けとめて都民の側に立って庁内関係部局との調整を図ってきた。都民から問題が持ちこま

れると，すぐに現場調査を行い，住民との話し合いを行い，都民の参加意識の醸成と庁内にお

ける都民参加の積極的対応の基盤となってきた。 

    都民室の運営としては，従来の役所方式とは違い，都民のなかにとけこんだ行政組織として，

都民との徹底した対話路線を敷いた。 

    このような都民参加のシステムにより４６年の発足以来５１年３月末までの５年間に，日照等

の相談ものを除いて 600 件以上の意見要望等の問題提起があったが，そのうち解決済となった

のは約 3 分の 2 に達している。 

    このような都民室は，昭和５１年 8月の組織変更により，物価局，広報室等と合体して，都民

生活局と名称を変更することになったが，その機能及び路線は変更されることなく現在まで受

け継がれている。 

    行政組織のなかに，従来の発想とは異なる都民参加の窓口を設定したこと及び都民参加方式と

して住民運動との太いパイプを設定したことが，旧都民室・現都民生活局の特徴といえよう。 
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(2) 愛知県    総合計画の策定について 

    愛知県では，昭和５１年に新しい総合計画「愛知県地方 1976～1985」を策定したが，その

策定過程において地方計画委員会，アンケート調査，モニター制度の活用，シンポジウムなど

の形態により県民参加を実現した。 

    地方計画委員会は条例により設置され，学識経験者及び市町村関係者等５９名で構成された。

そしてこの委員会は形式的な会議ということではなく，事実上の策定作業を行ったのが特徴で

ある。委員会の下に専門部会(総合調整，福祉と健康，教育と文化，住まいと環境，暮らしと産

業，地域計画)を設置し，学者 60人と行政機関の職員 60人，合計 120 人が専門委員となって実

務にあたった。 

    委員会，専門部会はすべて公開で，逐一議事録にとり，次の会議の際，意見・提案等への対応

を明らかにして合意を重ねていく方法をとったので，意見調整がスムーズに行われた。 

    次に県民を対象としたアンケート調査の実施であるが，これは約 1 万世帯を対象として地域開

発の評価，福祉，豊かさ，生きがいなどについて意見，提案をフリーアンサーの形で回収し，

県民の声を巾広く聞く方法をとった。また県政モニターが 700 人いるのでこの制度を活用し，

県民アンケート調査と同じようなテーマについて意見聴取する方法をとり，県民アンケート調

査を補完した。 

    更にシンポジウムを 6 回開催した。シンポジウムでは総合計画の説明と参加者との意見交換が

行われたが，県当局の出席者は知事や県のトップクラスではなく，総合計画策定に実際にたず

さわっているスタッフで，これらのスタッフが参加者（平均 200人～300人）と膝をまじえて対

話する方法をとった。 

    その他の住民参加としては，各種関係団体との対話で，商工団体，婦人団体，農村漁業団体，

青年団体等をはじめとして７５回の開催を数え，巾広く意見交換の場を設定した。 

(3) 兵庫県    総合計画の策定及び県民会議について 

   ア. 総合計画の策定について 

    兵庫県の総合計画は，昭和５０年３月に「２１世紀への生活文化社会計画」として策定

されたが，その策定段階において計画専門委員会，県民アンケート調査，審議会及びシンポジ

ウムなどにより住民参加を実現した。 

    前２者は計画の検討用基礎資料を作成する段階において，後２者は計画案を策定する段階

において実施された。 

    計画専門委員会は，県内外の学者を主要メンバーにして，庁内の関係課長も参加して新し

い総合計画のあり方について科学的な究明を行った。 

    その成果が「兵庫県ダイナミックシステム」の開発である。これは，人口，産業，資源，

環境汚染などの主要部門について５０年後の兵庫県の将来像を予測したものであった。この独

自に開発した手法は，総合計画策定のための重要な基礎資料となった。 

    次に県民アンケート調査であるが，昭和４７年から「新しい社会指標体系」を設定するた

めの作業の一環として県民意識調査を行ったもので，調査は 3,000 世帯を層化多段抽出により
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対象とした。県民の基本的欲求と生活上の不安に対する意識，社会環境に対する不満度，施

策の順位づけ，住みやすさの総合的評価等を調査して，生活基盤整備の目標水準設定の基礎資

料とした。 

    次に総合計画の審議会であるが，この審議会は昭和 48 年 11 月に発足し，学識経験者をは

じめとして７８名の委員をもって構成された。審議会の設立目的は，諮問に応じた答申とい

うことではなく，総合計画のたたき台そのものの作成であったので，総合計画の柱である「 

文化社会開発の推進」と「生活基盤の充実」等のテーマについて重点的に審議した。 

    更に審議会の活動と並行して地域住民シンポジウムが開催された。県下 7 地区で３２回開

催し，約 1 万人の県民が参加した。参加者にはすべて事前または当日に資料の要旨が配られ，

討議の充実を図った。またシンポジウムで集められた県民の意見等は審議会に送られ，その

計画案の作成に反映された。 

    なお，総合計画の事務的作業としては，このほかに地域開発プロジェクト，地域開発構想

の調査研究も行われ，総合計画の基礎資料としている。 

   イ．県 民 会 議 

    昭和５０年４月から発足したもので，直接総合計画における住民参加だけを目的としたも

のではなく，住民参加及び合意と連帯による県政の推進を目的として設置された。 

    県民会議は地域別県民会議のほかに産業別，問題別の県民会議がある。 

    地域別県民会議は，県下６ブロック（神戸市を除く）に分けて開催されて，昭和５０年度

は全部で１３回開催され，地域の身近かな問題である水，道路，下水道等をテーマと

して討論を行った。 

    運営方法としては，１会議１００人の出席者を見込み，半数は無作為抽出により，あと半数

は各市町，各種団体の推せん者とした。会議はすべて出席者の自主的運営にまかす方式をと

ったので，この会議の下に運営委員会をおき，その任にあたった。本会議を開く前に数回の運

営委員会等を開き，会議の準備と勉強を行い，審議内容の充実に留意しているのが特徴であ

る。 

    次に産業別，問題別県民会議（この場合神戸市を含む。）として，教育，青少年，農林業，

健康づくり，福祉ボランテアなどについて会議が１３設置され，テーマ毎に県民会議を開催

している。 
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